
 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

No. ２６ 

安全 

機能 

《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について 

多重性又は多様性を要求する安全機能》 

事故時の原子炉の停止状態の把握機能 

対象系統・機器 中性子束（起動領域モニタ） 

原子炉スクラム用電磁接触器の状態 及び 制御棒位置 

多重性／多様

性 

中性子束（起動領域モニタ）は４区分あり，多重性を有している。 

原子炉スクラム用電磁接触器の状態と制御棒位置は，この２種で

多様性を有している。 

独立性 ＜中性子束（起動領域モニタ）＞ 

（１）起動領域モニタは，想定される最も過酷な環境条件として

原子炉冷却材喪失事故時において健全に動作するよう設計

している。 

 

（２）起動領域モニタは，いずれも耐震Ｓクラス設備として設計

している。また，溢水，火災については，位置的分散を図る

とともに，溢水，火災の影響軽減対策等を実施することによ

り，同時に監視不能とならないよう設計している。 

 

（３）起動領域モニタは，それぞれ区画されたエリアに設置，又

は必要な離隔距離を確保して配置しており，物理的分離を行

っている。 

サポート系についても，電源についてはそれぞれ異なる区

分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

 

 

＜原子炉スクラム用電磁接触器の状態 及び 制御棒位置＞ 

原子炉の停止状態を原子炉スクラム用電磁接触器の状態と制御

棒位 

置で判断することにより，炉心の停止状態を把握する。 

 

（１）原子炉スクラム用電磁接触器の状態は，想定される最も過

酷な環境条件として原子炉冷却材喪失事故時において健全

に動作するよう設計している。 

制御棒位置は，通常運転時の環境条件下において動作す

るよう設計している。 

 

（２）原子炉スクラム用電磁接触器の状態は，いずれも耐震Ｓク

ラス設備として設計している。また，溢水については，中央

制御室は溢水源が無いこと，火災については常駐する運転員

による早期感知・消火が可能であることから，機能に影響を

及ぼすものではない。 

制御棒位置は，耐震Ｃクラス設備として設計している。 

 

（３）原子炉スクラム用電磁接触器の状態は，区分毎に盤筐体に

収納し，物理的分離を行っている。 

サポート系についても，電源についてはそれぞれ異なる区

分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

制御棒位置と原子炉スクラム用電磁接触器の状態を監視す

るために必要な設備とは，物理的分離を行っている。 

 

 

 

 

No. ２６ 

安全機能 事故時の原子炉の停止状態の把握機能 

系統・機器 中性子束，原子炉スクラム用電磁接触器の状態又は制御棒

位置 

多重性又は 

多様性 

中性子源領域計装（ＳＲＭ）は２区分設置しており，多重

性を有している。 

原子炉スクラム用電磁接触器の状態と制御棒位置によっ

て，多様性を有している。 

独立性 各回路，機器は，想定される最も過酷な環境条件である原

子炉冷却材喪失事故時において健全に動作するよう設計し

ている。 

 

＜中性子束（中性子源領域計装（ＳＲＭ））＞ 

（１）中性子源領域計装（ＳＲＭ）は，専用電線管にてケ

ーブルを敷設しており，すべてが監視不能とならない

ようチャンネル相互を物理的に分離して配置してい

る。 

 

（２）中性子源領域計装（ＳＲＭ）の電源は，それぞれ区

分Ⅰ，区分Ⅱから供給しており１系統の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

（３）中性子源領域計装（ＳＲＭ）は，耐震Ｓクラス設備

として設計している。 

 

（４）溢水に対しては，位置的分散により２区分が同時に

機能を喪失しない設計としている。 

 

（５）火災に対しては，同時に機能喪失しないよう，離隔

等による系統分離を行うとともに，影響軽減対策等を

行う設計としている。 

 

上記より中性子源領域計装（ＳＲＭ）は同時に機能喪失す

ることはないことから，独立性を有している。 

 

＜原子炉スクラム用電磁接触器の状態，制御棒位置＞ 

（１）原子炉スクラム用電磁接触器の状態を監視する機器

及び制御棒位置監視機器は，それぞれ異なる盤に設

置しており，それぞれ分離して配置している。また，

電源についても,それぞれ異なる区分から供給して

おり，独立性を有している。 

 

上記より，共通要因又は従属要因によって原子炉スクラム

用電磁接触器の状態及び制御棒位置が同時に機能喪失する

ことはないことから，独立性を有している。 

 

長期間に 

わたる要求 

使用期間は 24時間以上（長期間） 

 

別紙図 1-3-36：中性子源領域計装（ＳＲＭ）概要図 

別紙図 1-3-37：原子炉スクラム用電磁接触器の状態及び制御棒位

置概要図 

 

 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7,東海第二】 
 島根２号炉は，中性子
源領域計装（ＳＲＭ）
を対象としている(中
間領域計装について
は，スクラム後の未臨
界状態の把握機能の
対象外としている) 
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前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 中性子束（起動領域モニタ）は 12 条-別紙 1-2-26-3 ページ参照 

原子炉スクラム用電磁接触器の状態 及び 制御棒位置は 

12 条-別紙 1-2-26-4 ページ参照 
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第 26-1図 起動領域計装 系統概略図 

 

 

別紙図 1-3-36 中性子源領域計装（ＳＲＭ）概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設備の相違 

208



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

第 26-2図 原子炉スクラム用電磁接触器の状態監視設備及び制御

棒位置監視設備 系統概略図 

 

 

 

別紙図 1-3-37 原子炉スクラム用電磁接触器の状態及び制御棒位

置概要図 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

No. ２７ 

安全 

機能 

《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について 

多重性又は多様性を要求する安全機能》 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 

対象系統・機器 原子炉水位（広帯域，燃料域） 

原子炉圧力 

多重性／多様

性 

原子炉水位（広帯域）は４区分あり，多重性を有している。 

原子炉水位（燃料域）は２区分あり，多重性を有している。 

原子炉圧力は４区分あり，多重性を有している。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件として原子炉冷

却材喪失事故時において健全に動作するよう設計している。 

 

（２）各計装は，いずれも耐震Ｓクラス設備として設計している。

また，溢水，火災については，位置的分散を図るとともに，

溢水，火災の影響軽減対策等を実施することにより，同時に

監視不能とならないよう設計している。 

 

（３）各計装は，それぞれ区画されたエリアに設置，又は必要な

離隔距離を確保して配置しており，物理的分離を行ってい

る。 

サポート系についても，電源についてはそれぞれ異なる区

分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 
 

 

 

 

 

No. ２７ 

安全機能 事故時の炉心冷却状態の把握機能 

系統・機器 原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉圧力 

多重性又は 

多様性 

原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉圧力は，それぞ

れ２区分設置しており，多重性を有している。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件である原

子炉冷却材喪失事故時において健全に動作するよう設

計している。 

 

（２）原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉圧力の検

出器は，原子炉建物の約 180°に２分割されたエリアに

配置しており，独立性を有している。 

 

（３）原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉圧力のケ

ーブル，ケーブル・トレイ，電源盤は，検出器同様に

分離して配置しているため，独立性を有している。 

 

（４）原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉圧力は，

いずれも耐震Ｓクラス設備として設計している。 

 

（５）溢水に対しては，位置的分散により複数区分すべて

が同時に機能を喪失しない設計とする。 

 

（６）火災に対しては，原子炉水位（広帯域，燃料域）及

び原子炉圧力がそれぞれ複数区分同時に機能喪失しな

いよう，離隔等による系統分離を行うとともに，影響

軽減対策等を行う設計としている。 

 

上記より，共通要因又は従属要因によって各計装が同時に

機能喪失することはないことから，独立性を有している。 

長期間に 

わたる要求 

使用期間は 24時間以上（長期間） 

 

別紙図 1-3-38：計装系（原子炉圧力容器関連）概要図 
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第 27-1図 原子炉水位計装（広帯域，燃料域），原子炉圧力計装 系

統概略図 

 
別紙図 1-3-38 計装系（原子炉圧力容器関連）概要図 
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No. ２８ 

安全 

機能 

《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について 

多重性又は多様性を要求する安全機能》 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 

対象系統・機器 格納容器内圧力 

サプレッション・チェンバ・プール水温 

格納容器内放射線レベル 

多重性／多様

性 

格納容器内圧力は２区分あり，多重性を有している。 

サプレッション・チェンバ・プール水温は２区分あり，多重性を

有している。 

格納容器内放射線レベルは２区分あり，多重性を有している。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件として原子炉冷

却材喪失事故時において健全に動作するよう設計している。 

 

（２）各計装は，いずれも耐震Ｓクラス設備として設計している。

また，溢水，火災については，位置的分散を図るとともに，

溢水，火災の影響軽減対策等を実施することにより，同時に

監視不能とならないよう設計している。 

 

（３）各計装は，それぞれ区画されたエリアに設置，又は必要な

離隔距離を確保して配置しており，物理的分離を行ってい

る。 

サポート系についても，電源についてはそれぞれ異なる区

分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 格納容器内圧力，サプレッション・チェンバ・プール水温は 

12 条-別紙 1-2-28-2 ページ参照 

格納容器内放射線レベルは 

12 条-別紙 1-2-29-3 ページ参照 
 

 

 

 

 

No. ２８ 

安全機能 事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 

系統・機器 原子炉格納容器圧力，格納容器エリア放射線量率及びサプ

レッション・プール水温 

多重性又は 

多様性 

原子炉格納容器圧力，格納容器エリア放射線量率及びサプ

レッション・プール水温は，それぞれ２区分設置しており，

多重性を有している。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件である原

子炉冷却材喪失事故時において健全に動作するよう設

計している。 

 

（２）原子炉格納容器圧力及び格納容器エリア放射線量率

の検出器は，原子炉建物の約 180°に２分割されたエリ

アに配置しているため，独立性を有している。 

 

（３）サプレッション・プール水温の検出器は，サプレッ

ション・チェンバ内で２分割に配置し，専用電路にて

分離されている。 

 

（４）各計装のケーブル，ケーブル・トレイ，電源盤は検

出器同様に２分割している。 

 

（５）原子炉格納容器圧力，格納容器エリア放射線量率及

びサプレッション・プール水温は，いずれも耐震Ｓク

ラス設備として設計している。 

 

（６）溢水に対しては，位置的分散により複数区分が同時

に機能を喪失しない設計とする。 

 

（７）火災に対しては，原子炉格納容器圧力及びサプレッ

ション・プール水温がそれぞれ複数区分同時に機能喪

失しないよう，離隔等による系統分離や影響軽減対策

等を行う設計としている。格納容器エリア放射線量率

については，離隔等による系統分離を行う設計として

いる。 

 

上記より，共通要因又は従属要因によって各計装が同時に

機能喪失することはないことから，独立性を有している。 

長期間に 

わたる要求 

使用期間は 24時間以上（長期間） 

 

別紙図 1-3-39：計装系（原子炉格納容器関連）概要図 

別紙図 1-3-40：格納容器エリア放射線量率 概要図 
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第 28-1 図 原子炉格納容器圧力計装，サプレッション・プール水

温度計装 系統概略図 

 

 

第 28-2図 原子炉格納容器エリア放射線量率計装 系統概略図 

 

  

別紙図 1-3-39 計装系（原子炉格納容器関連）概要図 

 

 

別紙図 1-3-40 格納容器エリア放射線量率 概要図 
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No. ２９ 

安全 

機能 

《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について 

多重性又は多様性を要求する安全機能》 

事故時のプラント操作のための情報の把握機能 

対象系統・機器 ［低温停止への移行］ 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

［ドライウェルスプレイ］ 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 

格納容器内圧力 

［サプレッション・プール冷却］ 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 

サプレッション・チェンバ・プール水温 

［可燃性ガス濃度制御系起動］ 

格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 

［放射性気体廃棄物処理系の隔離］ 

気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ 

多重性／多様

性 

［低温停止への移行］ 

原子炉圧力は４区分あり，多重性を有している。 

原子炉水位（広帯域）は４区分あり，多重性を有している。 

［ドライウェルスプレイ］ 

原子炉水位（広帯域）は４区分あり，多重性を有している。 

原子炉水位（燃料域）は２区分あり，多重性を有している。 

格納容器内圧力は２区分あり，多重性を有している。 

［サプレッション・プール冷却］ 

原子炉水位（広帯域）は４区分あり，多重性を有している。 

原子炉水位（燃料域）は２区分あり，多重性を有している。 

サプレッション・チェンバ・プール水温は２区分あり，多重性

を有している。 

［可燃性ガス濃度制御系起動］ 

格納容器内水素濃度は２区分あり，多重性を有している。 

格納容器内酸素濃度は２区分あり，多重性を有している。 

［放射性気体廃棄物処理系の隔離］ 

気体廃棄物処理設備エリア排気モニタは２区分あり，多重性を

有している。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件として原子炉冷

却材喪失事故時において健全に動作するよう設計している。 

（気体廃棄物処理設備エリア排気モニタは，放射性気体廃棄物

処理施設の破損時に想定される状態） 

なお，格納容器内水素濃度及び酸素濃度は，格納容器内の

ガスを除湿，冷却及び減圧して計器に導き，格納容器内の

温度の影響を直接受けない設計としている。 

 

（２）各計装は，いずれも耐震Ｓクラス設備として設計している。

また，溢水，火災については，位置的分散を図るとともに，

溢水，火災の影響軽減対策等を実施することにより，同時に

監視不能とならないよう設計している。 

 

（３）各計装は，それぞれ区画されたエリアに設置，又は必要な

離隔距離を確保して配置しており，物理的分離を行ってい

る。 

サポート系についても，電源についてはそれぞれ異なる区

分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他の系

統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

 

 

 

 

No. ２９ 

安全機能 事故時のプラント操作のための情報の把握機能 

系統・機器 （低温停止への移行） 

・原子炉圧力及び原子炉水位（広帯域） 

（ドライウェルスプレイ） 

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及び格納容器圧力 

（サプレッション・プール冷却） 

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及びサプレッション・プ

ール水温 

（可燃性ガス濃度制御系起動） 

・原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納容器酸素濃度 

（異常状態の把握機能） 

・排気筒モニタ 

多重性又は 

多様性 

（低温停止への移行） 

・原子炉圧力及び原子炉水位（広帯域）は，それぞれ２区

分設置しており，多重性を有している。 

（ドライウェルスプレイ） 

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及び格納容器圧力は，そ

れぞれ２区分設置しており，多重性を有している。 

（サプレッション・プール冷却） 

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及びサプレッション・プ

ール水温は，それぞれ２区分設置しており，多重性を有

している。 

（可燃性ガス濃度制御系起動） 

・原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納容器酸素濃度

は，それぞれ２区分設置しており，多重性を有している。 

（異常状態の把握機能） 

・排気筒モニタ検出器等は，２区分設置しており，多重性

を有している。 

静的機器（配管）の一部に単一設計箇所があるが，本

機能の要求期間は短期間であることから，想定される単

一故障を仮定しても所定の安全機能を達成できる。 

独立性 （１）各計装は，想定される最も過酷な環境条件である原子

炉冷却材喪失事故時（排気筒モニタについては，放射性

気体廃棄物処理施設の破損時に想定される状態）におい

て健全に動作するよう設計している。 

   

（２）原子炉水位（広帯域，燃料域）及び格納容器圧力の検

出器は，原子炉建物の約 180°に２分割されたエリアに

配置している。 

 

（３）サプレッション・プール水温の検出器は，サプレッシ

ョン・チェンバ内で２分割に配置し，専用電路にて分離

されている。 

 

（４）原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納容器酸素濃度

は，原子炉建物を２分割したエリアに配置し，サンプリ

ング配管，検出器，分析計，制御盤は，位置的分離等に

より系統分離されている。 

 

（５）各計装のケーブル，電源盤は，検出器同様に分離され

ている。 

 

（６）原子炉圧力，原子炉水位（広帯域，燃料域），格納容器

圧力，サプレッション・プール水温，原子炉格納容器水

素濃度及び原子炉格納容器酸素濃度は，いずれも耐震Ｓ

 
 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7】 
柏崎 6/7 は排気筒の
前段に設置している
「気体廃棄物処理設
備エリア排気モニタ」
を対象としている 

【柏崎 6/7，東海第二】 
島根２号炉は，事故の
検知を目的として，排
気筒モニタの使用期
間を短時間としてい
る 
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前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 ［低温停止への移行］ 

原子炉圧力は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

原子炉水位（広帯域）は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

［ドライウェルスプレイ］ 

原子炉水位（広帯域）は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

原子炉水位（燃料域）は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

格納容器内圧力は 12 条-別紙 1-2-28-2 ページ参照 

［サプレッション・プール冷却］ 

原子炉水位（広帯域）は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

原子炉水位（燃料域）は 12 条-別紙 1-2-27-2 ページ参照 

サプレッション・チェンバ・プール水温は 12 条-別紙 1-2-28-2 

ページ参照 

［可燃性ガス濃度制御系起動］ 

格納容器内水素濃度は 12 条-別紙 1-2-29-3 ページ参照 

格納容器内酸素濃度は 12 条-別紙 1-2-29-3 ページ参照 

［放射性気体廃棄物処理系の隔離］ 

気体廃棄物処理設備エリア排気モニタは 12 条-別紙 1-2-29-4 

ページ参照 
 

クラス設備として設計している。排気筒モニタは，それ

ぞれ個別のラックに配置し系統分離されており，指示計

については同一盤内に設置されているが，必要な離隔を

行っている。 

 

（７）溢水に対しては，位置的分散により複数区分すべてが

同時に機能を喪失しない設計とする。 

 

（８）火災に対しては，それぞれ複数区分同時に機能喪失し

ないよう，離隔等による系統分離を行うとともに，影響

軽減対策等を行う設計としている。 

 

上記より，共通要因又は従属要因によって各計装が同時に機

能喪失することはないことから，独立性を有している。 

長期間に 

わたる要求 

排気筒モニタを除く各計装の使用期間は 24 時間以上（長期

間） 

排気筒モニタの使用期間は，事故を検知するまでの約 30分以

内（短期間） 

 

別紙図 1-3-38：計装系（原子炉圧力容器関連）概要図 

別紙図 1-3-39：計装系（原子炉格納容器関連）概要図 

別紙図 1-3-41：排気筒モニタ 概要図 

別紙図 1-3-42：原子炉格納容器水素／酸素濃度 概要図 
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第 29-1図 原子炉水位計装（広帯域，燃料域），原子炉圧力計装 系

統概略図 

 

第 29-2図 原子炉格納容器圧力計装，サプレッション・プール水

温度計装 系統概略図 

 

 

第 29-2図 原子炉格納容器圧力計装，サプレッション・プール水

温度計装 系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・資料構成の相違 
 【東海第二】 
島根２号炉は前述で
当該系統概略図を記
載しているため，再掲
していない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・資料構成の相違 
 【東海第二】 
島根２号炉は前述で
当該系統概略図を記
載しているため，再掲
していない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・資料構成の相違 
 【東海第二】 
島根２号炉は前述で
当該系統概略図を記
載しているため，再掲
していない 
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第 29-3図 原子炉格納容器水素濃度計装及び酸素濃度計装 系統

概略図 

 

 

第 29-4図 主排気筒放射線モニタ計装 系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図 1-3-41 排気筒モニタ 概要図 

 

 

別紙図 1-3-42 原子炉格納容器水素濃度／酸素濃度 概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は排気筒の
前段に設置している
「気体廃棄物処理設
備エリア排気モニタ」
を対象としている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設備の相違 
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No. その他１ 

安全 

機能 

《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 

 

対象系統・機器 非常用電気品区域換気空調系 

多重性／多様

性 

格納容器内圧力は２区分あり，多重性を有している。 

サプレッション・チェンバ・プール水温は２区分あり，多重性を

有している。 

格納容器内放射線レベルは２区分あり，多重性を有している。 

独立性 （１）非常用電気品区域換気空調系は，いずれも二次格納施設外

の環境条件において健全に動作するよう設計されている。 

 

（２）非常用電気品区域換気空調系は，いずれも耐震Ｓクラス設

備として設計している。また，溢水，火災については，影響

軽減対策等を実施することにより，同時に機能喪失しないよ

う設計している。 

 

（３）非常用電気品区域換気空調系は，１系統の故障が他の系統

に波及しないよう，位置的分散を考慮して配置する設計とし

ている。サポート系についても，電源についてはそれぞれ異

なる区分から，冷却水については主系統と同一の区分から供

給しており，１系統のサポート系の故障が他の系統に影響を

及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 12 条-別紙 1-2-その他-2～4 ページ参照 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7】 
柏崎 6/7特有の設備 
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No. その他２ 

安全 

機能 

《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 

 

対象系統・機器 コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系 

多重性／多様

性 

コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系は３系統あり，

多重性を有している。 

独立性 （１）コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系は，いず

れも二次格納施設外の環境条件において健全に動作するよ

う設計されている。 

 

（２）コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系は，いず

れも耐震Ｓクラス設備として設計している。また，溢水，火

災については，影響軽減対策等を実施することにより，同時

に機能喪失しないよう設計している。 

 

（３）コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系は，１系

統の故障が他の系統に波及しないよう，位置的分散を考慮し

て配置する設計としている。サポート系についても，電源に

ついてはそれぞれ異なる区分から，冷却水については主系統

と同一の区分から供給しており，１系統のサポート系の故障

が他の系統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 12 条-別紙 1-2-その他-6～8 ページ参照 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7】 
柏崎 6/7特有の設備 
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No. その他３ 

安全 

機能 

《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 

 

対象系統・機器 換気空調補機非常用冷却水系 

多重性／多様

性 

換気空調補機非常用冷却水系は２系統あり，多重性を有してい

る。 

独立性 （１）換気空調補機非常用冷却水系は，いずれも二次格納施設外

の環境条件として通常運転時において健全に動作するよう

設計している。 

 

（２）換気空調補機非常用冷却水系は，耐震Ｓクラス設備として

設計している。また，溢水，火災については，位置的分散を

図るとともに，溢水，火災の影響軽減対策等を実施すること

により，２系統が同時に機能喪失しないよう設計している。 

 

（３）換気空調補機非常用冷却水系は，１系統の故障が他の系統

に波及しないよう，それぞれ区画されたエリアに分離して配

置する設計としている。サポート系についても，電源につい

てはそれぞれ異なる区分から，冷却水については主系統と同

一の区分から供給しており，１系統のサポート系の故障が他

のすべての系統に影響を及ぼさないよう設計している。 

 

前述（１）～（３）により，共通要因又は従属要因によって当該

機能を同時に喪失させない設計としており，独立性を有してい

る。 

期間 使用時間は 24 時間以上（長期間） 

系統概略図 12 条-別紙 1-2-その他-10 ページ参照 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
・設備の相違 
【柏崎 6/7】 
柏崎 6/7特有の設備 
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【補足】区分分離について 

「柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る

対応について（報告）」（平成28 年1 月，東京電力株式会社）及

び「柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係

る東京電力からの報告に対する評価及び今後の対応について」（平

成28 年2 月10 日，原子力規制庁）を踏まえ，各安全機能におい

て確認を行った独立性の確保を含めて区分分離全体の基本原則に

ついて再整理を行った結果を以下に示す。 

1. 区分分離の種類 

設置許可基準規則第12 条に基づく区分分離には， 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）多重性又は多様性を確保するために設置した同一の機能を

有する安全施設との間において，「単一故障（従属要因によ

る多重故障含む）※1」が発生した場合であっても機能できる

よう「独立性」を確保 

【設置許可基準規則第12 条第２項】 

（Ｂ）他の安全施設との間，または非安全施設との間において，

「その一方の運転又は故障等」により安全機能が阻害されな

いように「機能的隔離及び物理的分離」を実施 

【設置許可基準規則第12 条第１項 及び 重要度分類指針】 

の２種類がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足① 

安全施設に係る区分分離の基本原則について 

 

1. はじめに 

  本資料では，東海第二発電所の安全施設に係る区分分離全体

の基本原則について以下のとおり整理した。 

 

 

 

2. 区分分離の種類 

2.1 安全施設の区分分離 

  安全機能を有する構築物，系統及び機器（安全施設）のうち，

重要度が特に高い安全機能を有するもの，及びそれ以外のもの

についての区分分離の考え方を以下に示す。 

 (1) 安全機能を有する構築物，系統及び機器（安全施設）のう

ち，重要度が特に高い安全機能を有するもの 

   安全機能を有する構築物，系統及び機器（安全施設）のう

ち，重要度が特に高い安全機能を有するものについては，以

下の（Ａ）（Ｂ）のとおり設計している。 

 （Ａ）多重性又は多様性を確保するために設置した同一の機能

を有する安全施設との間において，「単一故障（従属要因に

よる多重故障含む）」が発生した場合であっても機能できる

よう「独立性」を確保 

   【設置許可基準規則第十二条第２項】 

 （Ｂ）他の安全施設との間，または非安全施設との間において，

「その一方の運転又は故障等」により安全機能が阻害され

ないように「機能的隔離及び物理的分離」を実施 

 

   【設置許可基準規則第十二条第１項及び重要度分類指針】 

 

 

 

 (2) 安全施設のうち，①以外のもの 

   安全施設のうち，①以外のものについては，以下の（Ｂ）

のとおり設計することとしている。 

 （Ｂ）他の安全施設との間，または非安全施設との間において，

「その一方の運転又は故障等により」安全機能が阻害され

ないように「機能的隔離及び物理的分離」を実施 

 

【補足】区分分離について 

 

１．はじめに 

本資料では，島根原子力発電所２号機の安全施設に係る区分

分離全体の基本原則について以下のとおり整理した。 

 

 

 

２. 区分分離の種類 

設置許可基準規則第12 条に基づく区分分離には， 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）多重性又は多様性を確保するために設置した同一の機

能を有する安全施設との間において，「単一故障（従

属要因による多重故障含む）※1」が発生した場合であ

っても機能できるよう「独立性」を確保 

【設置許可基準規則第12 条第２項】 

（Ｂ）他の安全施設との間，または非安全施設との間におい

て，「その一方の運転又は故障等」により安全機能が

阻害されないように「機能的隔離及び物理的分離」を

実施 

【設置許可基準規則第12 条第１項 及び 重要度分類指針】 

の２種類がある。 
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重要度の特に高い安全機能を有する系統においては（Ａ）（Ｂ）

の両方を満足する必要があり，その他の安全施設においては（Ｂ）

を満足する必要がある。この概念図を図1 に示す。 

 

図１ 区分分離の概念図 

 

 

 

 

 

ここで，（Ａ）については，当該系（重要度の特に高い安全機

能を有する系統）のみならず，直接関連系も対象となる。間接関

連系については（Ａ）を満足する必要はないが，共通要因又は従

属要因とならないことが必要となる。（当該系，直接関連系，間

接関連系については参考1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【同①（Ｂ）】 

  安全施設の区分分離の具体例を図 1に，同一機能内の区分分

離及び異なる機能間での区分分離の考え方を図 2示す。 

 

 

 

図 1 安全施設の区分分離の具体例 

 

 

 図 2 同一機能内の区分分離及び異なる機能間での区分分離 

 

東海第二発電所では，新規制基準を踏まえ，（Ａ）（Ｂ）に加

えて，設置許可基準規則第八条（火災による損傷の防止）に基

づく区分分離や，設置許可基準規則第九条（溢水による損傷の

防止）に基づく区分分離も実施することとしている。 

ここで，（Ａ）については，当該系（重要度の特に高い安全機

能を有する系統）のみならず，直接関連系も対象となる。間接

関連系については（Ａ）を満足する必要はないが，共通要因又

重要度の特に高い安全機能を有する系統においては（Ａ）（Ｂ）

の両方を満足する必要があり，その他の安全施設においては（Ｂ）

を満足する必要がある。この概念図を図1 に示す。 

 

図１ 区分分離の概念図 

 

 

ここで，（Ａ）については，当該系（重要度の特に高い安全機

能を有する系統）のみならず，直接関連系も対象となる。間接関

連系については（Ａ）を満足する必要はないが，共通要因又は従

属要因とならないことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設備の相違 
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また，（Ｂ）については，安全施設全てを対象としているが，

「同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安全機能が

阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないよう

に」することが目的である。 

この目的を踏まえると，安全施設のうち，クラス3（PS-3，MS-3）

の系統については，影響を与えられる側の系統として見たときに

は，当該安全機能が阻害された場合においても代替性や復旧性を

考慮すると原子炉施設の安全が損なわれることはない，と評価で

きる。 

従って，以降，クラス3 の系統については影響を与えられる側

の系統としては省略する。 

 

 

 

なお，柏崎刈羽原子力発電所6 号炉及び7 号炉においては，こ

れらの区分分離の他に，設置許可基準規則第8 条（火災による損

傷の防止）※2 や同第9 条（溢水による損傷の防止等）に基づく

区分分離も実施している。 

 

※1 例えば，非常用ディーゼル発電機A 系故障により確実に発生

する非常用炉心冷却系A 系全ての故障を指す。設計基準事故

解析においては，このような故障も考慮して，最も厳しくな

る単一故障を仮定している。なお，安全機能（例：事故時の

原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内低圧時にお

ける注水機能）別に見れば，単一故障によって複数系統が同

時に機能喪失することはない。 

 

※2 火災に対する分離については，設置許可基準規則第12 条に基

づく分離と第8 条に基づく分離で以下のような違いがある。 

 

 

（Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保）【第12 条】 

火災によっても他区分の設備が損傷しないよう，火災

の影響を受ける可能性のある機器について，

IEEE384-1992（IEEE StandardCriteria for 

Independence of Class 1E Equipment andCircuits）

は従属要因とならないことが必要となる。 

 

  なお，（Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理

的分離）については安全施設全てを対象としているが，「同位な

いし上位の重要度を有する他方に期待される安全機能が阻害さ

れ，もって原子炉施設の安全が損なわれることのないように」

することが目的であることを踏まえると，安全施設のうちクラ

ス３（ＰＳ－３，ＭＳ－３）の系統については，影響を受ける

側の系統として見た場合，当該安全機能が阻害された場合にお

いても代替性や復旧性を考慮すると原子炉施設の安全が損なわ

れることはない，と評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 火災に対する分離について 

  火災に対する分離については，設置許可基準規則十二条に基

づく分離と同第八条に基づく分離があり，以下の様な違いがあ

る。 

 (1) （Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保） 

   火災によっても他区分の設備が損傷しないよう，火災の影

響を受ける可能性のある機器について，ＩＥＥＥ384-1992（Ｉ

ＥＥＥ Standard Criteria Independence of Class 1E 

Equipment and Circuits）に基づく離隔距離の確保，又は耐

 

 

また，（Ｂ）については，安全施設全てを対象としているが，

「同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安全機能が

阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないよう

に」することが目的である。 

この目的を踏まえると，安全施設のうち，クラス3（PS-3，MS-3）

の系統については，影響を与えられる側の系統として見たときに

は，当該安全機能が阻害された場合においても代替性や復旧性を

考慮すると原子炉施設の安全が損なわれることはない，と評価で

きる。 

従って，以降，クラス3 の系統については影響を与えられる側

の系統としては省略する。 

 

 

 

なお，島根原子力発電所２号機においては，これらの区分分離

の他に，設置許可基準規則第８条（火災による損傷の防止）※2 や

同第９条（溢水による損傷の防止等）に基づく区分分離も実施し

ている。 

 

※１例えば，非常用ディーゼル発電設備Ａ系故障により確

実に発生する非常用炉心冷却系Ａ系全ての故障を指す。設計

基準事故解析においては，このような故障も考慮して，最も

厳しくなる単一故障を仮定している。なお，安全機能（例：

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内低

圧時における注水機能）別に見れば，単一故障によって複数

系統が同時に機能喪失することはない。 

 

※２火災に対する分離については，設置許可基準規則第12

条に基づく分離と第８条に基づく分離で以下のような違いが

ある。 

 

（Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保）【第12条】 

火災によっても他区分の設備が損傷しないよう，火災の

影響を受ける可能性のある機器について，IEEE384-1992

（IEEE StandardCriteria for Independence of Class 1E 

Equipment andCircuits）に基づく離隔距離の確保，又は
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に基づく離隔距離の確保，又は耐火障壁の設置により， 

同一機能内での区分分離を行う。 

（Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分

離） 

【第12 条】 

火災によっても他機能の安全設備の機能を確保するよ

う，火災の影響を受ける可能性のある機器について，

IEEE384-1992（IEEEStandard Criteria for 

Independence of Class 1E Equipmentand Circuits）

に基づく離隔距離の確保，又は耐火障壁の設置により，

異なる機能間での区分分離を行う。 

（Ｃ）区域又は区画内の安全機能が全喪失することを仮定し

た区分分離（3 時間耐火障壁による物理的分離）【第8 条】 

上記（Ａ）（Ｂ）の区分分離に加え，原子炉の高温停止

及び低温停止に係る安全機能を有する機器については，

保守的に，火災により当該機器を設置する区域又は区画

内の安全機能が全喪失することを仮定しても，少なくと

も1 区分以上の原子炉の高温停止及び冷温停止機能が確

保されるように，3 時間耐火能力を有する耐火障壁等の

設置により，原則として，安全系区分Ⅰ・Ⅱ間での区分

分離を行う。 

 

2. 区分分離によって確保すべき安全機能の容量 

1.で示した2 種類の区分分離において，確保すべき安全機能の

容量は以下の通りとなる。 

（Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保）の場合 

共通要因又は従属要因によって，2 以上の系列が同時に機

能を損なわない設計が必要であるため，同一機能内での分

離を脅かすエネルギーを有する事象が発生した場合にも，

当該機能が100％容量以上を維持できれば良い。 

（Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離）

の場合 

1 つの系統の運転又は故障等で他の機能を有する系統の

“期待される安全機能”を損なわない設計が必要であり，

“期待される安全機能”とは当該機能の100％容量，と整理

できるため，異なる機能間での分離を脅かすエネルギーを

有する事象が発生した場合にも，各機能で100％容量以上が

維持できれば良い。※3 

火障壁の設置により，同一機能内での区分分離を実施 

  

(2) （Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分

離） 

   火災によっても他機能の安全設備の機能を確保するよう，

火災の影響を受ける可能性のある機器について，ＩＥＥＥ

384-1992（ＩＥＥＥ Standard Criteria Independence of 

Class 1E Equipment and Circuits）に基づく離隔距離の確保，

又は耐火障壁の設置により，異なる機能間での区分分離を実

施 

 (3) 区域又は区画内の安全機能が全喪失することを仮定した区

分分離（3時間耐火障壁による物理的分離） 

   上記（Ａ）（Ｂ）の区分分離に加え，原子炉の高温停止及び

冷温停止に係る安全機能を有する機器については，保守的に，

火災により当該機器を設置する区域又は区画内の安全機能が

全喪失することを仮定しても，少なくとも１区分以上の原子

炉の高温停止及び冷温停止機能が確保されるように，３時間

耐火能力を有する耐火障壁の設置により，原則として，安全

系区分Ⅰ・Ⅱ間での区分分離を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐火障壁の設置により，同一機能内での区分分離を行う。 

 

（Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離） 

【第12条】 

火災によっても他機能の安全設備の機能を確保するよう，

火災の影響を受ける可能性のある機器について，

IEEE384-1992（IEEEStandard Criteria for Independence of 

Class 1E Equipmentand Circuits）に基づく離隔距離の確

保，又は耐火障壁の設置により，異なる機能間での区分分

離を行う。 

（Ｃ）区域又は区画内の安全機能が全喪失することを仮定した

区分分離（3 時間耐火障壁による物理的分離）【第8 条】 

上記（Ａ）（Ｂ）の区分分離に加え，原子炉の高温停止及

び低温停止に係る安全機能を有する機器については，保守

的に，火災により当該機器を設置する区域又は区画内の安

全機能が全喪失することを仮定しても，少なくとも1 区分

以上の原子炉の高温停止及び冷温停止機能が確保されるよ

うに，3 時間耐火能力を有する耐火障壁等の設置により，

原則として，安全系区分Ⅰ・Ⅱ間での区分分離を行う。 

 

 

 

３. 区分分離によって確保すべき安全機能の容量 

２.で示した２種類の区分分離において，確保すべき安全機能の

容量は以下の通りとなる。 

（Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保）の場合 

共通要因又は従属要因によって，２以上の系列が同時に

機能を損なわない設計が必要であるため，同一機能内で

の分離を脅かすエネルギーを有する事象が発生した場合

にも，当該機能が100％容量以上を維持できれば良い。 

（Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離）

の場合 

１つの系統の運転又は故障等で他の機能を有する系統の

“期待される安全機能”を損なわない設計が必要であり，

“期待される安全機能”とは当該機能の100％容量，と整

理できるため，異なる機能間での分離を脅かすエネルギ

ーを有する事象が発生した場合にも，各機能で100％容量

以上が維持できれば良い。※3 

229



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

すなわち，（Ａ）（Ｂ）いずれも各機能で100％容量以上が

維持できれば良い，ということになる。 

 

※3 新規制基準においては，火災/溢水により原子炉に外乱が及

び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される

場合には，その影響（火災/溢水）を考慮し，安全評価指針

に基づき安全解析を行う必要がある，とされていることを

踏まえ，分離を脅かす事象によって引き起こされるプラン

ト状態を考慮して維持する容量を決定する必要がある。 

 

3. 区分分離の設計方針 

2.で示した同一機能内又は異なる機能間での分離を脅かすエ

ネルギーは以下の通りとなる。 

 

 

 

［プラント内部で発生するエネルギー］ 

・環境条件 

・火災 

・溢水 

・内的エネルギー（配管内のエネルギー，回転機器の回転エネ

ルギー） 

［プラント外部で発生するエネルギー］ 

・地震 

・津波 

・その他自然現象，人為事象（偶発的） 

 

 

これらのエネルギーを想定した分離設計の考え方について，

分離方法毎に整理した結果を表1 に示す。（詳細については参

考2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 同一機能内・異なる機能間での分離を脅かすエネルギーにつ

いて 

  同一機能内・異なる機能間での分離を脅かすエネルギーを，

プラント内部で発生するエネルギー及びプラント外部で発生す

るエネルギーに分類すると，以下のとおり整理できる。 

 (1) プラント内部で発生するエネルギー 

   ・環境条件 

   ・火災 

   ・溢水 

   ・内的エネルギー（配管内のエネルギー，回転機器の回転

エネルギー） 

 (2) プラント外部で発生するエネルギー 

   ・地震 

   ・津波 

   ・その他自然現象，人為事象（偶発的） 

 

3. 区分分離の設計方針 

  プラント内部で発生するエネルギー，プラント外部で発生す

るエネルギーを想定した分離設計の考えについて，分離方法毎

に整理した結果を表 1に示す。 

 

すなわち，（Ａ）（Ｂ）いずれも各機能で100％容量以

上が維持できれば良い，ということになる。 

 

※３新規制基準においては，火災/溢水により原子炉に外乱が及

び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場

合には，その影響（火災/溢水）を考慮し，安全評価指針に基

づき安全解析を行う必要がある，とされていることを踏まえ，

分離を脅かす事象によって引き起こされるプラント状態を考

慮して維持する容量を決定する必要がある。 

 

４. 区分分離の設計方針 

３.で示した同一機能内又は異なる機能間での分離を脅かすエ

ネルギーは以下の通りとなる。 

 

 

 

［プラント内部で発生するエネルギー］ 

・環境条件 

・火災 

・溢水 

・内的エネルギー（配管内のエネルギー，回転機器の回転

エネルギー） 

［プラント外部で発生するエネルギー］ 

・地震 

・津波 

・その他自然現象，人為事象（偶発的） 

 

 

これらのエネルギーを想定した分離設計の考え方について，

分離方法毎に整理した結果を表１に示す。 
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表１ 区分分離の設計方針 

 

表1 の方針に基づき分離設計を行った具体例として，残留熱除去

系（RHR）の例を表2 及び図2 に示す。（関連する図面については

参考3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 区分分離の設計方針について 

 

表１ 区分分離の設計方針 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎6/7はRHRを具体

例として補足を記載 
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表２ RHRの分離設計（１／２） 
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表２ RHRの分離設計（２／２） 
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図2 RHR（原子炉停止時冷却モード）主要設備 分離設計概要図 

4. まとめ 

区分分離について再整理した結果，1.で示した2 種類が存在し，

2.で示した通り各機能で100％容量以上を維持するため，3.で示し

た考え方に基づき，当該系／関連系（直接関連系，間接関連系）

について分離設計を行っていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 (1) 区分分離には以下の 2 つの種類があり，これらによって必

要な安全機能を守っている。 

 （Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保） 

 （Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離） 

 

 (2) 区分分離を脅かすエネルギーとしては，プラント内部／外

部で発生するエネルギーがそれぞれ考えられるため，各々に

ついて整理した。 

 

 (3) 東海第二発電所は，当該系／関連系（直接関連系，間接関

連系）について，本区分分離の基本原則に基づき，プラント

設計を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 (1) 区分分離には以下の 2 つの種類があり，これらによって必

要な安全機能を守っている。 

 （Ａ）同一機能内での区分分離（独立性の確保） 

 （Ｂ）異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離） 

 

 (2) 区分分離を脅かすエネルギーとしては，プラント内部／外

部で発生するエネルギーがそれぞれ考えられるため，各々に

ついて整理した。 

 

 (3) 島根原子力発電所２号炉は，当該系／関連系（直接関連系，

間接関連系）について，本区分分離の基本原則に基づき，プ

ラント設計を行っている。 
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原子炉格納容器内の区分分離の概要図 

 

 

7号炉原子炉建屋 地下3階 機器配置図 
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7号炉原子炉建屋 地下2階 機器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7号炉原子炉建屋 地下1階 機器配置図 
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7号炉原子炉建屋 地上1階 機器配置図 

 

 

7号炉原子炉建屋 地上2階 機器配置図 
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7号炉原子炉建屋 地上3階 機器配置図 

 

 

7号炉原子炉建屋 地上3階（中間階） 機器配置図 
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7号炉原子炉建屋 地上4階 機器配置図 

 

 

 

7号炉屋外 機器配置図 
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7号炉タービン建屋 地下2階 機器配置図 

 

 

7号炉タービン建屋 地下1階 機器配置図 
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7号炉コントロール建屋 地下2階及び地下中2階 機器配置図 

 

 

7号炉コントロール建屋 地下1階及び地下中1階 機器配置図 
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7号炉コントロール建屋 地上1階及び地上2階 機器配置図 
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 添付 3 

重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果（１／５） 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別紙１

－３「重要度の特に高

い安全機能を有する

系統・機器の抽出結

果」にて重要度の特に

高い安全機能を有す

る系統・機器に対して

多重性，単一設計箇

所，使用期間及び独立

性について記載 
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重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果（２／５） 
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重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果（３／５） 
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重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果（４／５） 
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重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果（５／５） 
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別紙１－３ 

 

設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系 

1. 確認方針 

設計基準事故解析においては，異常状態緩和系によって，原則

として運転員の介在なしで事象が収束することを確認している。

安全保護回路等が動作することで必要な機能は満足され，プラン

ト状態把握は事象収束のためには必要とならない。ただし，運転

員の介在をもって事象を収束させる設計基準事故もあり，このた

めにプラント状態把握を行う場合もある。 

これら設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系について，

全て別紙1-1，別紙1-2 に含まれていることを確認する。 

 

2. 確認結果 

柏崎刈羽原子力発電所6 号炉及び7 号炉の設計基準事故解析に

おいて，期待する異常状態緩和系を以下に示す。 

添付 4 

 

設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系について 

 

設計基準事故解析においては，異常影響緩和系によって，原則

として運転員の介在なしで事象が収束することを確認している。

安全保護回路等が動作することで必要な機能は満足され，プラン

ト状態把握は事象収束のためには必要とならない。ただし，運転

員の介在をもって事象を収束させる設計基準事故もあり，このた

めにプラント状態把握を行う場合もある。 

これら設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系について，

全て添付 1，添付 2 に含まれていることを確認する。 

 

1. 確認方法 

  東海第二発電所の設計基準事故解析において期待する異常

影響緩和系の系統・機器を抽出し，その重要度分類を確認する。 

 

2. 確認結果 

第 1 表に示すとおり，これらの設計基準事故解析において期

待する異常影響緩和系の系統・機器は全て添付 1，添付 2 に含

まれていることを確認した。 

なお，設計基準事故解析において期待するＭＳ－３の系統・

機器は，主排気筒放射線モニタのみである。 

 

  別紙１－４ 

 

設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系について 

1. 確認方針 

設計基準事故解析においては，異常影響緩和系によって，原則

として運転員の介在なしで事象が収束することを確認している。

安全保護回路等が動作することで必要な機能は満足され，プラン

ト状態把握は事象収束のためには必要とならない。ただし，運転

員の介在をもって事象を収束させる設計基準事故もあり，このた

めにプラント状態把握を行う場合もある。 

これら設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系について，

全て別紙1-2，別紙1-3に含まれていることを確認する。 

 

2. 確認結果 

島根原子力発電所２号炉の設計基準事故解析において，期待す

る異常影響緩和系を，以下の別紙表 1-4-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では，柏崎

6/7と同様に，表以降

に記載している 
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第 1表 設計基準事故解析において期待する異常影響緩和系の 

重要度分類確認結果（1／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1表 設計基準事故解析において期待する異常影響緩和系の 

重要度分類確認結果（2／4） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙表 1-4-1 設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系の抽

出結果 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※事故解析では，単一故障による機能喪失を仮定している系統 
 
 
 
 
 
 
 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

期待する異常影響緩

和系の違いは炉型の

相違及び系統構成の

相違による 
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第 1表 設計基準事故解析において期待する異常影響緩和系の 

重要度分類確認結果（3／4） 
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第 1表 設計基準事故解析において期待する異常影響緩和系の 

重要度分類確認結果（4／4） 

 

 

  

 

   

（※）燃料被覆管温度が最大となるよう一系統は配管両端破断を

想定しており，残る一系統は給電する非常用ディーゼル発電

機の単一故障によって機能を喪失すると仮定している系統 
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これらの設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系は全て別

紙1-1，別紙1-2 に含まれていることを確認した。 

なお，設計基準事故解析において期待するＭＳ－３の異常状態

緩和系は，気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ（ＭＳ－３，事

故時のプラント操作のための情報の把握機能）のみである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系は全て別

紙1-2，別紙1-3 に含まれていることを確認した。 

なお，設計基準事故解析において期待するＭＳ－３の異常影響

緩和系は，排気筒モニタ（ＭＳ－３，事故時のプラント操作のた

めの情報の把握機能）のみである。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，表の前に

記載している 
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別紙1-4 

 

地震，溢水，火災以外の共通要因について 

 

1. 考慮するハザード 

重要度の特に高い安全機能を有する系統における独立性の確

認として，地震，溢水（内部溢水），火災（内部火災）による

共通要因故障の有無を別紙1-2 にて整理している。ここでは，

地震，溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザー

ドについて整理する。 

設計基準対象施設について考慮するハザードは，設置許可基

準規則の以下の条文に該当するものである。 

第四条 地震による損傷の防止 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

第八条 火災による損傷の防止 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

これらの条文のうち，地震，溢水，火災以外の共通要因故障

の起因となりうるハザードは， 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

である。 

 

 

 

補足② 

 

地震，溢水，火災以外の共通要因について 

 

1. 考慮するハザード 

重要度の特に高い安全機能を有する系統における独立性の確

認として，地震，溢水（内部溢水），火災（内部火災）による共

通要因故障の有無を添付 2 にて整理している。ここでは，地震，

溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザードにつ

いて整理する。 

設計基準対象施設について考慮するハザードは，設置許可基

準規則の以下の条文に該当するものである。 

第四条 地震による損傷の防止 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

第八条 火災による損傷の防止 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

これらの条文のうち，地震，溢水，火災以外の共通要因故障

の起因となりうるハザードは， 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

である。 

別紙１－５ 

 

地震，溢水，火災以外の共通要因について 

 

１．考慮するハザード 

重要度の特に高い安全機能を有する系統における独立性の確

認として，地震，溢水（内部溢水），火災（内部火災）による共

通要因故障の有無を別紙１－３にて整理している。ここでは，

地震，溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザー

ドについて整理する。 

設計基準対象施設について考慮するハザードは，設置許可基

準規則の以下の条文に該当するものである。 

第四条 地震による損傷の防止 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

第八条 火災による損傷の防止 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

これらの条文のうち，地震，溢水，火災以外の共通要因故障

の起因となりうるハザードは， 

第五条 津波による損傷の防止 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

である。 

 

 

 

 

2. 津波による損傷の防止（設置許可基準規則第五条） 

津波による損傷の防止については，設置許可基準規則第五条

に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の特に高い安

全機能を有する系統に対しては，同別記３の通り，以下の対策

をとることで基準津波に対して安全機能を損なわない設計とし

ている。 

・津波による遡上波が到達しない高い場所への配置 

・津波が流入することを防止するための設備の設置等の津波

防護対策 

・基準津波による水位の低下に対する海水ポンプの機能保持

対策 

2. 津波による損傷の防止（設置許可基準規則第五条） 

津波による損傷の防止については，設置許可基準規則第五条

に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の特に高い安

全機能を有する系統に対しては，同別記３の通り，以下の対策

をとることで基準津波に対して安全機能を損なわない設計とし

ている。 

・津波による遡上波が到達しない高い場所への配置 

・津波が流入することを防止するための設備の設置等の津波

防護対策 

・基準津波による水位の低下に対する海水ポンプの機能保持

対策 

２．津波による損傷の防止（設置許可基準規則第五条） 

  津波による損傷の防止については，設置許可基準規則第五条

に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の特に高い安

全機能を有する系統に対しては，同別記３のとおり，以下の対

策をとることで基準津波に対して安全機能を損なわない設計と

している。 

・津波による遡上波が到達しない高い場所への配置 

・津波が流入することを防止するための浸水防護施設の設置

等 

・基準津波による水位の低下に対する海水ポンプの機能保持 
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3. 外部からの衝撃による損傷の防止（設置許可基準規則第六条） 

外部からの衝撃による損傷の防止については，設置許可基準

規則第六条に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の

特に高い安全機能を有する系統に対しては，以下の通り，安全

機能を損なわない設計としている。 

・発電所敷地で想定される風（台風），竜巻，低温（凍結），

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象の

自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として

施設で生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない

設計 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）

の「Ⅴ．２．（２）自然現象に対する設計上の考慮」に示さ

れる重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該重

要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生じる応力について，それぞれの因果関係

及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた設計 

 

 

・発電所敷地又はその周辺において想定される火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有

毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害の原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわない設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 外部からの衝撃による損傷の防止（設置許可基準規則第六条） 

外部からの衝撃による損傷の防止については，設置許可基準

規則第六条に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の

特に高い安全機能を有する系統に対しては，以下の通り，安全

機能を損なわない設計としている。 

・発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及

び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合

において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその

結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）の

「Ⅴ．２．（２）自然現象に対する設計上の考慮」に示され

る重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該重要

安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及

び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた設計 

 

 

・発電所敷地又はその周辺において想定される飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害の原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない

設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．外部からの衝撃による損傷の防止（設置許可基準規則第六条） 

  外部からの衝撃による損傷の防止については，設置許可基準

規則第六条に対する適合性の説明の中で整理するが，重要度の

特に高い安全機能を有する系統に対しては，以下の通り，安全

機能を損なわない設計としている。 

・発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象の自

然現象（地震及び津波を除く）が発生した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として

施設で生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない

設計 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）の

「Ⅴ．２．（２）自然現象に対する設計上の考慮」に示され

る重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該重要

安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生じる応力を，それぞれの因果関係及び時間

的変化を考慮して，適切に組み合わせた設計 

 

 

・発電所敷地又はその周辺において想定される飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害の原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して安全機能を損なわない設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

洪水を選定している 

【東海第二】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

地滑りを選定してい

る。高潮は津波の影響

評価にて考慮してい

るため，選定していな

い。また，森林火災は

人為事象として整理

している 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

飛来物（航空機落下），

ダムの崩壊を選定し

ている 
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・自然現象，人為事象の組み合わせについても，地震，津波，

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の影響を考

慮し，事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数

の事象が重畳することで影響が増長される組み合わせを特

定し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない

設計 

各ハザードに対する具体的な設計上の考慮は表1 の通りであ

る。 

・自然現象，人為事象の組み合わせについても，地震，津波，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の影響を考慮し，事象が単独で

発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳するこ

とで影響が増長される組み合わせを特定し，その組合せの

影響に対しても安全機能を損なわない設計 

 

各ハザードに対する具体的な設計上の考慮は表１の通りであ

る。 

・自然現象の組合せについても，地震，津波，洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の影響を考慮し，事象が単独で

発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳するこ

とで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響

に対しても安全機能を損なわない設計 

 

各ハザードに対する具体的な設計上の考慮は別紙表 1-5-1 の

通りである。 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）

の評価手法に基づき

自然現象の重畳を評

価している 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

洪水を選定している 

【東海第二】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

地滑りを選定してい

る 
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表 1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮

（１／３） 

 

表１ 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮 

 

ハザード 設計上の考慮 

洪水 ・敷地の地形及び表流水の状況から，洪水による被害が生じるこ

とはない。 

風（台風） ・安全施設は，設計基準風速による風荷重に対し，安全施設及び

安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは風（台風）

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない

設計とする。 

竜巻 ・設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来

物が安全施設に衝突する際の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻

荷重並びに安全施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びその

他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた荷重

に対し，安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健全性の

確保若しくは飛来物による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。 

凍結 ・安全施設は，凍結に対し，安全施設及び安全施設を内包する建

屋の構造健全性の確保若しくは低温による凍結を考慮して，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，その安全機能を損なわない設計とする。 

降水 ・安全施設は，設計基準降水量による浸水及び荷重に対し，安全

施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは

降水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

積雪 ・安全施設は，設計基準積雪深による荷重及び閉塞に対し，安全

施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは

積雪による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

落雷 ・安全施設は，設計基準電流値による雷サージに対し，安全機能

を損なわない設計とすること若しくは雷サージによる損傷を考

慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 
 

別紙表 1-5-1 

設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮 

（１／３） 

ハザード 設計上の考慮 

洪水 想定される洪水の発生については，河川・湖等からの離隔距離を

確保することにより，安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

風（台風） 設計基準風速による風荷重に対して，安全施設及び安全施設を内

包する区画の構造健全性の確保，若しくは，風（台風）による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み

合わせることで，その安全機能を損なうことのない設計とする。 

竜巻 設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝

撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重等を適切に組み合わせた設

計荷重に対して，安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健

全性の確保，若しくは，飛来物による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。 

凍結 設計基準温度による凍結に対し，安全施設の低温に対する健全性

の確保，若しくは，低温による凍結を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の

対応，又は，それらを適切に組み合わせることで，その安全機能

を損なうことのない設計とする。 

降水 設計基準降水量による浸水及び荷重に対し，安全施設の浸水及び

荷重に対する健全性の確保，若しくは，降水による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせるこ

とで，その安全機能を損なうことのない設計とする。 

積雪 設計基準積雪深による荷重，閉塞に対し，安全施設の荷重及び閉

塞に対する健全性の確保，若しくは，積雪による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なうことのない設計とする。 

落雷 設計基準電流値による雷サージに対し，安全施設の雷サージに対

する健全性の確保，若しくは，雷サージによる損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なうことのない設計とする。 
 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

洪水を選定している 
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表 1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮

（２／３） 

 

 

 

火山の影響 ・安全施設は，降下火砕物による直接的影響に対して機能維持

すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

・降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部電源喪失及

び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，

発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継

続できることにより安全機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象 ・安全施設は，生物学的事象に対して健全性を確保すること若

しくは生物学的事象による損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

森林火災 ・安全施設は，森林火災に対し防火帯及び離隔距離の確保若し

くは森林火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応

を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。 

高潮 ・安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋3.3m）

以上に設置することで，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

飛来物 

（航空機落下） 

・原子炉施設等への航空機の落下確率は防護設計の要否を判断

する基準である 10－７回／炉・年を超えないため，飛来物（航

空機落下）による防護については考慮不要である。 

ダムの崩壊 ・発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，その支線の上流

約 30km にダムが存在するが，久慈川は敷地の北方を太平洋

に向かい東進していること，久慈川河口に対して標高 3m～

21m の上り勾配となっていることから，発電所敷地がダムの

崩壊により影響をうけることはない。 

爆発 ・安全施設は，爆発源に対し，離隔距離の確保若しくは爆発に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

近隣工場等の 

火災 

・安全施設は，近隣工場等の火災に対し，離隔距離の確保若し

くは近隣工場等の火災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復

等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とする。 

有毒ガス ・安全施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，中央制御室

換気系等により，中央制御室の居住性を損なわない設計とす

る。 
 

別紙表 1-5-1 

設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮 

（２／３） 

ハザード 設計上の考慮 

地滑り 地滑りに対し，斜面からの離隔距離を確保し地滑りのおそれがな

い位置に設置すること，若しくは，地滑りによる損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせた設計と

する。 

火山の影響 想定される降下火砕物に対し，その静的負荷等の直接的影響に対

し，安全施設の健全性の確保，若しくは，降下火砕物による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合

わせることで，その安全機能を損なうことのない設計とする。 

また，降下火砕物の間接的影響である７日間の外部電源喪失等に

対して，発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給

が継続でき，安全機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象 生物学的事象として海洋生物であるクラゲ等の発生，小動物の侵

入に対し，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて，

塵芥を除去すること，及び，屋内設備は建物止水処置等により，

屋外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うこと，若しくは，生物

学的事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応，又は，そ

れらを適切に組み合わせた設計とする。 

飛来物 

（航空機落下） 

原子炉施設等への航空機の落下確率は防護設計の要否を判断する

基準である10－７回／炉・年を超えないため，飛来物（航空機落下）

による防護については考慮不要である。 

ダムの崩壊 発電所周辺地域のダムとしては，敷地から南方向約３kmの地点に

柿原溜池が存在するが，敷地との距離が離れていることから，本

溜池による影響はない。 

森林火災，近隣

工 場 等 の 火

災・爆発，航空

機落下火災 

想定される森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下に伴

う火災について，防火帯の設置又は離隔距離の確保等により，安

全機能を損なわない設計とする。 

また，二次的影響であるばい煙等による影響については，換気空

調設備に適切な防護対策を講じること等により安全施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

有毒ガス 想定される有毒ガスの発生については，発生源からの離隔を確保

すること等により，安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

飛来物（航空機落下），

ダムの崩壊を選定し

ている 

【東海第二】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

地滑りを選定してい

る。高潮は津波の影響

評価にて考慮してい

るため，選定していな

い 
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表1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮

（３／３） 

 

 

 

 

船舶の衝突 ・安全施設は，航路を通行する船舶の衝突に対し，航路から

の離隔距離を確保することにより，安全施設の船舶の衝突

に対する健全性の確保若しくは船舶の衝突による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわな

い設計とする。 

電磁的障害 ・安全施設は，電磁的障害に対し，健全性の確保若しくは電

磁的障害による損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応

を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その

安全機能を損なわない設計とする。 

重畳 ・事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象

が重畳することで影響が増長される組み合わせを特定し，

その中から荷重の大きさ等の観点で代表性のある，地震，

津波，火山の影響，風（台風）及び積雪の組合せの影響に

対し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

別紙表 1-5-1 

設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮 

（３／３） 

ハザード 設計上の考慮 

船舶の衝突 航路を通行する船舶の衝突の発生に対し，航路からの離隔を確

保することによる，安全施設の船舶の衝突に対する健全性の確

保，若しくは，船舶の衝突による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせた設計とする。 

電磁的障害 電磁的障害による擾乱に対し，計装盤へ入線する電源受電部に

ラインフィルタを設置，外部からの信号入出力部にラインフィ

ルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの

適用等により，安全施設の電磁的障害に対する健全性の確保，

若しくは，電磁的障害による損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等

の対応，又は，それらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

重畳 事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重

畳することで影響が増長される組み合わせを特定し，その組合

せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 
 

 

4. 結論 

地震，溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザ

ードについて整理した結果，設置許可基準規則第五条及び第六

条に対する適合性を有しており，各々に対して安全機能を損な

わない設計としていることを確認した。 

4. 結論 

地震，溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザ

ードについて整理した結果，設置許可基準規則第五条及び第六

条に対する適合性を有しており，各々に対して安全機能を損な

わない設計としていることを確認した。 

 

４．結論 

地震，溢水，火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザ

ードについて整理した結果，設置許可基準規則第五条及び第六

条に対する適合性を有しており，各々に対して安全機能を損な

わない設計としていることを確認した。 
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別紙1-5 

被ばく評価に用いた気象資料の代表性について 

 

柏崎刈羽原子力発電所敷地内において観測した1985 年10 月か

ら1986 年９月までの１年間の気象データを用いて評価を行うに

当たり，当該１年間の気象データが長期間の気象状態を代表して

いるかどうかの検討をＦ 分布検定により実施した。 

以下に検定方法及び検討結果を示す。 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，補足説

明資料『１．（５）被

ばく評価に用いた気

象資料の代表性につ

いて』にて記載 

1. 検定方法 

(1) 検定に用いた観測データ 

気象資料の代表性を確認するに当たっては，通常は被ばく評価

上重要な排気筒高風を用いて検定するものの，被ばく評価では保

守的に地上風を使用することもあることから， 排気筒高さ付近を

代表する標高85ｍの観測データに加え， 参考として標高20ｍ の

観測データを用いて検定を行った。 

(2) データ統計期間 

統計年：2004 年04 月～2013 年03 月 

検定年：1985 年10 月～1986 年09 月 

(3) 検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ 分布検定の手順に従って検

定を行った。 

   

2. 検定結果 

検定の結果，排気筒高さ付近を代表する標高85ｍの観測データ

については，有意水準５％で棄却されたのは３項目（風向：E，SSE，

風速階級：5.5～6.4m/s）であった。 

棄却された３項目のうち，風向（E，SSE）についてはいずれも

海側に向かう風であること及び風速（5.5～6.4m/s）については，

棄却限界をわずかに超えた程度であることから，評価に使用して

いる気象データは，長期間の気象状態を代表しているものと判断

した。 

なお，標高20ｍの観測データについては，有意水準５％で棄却

されたのは11 項目であったものの， 排気筒高さ付近を代表する

標高85ｍ の観測データにより代表性は確認できていることから，

当該データの使用には特段の問題はないものと判断した。 

検定結果を表1 から表4 に示す。 
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表1 棄却検定表（風向） 

 

   

表2 棄却検定表（風速） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3 棄却検定表（風向） 
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表4 棄却検定表（風速） 
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  別紙１－６ 

配管，ダクト内部の構成品等が閉塞要因となる可能性について 

 

１．非常用ガス処理系：配管の一部 

別紙図 1-6-1-1に示す配管について，閉塞の可能性を検討し

た結果，以下に示すとおり，配管の閉塞は考えられないことを

確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該配管の閉塞の要因となる可能性がある機器の構成品とし

て，当該部上流側に設置しているバタフライ弁の弁体（別紙図

1-6-1-2）が想定される。これらは，金属製の重量物（数十ｋｇ）

であり，運転中の流速 10m/s程度では，配管内を移動できない

ため，弁体は多重化された配管内に留まることから，当該配管

の閉塞は考えられない。さらに，バタフライ弁の弁体は，当該

配管のサイズより小さいことからも，当該配管の閉塞は考えら

れない。 

また，外部衝撃による配管の閉塞は，当該配管の敷設ルート

に外部から衝撃が加わるような機器がないため，配管流路が完

全に閉塞することは考えられない。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

本文『2.1静的機器の

単一故障』中で閉塞可

能性について記載 

 

別紙図 1-6-1-1 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

：単一設計箇所 

バタフライ弁 バタフライ弁 

流れ 流れ 
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  ２．残留熱除去系（格納容器冷却モード）：スプレイヘッダ（サプ

レッション・チェンバ側） 

別紙図 1-6-2-1に示すスプレイヘッダについて，閉塞の可能

性を検討した結果，以下に示すとおり，スプレイヘッダの閉塞

は考えられないことを確認した。 

 

 

別紙図 1-6-2-1 系統概要図 

 

スプレイヘッダに接続している配管にはオリフィスが設置さ

れており，この内径が約 30mmであることからスプレイヘッダへ

は 30mmより小さいものしか移動しない。また，オリフィスより

下流側には仕切弁（別紙図 1-6-2-2）を設置しているが，当該

弁の弁棒が折損したとしても，弁体は配管内径より大きいため，

下流側に移動することはない。このため，スプレイヘッダ（100A）

の閉塞は考えられない。 

外部衝撃によるスプレイヘッダの閉塞は，スプレイヘッダの

敷設ルートに外部から衝撃が加わるような機器がないため，ス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバ 

スプレイヘッダ MO 

MO MO 

ポンプ 熱交換器 

：単一設計箇所 

オリフィス 

両系統とも同じ 

別紙図 1-6-2-1 系統概要図 

 

別紙図 1-6-1-2 バタフライ弁概要図 

弁体 
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プレイヘッダ流路が完全に閉塞することは考えられない。 

また，スプレイヘッダはリング状構造（別紙図 1-6-2-3）と

なっているため，仮に閉塞したとしても流路が絶たれることは

なく，スプレイヘッダまでの配管は多重化されていることから，

スプレイヘッダへの送水機能は確保される。 

  なお，スプレイヘッダが機能喪失した場合であっても，残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却モード）を用いて，そ

の機能を代替することができる。 

  

 

 

  ３．中央制御室換気系：ダクトの一部 

別紙図 1-6-3-1に示すダクトについて検討した結果，以下に

示すとおり，ダクトの閉塞は考えられないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図 1-6-2-2 仕切弁概要図 

弁体 

弁棒 

スプレイヘッダ 

配管（多重性有） 

別紙図 1-6-2-3 スプレイヘッダ概要図 

スプレイノズル 

別紙図 1-6-2-2 仕切弁概要図 

別紙図 1-6-2-3 スプレイヘッダ概要図 

別紙図 1-6-3-1 系統概要図 
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当該ダクトの閉塞要因となる可能性がある機器の構成品とし

て，当該部上流側に設置しているバタフライ弁の弁体（別紙図

1-6-3-2）が想定される。これらは，金属製の重量物（数百㎏）

であり，運転中の流速 10m/s程度では，配管内を移動できない

ため，弁体は多重化されたダクト内に留まることから，当該ダ

クトの閉塞は考えられない。さらに，バタフライ弁の弁体は，

当該ダクトのサイズより小さいことからも，当該ダクトの閉塞

は考えられない。 

また，当該ダクト内に設置しているダンパの羽根（別紙図

1-6-3-3）及びダクト曲り部のガイドベーン（別紙図 1-6-3-4）

もダクトの閉塞要因となる可能性があるが，これらは，当該ダ

クトのサイズより小さいことから当該ダクトの閉塞は考えられ

ない。 

また，外部衝撃によるダクトの閉塞は，当該ダクトの敷設ル

ートに外部から衝撃が加わるような機器がないため，ダクト流

路が完全に閉塞することは考えられない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁体 

別紙図 1-6-3-2 バタフライ弁概要図 

  

別紙図 1-6-3-3 ダンパ概要図 

羽根 

 

別紙図 1-6-3-4 ガイドベーン概要図 

ガイドベーン 

【拡大図】 

別紙図 1-6-3-2 バタフライ弁概要図 別紙図 1-6-3-3 ダンパ概要図 

別紙図 1-6-3-4 ガイドベーン概要図 
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  別紙１－７ 

修復状況の一例について 

 

１．非常用ガス処理系配管 修復状況の一例 

（ａ）破断面のバリ等の凹凸を除去し，芯合わせを行う。 

（ｂ）修復資機材（クランプ等）を取り付ける。修復資機材に

は使用環境（耐圧性，耐熱性）を考慮した仕様のものを

準備する。 

クランプによる修復例 

  

 

ゴムシート等による修復例 

  

 

コーキング用シール剤（パテ）による修復例 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は本文『2.1

静的機器の単一故障』

中で記載 

【東海第二】 

 東海第二は本文『2.1

静的機器の単一故障』

及び添付７『現場作業

の成立性について』で

記載 
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  ２．中央制御室換気系フィルタ（非常用） 修復状況の一例 

（ａ）取替目安（0.3KPa）まで差圧が上昇した場合，フィルタ

の取替を行う。 

フィルタ（非常用）の取付例 

 

 

 

フィルタ（非常用）取付状態 

 

 

 

 

 

フィルタ（非常用） 

フィルタ 

（非常用） 
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 ３．中央制御室換気系ダクト 修復状況の一例（１／２） 

（ａ）破断面のバリ等の凹凸を除去し，芯合わせを行う。 

（ｂ）修復資機材（ゴムシート，アルミテープ，金属板，ラチ

ェットバンド等）を取り付ける。修復資機材には使用環

境（耐圧性，耐熱性）を考慮した仕様のものを準備する。 

ゴムシート及び金属板等を使用した修復例 

手順１ 手順２ 

貫通部の上からゴムシート

を貼付け，貫通部を塞ぐ。 

 

アルミテープで貼付けたゴ

ムシートとダクトとの隙間

をなくす。 

  

手順３ 手順４ 

ゴムシートの剥がれ防止と

して，金属板を取り付ける。 

金属板の密着性を高めるた

めにラチェットバンドを取

り付ける。 

   

 

 

ゴムシート 
アルミテープ 

金属板 
ラチェットバンド 
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  ３．中央制御室換気系ダクト 修復状況の一例（２／２） 

ゴムシート等による修復例 

   

  

コーキング用シール剤（パテ）による修復例 
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添付 6 

静的機器単一故障時の原子炉格納容器冷却機能代替性確認評価 

1. 評価条件 

  本評価では，静的機器の単一故障が発生した場合における原

子炉格納容器冷却機能の代替性を確認する。 

  原子炉冷却材喪失を対象として，事象発生後 15分（残留熱除

去系による低圧注水系から格納容器スプレイ冷却系への切替

え）時点でスプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）の

全周破断が発生すると仮定して評価を実施する。 

  動的機器の単一故障を仮定したベースケースと，静的機器の

単一故障を考慮した代替性確認評価の条件比較を第 1 表に示

す。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は本文にお

いてスプレイヘッダ

の単一故障による

S/C 側スプレイ機能

喪失を想定した上で，

保守的に RHR も１系

統のみ使用可能とし

て評価しており，本資

料において RHR2 系統

に期待した評価結果

を記載。 

島根２号炉では本文

において，スプレイヘ

ッダの単一故障を想

定した場合に，RHRは

２系統に期待できる

ことを前提条件とし

て評価している 

 

第 1表 評価条件の比較（原子炉冷却材喪失） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 
代替性確認評価 

ケース1 

代替性確認評価 

ケース2 
ベースケース 

原子炉格納

容器冷却系

の機能 

スプレイ流量 

・ドライウェル側 

：95％×2系統 

・サプレッション・ 

チェンバ側 

：0％ 

スプレイ流量 

・ドライウェル側 

：95％×1系統 

・サプレッション・ 

チェンバ側 

：0％ 

スプレイ流量 

・ドライウェル側 

：95％×1系統 

・サプレッション・ 

チェンバ側 

：5％×1系統 

作動系統 残留熱除去系(2/2系統) 

・格納容器スプレイ冷却 

：2系統 

残留熱除去系(2/2系統) 

・格納容器スプレイ冷却 

：1系統 

・サプレッション・ 

プール冷却 

：1系統 

残留熱除去系(1/2系統) 

・格納容器スプレイ冷却 

：1系統 
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2. 評価結果 

  前述の条件で評価を実施した結果を第 2 表，第 1 図～第 4 図

に示す。 

  静的機器の単一故障を仮定した場合，ベースケースよりもサ

プレッション・プール水温度の余裕が大きくなり，他のパラメ

ータは同等となった。 

  この結果から，静的機器の単一故障が発生した場合における

原子炉格納容器冷却機能の代替性を有していることが確認さ

れた。 

 

 

  

 

第 2表 評価結果の比較（原子炉冷却材喪失） 

 

  

 

 

第 1図 代替性確認評価ケース 1とベースケースの 

評価結果比較（原子炉格納容器温度） 

 

 

 

 

  

項  目 
代替性確認評価 

ケース 1 

代替性確認評価 

ケース 2 
ベースケース 判断基準 

ドライウェル 

最高温度（℃） 
約 139 約 139 約 139 171 

ドライウェル 

最高圧力 

（kPa[gage]） 

約 250 約 250 約 250 310 

サプレッション・ 

チェンバ内のプー

ル水最高水温（℃） 

約 71 約 71 約 88 104 

サプレッション・ 

チェンバ最高圧力 

（kPa[gage]） 

約 200 約 200 約 200 310 

 

 

ドライウェル（ケース 1） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ケース 1） 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊ（゙ベースケース） 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
及
び 

 
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
の
プ
ー
ル
水
温
度 

（℃） 

約 139℃ 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 

約 88℃ 

約 71℃ 
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第 2図 代替性確認評価ケース 1とベースケースの 

評価結果比較（原子炉格納容器圧力） 

  

 

 

第 3図 代替性確認評価ケース 2とベースケースの 

評価結果比較（原子炉格納容器温度） 

  

 

 

第 4図 代替性確認評価ケース 2とベースケースの 

評価結果比較（原子炉格納容器圧力） 

 

 

  

 

ドライウェル（ケース 1） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ケース 1） 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊ（゙ベースケース） 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 

約 200kPa[gage] 

約 250kPa[gage] 

 

ドライウェル（ケース 2） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ケース 2） 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊ（゙ベースケース） 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
及
び 

 
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
の
プ
ー
ル
水
温
度 

（℃） 

約 139℃ 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 

約 88℃ 

約 71℃ 

 

ドライウェル（ケース 2） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ケース 2） 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊ（゙ベースケース） 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 

約 200kPa[gage] 

約 250kPa[gage] 
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3. 静的機器単一故障時の原子炉格納容器冷却機能の代替操作の

必要性等 

3.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の機能に期待する

状態 

  残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，原子炉冷却材

喪失時に，原子炉格納容器の温度，圧力を低減させるために使

用する。 

  具体的には，原子炉冷却材喪失発生によって原子炉格納容器

温度，圧力が上昇した際，非常用炉心冷却系による注水に伴い

炉心が再冠水した後に，残留熱除去系 1 系統を低圧注水系から

格納容器スプレイ冷却系に手動で切り替え，原子炉格納容器の

温度，圧力を低減させる。 

 

  

 

3.2 スプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）の全周破断

が発生した場合の対応 

  残留熱除去系 1 系統を低圧注水系から格納容器スプレイ冷却

系に手動で切り替えた際，ドライウェル側に約 95%，サプレッ

ション・チェンバ側に約 5%の配分でスプレイされる。 

  ここで，スプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）の

全周破断が発生し，保守的に破断口から注水される水がサプレ

ッション・チェンバの冷却に寄与しないものとした場合の評価

を行った結果（第 5図及び第 6図）からは，スプレイヘッダ（サ

プレッション・チェンバ側）が健全な場合と同等に，原子炉格

納容器の温度，圧力の低減が可能であることが確認できる。ま

た，実際には，サプレッション・チェンバ側は破断口からの注

水状態となるため，第 5 図及び第 6 図のベースケースと同等の

結果になるものと考えられる。 

  このため，スプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）

の全周破断が発生した場合であっても，通常の事故対応操作を

行うことで，原子炉格納容器の温度，圧力は低減させられ，代

替の操作が必要となることはないと考えられる。 

なお，残留熱除去系 1 系統を格納容器スプレイ冷却系に切り

替えた後，他の非常用炉心冷却系で原子炉水位が維持できる場

合は，残り 1 系統の残留熱除去系をサプレッション・プール冷

却系等に切り替えることで，原子炉格納容器の温度，圧力の低

減を更に早めることも可能である。 
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3.3 残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却系への切り替えの操

作性 

  残留熱除去系の操作は，中央制御室の非常用炉心冷却系制御

盤にて行う。このため，同一盤内で格納容器スプレイ冷却系及

びサプレッション・プール冷却系への切替操作が可能であり，

容易な操作性が確保されている。（第 7図） 

 

  

 

 

第 5図 評価結果（原子炉格納容器温度） 

 

  

  

第 6図 評価結果（原子炉格納容器圧力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ドライウェル 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ベースケース） 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
及
び 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
の
プ
ー
ル
水
温
度 

（℃） 

約 139℃ 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 
約 90℃ 

約 88℃ 

 

ドライウェル 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ 

ドライウェル（ベースケース） 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ（ベースケース） 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力 

格納容器スプレイ冷却系起動 

（15 分後） 

約 200kPa[gage] 

約 250kPa[gage] 
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第 7図 非常用炉心冷却系制御盤の盤面配列 
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 添付 9 

小規模破損の検知及び修復について 

 

1. 原子炉建屋ガス処理系 

 (1) 故障の想定 

   静的機器の単一故障の評価では，腐食による配管の全周破

断を想定しているが，配管が腐食により瞬時に全周破断する

可能性は小さく，腐食が配管を貫通してから徐々に貫通孔が

拡大し全周破断に至る場合を想定し，全周破断に至る前の小

規模の破損において検知可能であるかを検討した。小規模破

損として，系統流量の10％の空気が漏えいする腐食孔を想定

する。 

 

 (2) 検知性 

   事故発生後，中央制御室ではパラメータ（系統流量，原子

炉建屋差圧，放射線モニタ等）を監視している。10％の漏え

いであれば，系統流量，原子炉建屋の差圧，非常用ガス処理

系排気筒モニタの指示値は変動するため，中央制御室にて系

統の異常を検知し，現場確認（視覚，聴覚，触覚）により破

断箇所を特定する。 

   中央制御室にて異常が検知されると，必要に応じて現場確

認を行う。10％漏えい破損であれば，穴径が約136㎜，損傷部

から吹き出す風量が357m
３
／h（系統流量3,570m

３
／h），風速

約6.9m／sであり現場確認での異音の有無の確認や吹流しの

使用等により破損箇所の特定が可能である。 

 

   また，故障発生直後における原子炉建屋の雰囲気線量率は

フィルタに 2mまで接近した厳しい条件でも約 150mSv／hであるた

め数十分程度は現場確認可能である。更に必要な場合には要員の

交替を行うことで現場確認
※
を継続することも可能である。 

 

※ 原子炉建屋ガス処理系の配管は原子炉建屋 5階の限定された

区域に敷設されており，通常状態であれば配管全体を確認したと

しても 40分～1時間で可能である。事故時の要員交替を勘案して

も数時間程度で現場確認は可能である。よって，原子炉建屋ガス

処理系配管の修復作業に係るタイムチャートにおいては，漏えい

箇所特定の時間を 4時間と見積もっている。 

別紙１－８ 

配管又はダクトの小規模破断による影響評価 

 

１．非常用ガス処理系配管 

（１）小規模破断の検知性 

   配管の破断が発生すると破断口より空気が流入又は流出

し，非常用ガス処理系の系統流量が増加するため，系統流量

の増加量が 100m3/h（記録計の１目盛り分に相当）以上の場合

には，中央制御室にて異常が発生したことが検知できる。 

配管が破断した場合の影響が最も大きい区分②の配管が破

損する場合は，流出量が系統流量の約 20％（880m3/h）以上で

あれば，系統流量の増加量が 100m3/h以上となり，中央制御

室にて異常が発生したことが検知できる。また，区分②の配

管の破断が発生すると，非常用ガス処理系の排気の一部が建

物内に漏えいし，原子炉棟の差圧が低下するが，原子炉棟の

差圧が低下しても，負圧が維持されていれば，原子炉棟の放

射性物質の閉じ込め機能は維持される。原子炉棟の負圧が維

持できない場合は，警報の発報により，中央制御室にて異常

が発生したことが検知できる。 

また，現場パトロールにより，破断箇所から系統流量の 10％

（440m3/h）の流出又は流入が生じると穴径約 120mmから約

10m/sの風速が生じるため，異音の有無確認，吹流しの使用

等により破断箇所を検知できる。 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は本文『2.1

静的機器の単一故障』

中で記載 

【東海第二】 

東海第二は補足とし

てより具体的に現場

確認のプロセスを記

載している 
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  （補足）監視計器一覧 

監視計器 測定範囲 警報設定値 備考 

FRVS ﾄﾚｲﾝ流量計 0～25,000 m3/h 14,450 m3/h 
定格流量： 

16,500m3/h 

SGTS ﾄﾚｲﾝ流量計 0～ 6,000 m3/h 3,035 m3/h 
定格流量： 

3,570m3/h 

SGTS排気筒ﾓﾆﾀ

(低) 

：NaI(Tl)ｼﾝﾁ 

0.1～1E+6 cps 200 cps 
K = 1.7E-1  

Bq/cc/cps 

SGTS排気筒ﾓﾆﾀ

(高) 

：電離箱 

1E-2～1E+4 mSv/h 2E-2 Sv/h 
K = 7.09E+4  

Bq/cc/(mSv/h) 

原子炉建屋負圧計 -2.0～0 kPa -0.981 kPa 
SGTS起動時： 

-0.063 kPa以上 

   

  

 

 ① ＦＲＶＳ流量計（指示計）のフルスパンは 0～25,000ｍ３／

ｈ（最小目盛 500ｍ３／ｈ）であり，定格流量（16,500ｍ３／

ｈ以上）の 10％の変化 1,650ｍ３／ｈは 3目盛以上の指示変動

となり，異常の検知は可能である。 

ＳＧＴＳ流量計（指示計）のフルスパンは 0～6,000ｍ３／

ｈ（最小目盛 100ｍ３／ｈ）であり，定格流量（3,570ｍ３／ｈ

以上）の 10％の変化 357ｍ３／ｈは 3目盛以上の指示変動とな

り，異常の検知は可能である。 

なお，指示計による異常検知ができなかった場合でも，流

量のトレンドを確認することにより，後から異常を検知する

ことも可能である。 

 ② 事故（ＦＨＡ，ＬＯＣＡ等）発生後の放射線量率はＳＧＴ

Ｓ排気筒モニタの測定範囲内であり，指示値上昇は検知され
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ている。配管の損傷によりＳＧＴＳ流量が 10％程度低下した

ことに伴う指示低下は検知することができる。 

 ③ 原子炉建屋ガス処理系運転時の原子炉建屋（原子炉棟）負

圧は 0.063 kPa（6.4 mmH2O）以上であり，中央制御室の指示

計等で確認することとなっており，原子炉建屋（原子炉棟）

負圧維持に異常が発生した場合は中央制御室にて検知するこ

とができる。 

 

(3) 小規模破損の影響 

   原子炉建屋ガス処理系の配管に10％程度の漏えいが発生

し，非常用ガス処理系の流量が90％になったと仮定しても，

原子炉建屋の負圧は6mmH2Oから4.8mmH2Oに低下するものの機

能は維持される。 

   更に小規模な破損で漏えい量もわずか場合は，中央制御室

での検知が不可能であるが，原子炉建屋ガス処理系の安全機

能が喪失することはなく，安全に影響を与えない。 

   なお，非常用ガス再循環系－非常用ガス処理系連絡配管に

小規模破損が発生した場合は，非常用ガス処理系の機能が維

持されるため，原子炉建屋の負圧は6mmH2Oに維持される。 

 

  

 

(4) 修復性 

故障箇所が特定できた場合は，配管全周破断時と同様に修復

を行う。 

（２）小規模破断の修復作業性 

配管の小規模破断の修復作業は，破断箇所を特定した後，

全周破断箇所の修復と同様の手順で行う。小規模破断の修復

時間については，全周破断箇所の修復に必要な時間（最も時

間を要するもので約２日）以内で実施可能である。 

 

 

 (5) 修復作業での被ばく評価 

作業員の被ばく評価については，配管全周破断時における

評価に包絡される。 

 

（３）小規模破断による一般公衆の被ばくへの影響 

影響評価を考えるにあたって，区分①（吸気側），区分②（排

気側かつ原子炉棟内）及び区分③（排気側かつ原子炉棟外）

の区分毎に，小規模破断による一般公衆の被ばくへの影響を

検討した（別紙図 1-8-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   

 

 

別紙図 1-8-1 非常用ガス処理系概略系統図 

 

 

  ａ．区分① 

小規模破断が発生した場合，系統流量の一部が破断口から流

入するが，全周破断と同様にフィルタへの吸気は確保されるた

め，一般公衆の被ばく評価への影響はない。 

 

ｂ．区分② 

小規模破断が発生した場合，破断口から流出するガスは建物

内に漏えいし，破断口から流出しないガスは非常用ガス処理系

排気管から環境へ高所放出されるため，原子炉棟から環境への

漏えい量は全周破断による漏えい量よりも小さくなることか

ら，小規模破断が発生した場合の一般公衆の被ばくへの影響に

ついては，全周破断の影響評価結果（最も厳しい評価条件（燃

料集合体の落下）において約 1.1mSv）に包絡される。 

 

ｃ．区分③ 

小規模破断が発生した場合，破断口から流出するガスの環境

への放出位置は，非常用ガス処理系排気管位置から破断口位置

に下がるが，破断口から流出しないガスは排気筒から高所放出

されるため，全周破断により高所放出されずに原子炉棟外へ流

出した場合に比べて一般公衆の被ばくへの影響は低減されるこ

とから，小規模な破断が発生した場合の一般公衆の被ばくへの

影響については，全周破断の影響評価結果（最も厳しい評価条

件（燃料集合体の落下））に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分① 区分② 区分③ 

原子炉棟内 

：故障想定範囲 
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 2. 中央制御室換気空調系 

 (1) 故障の想定 

   静的機器の単一故障の評価では，腐食によるダクトの全周

破断を想定しているが，ダクトが腐食により瞬時に全周破断

する可能性は小さく，腐食がダクトを貫通してから徐々に貫

通孔が拡大し全周破断に至る場合を想定し，全周破断に至る

前の小規模の破損において検知可能であるかを検討した。小

規模破損として，系統流量の10％の空気が漏えいする腐食孔

を想定する。 

(2) 検知性 

   10％漏えい破損では中央制御室の雰囲気線量率が低く，エ

リアモニタによる検知は困難であり，また，小規模破損であ

るため破断音の確認も難しい。よって，中央制御室換気系ダ

クトの小規模破損については，巡視点検により異常の有無を

検知する。 

   10％漏えい破損が発生すれば，穴径が約164㎜，損傷部から

吹き出す風量が510m
３
／h（系統流量5,100m

３
／h），風速約6.7m

／sであるため，現場確認での異音の有無の確認や吹流しの使

用等により破損箇所の特定は可能である※。 

   全周破断発生直後における当該区域の雰囲気線量率はフィ

ルタに2mまで接近した厳しい条件で評価しても約5.2×10－２

mSv／hであることから，現場確認の実施は十分可能である。 

 

 

  ※ 中央制御室換気系ダクトの運転員による巡視点検及び詳

細点検の実績からダクト全体を確認するために要する時間

は1時間程度である。よって，中央制御室換気系ダクトの修

復作業に係るタイムチャート（添付7より再掲）において漏

えい箇所特定の時間を2時間と見積もっている。 

故障が小規模破損であった場合は，中央制御室での検知

は困難であるため，1回／日の頻度で実施する運転員の巡

視点検により異常の検知及び破損箇所の特定を行う。よっ

て，中央制御室換気系ダクト小規模破損の修復作業に係る

タイムチャートにおいては，故障発生から漏えい箇所特定

まで時間を 26時間と見積もっている。 

 

 

 

２．中央制御室換気系ダクト 

（１）小規模破断の検知性 

   ダクトの破断が発生すると破断口より空気が流出又は流入

し，破断口があるエリアの換気量が増加することで，中央制

御室内温度・湿度が変動する。さらに，中央制御室換気系の

送風量が変動し，送風機電流値が変動するため，計器指示値

の変動有無を監視することにより，異常が発生したことを中

央制御室にて検知できる。 

また，現場パトロールにより，破断箇所から系統流量の10％

（3,200m3/h）の流出又は流入が生じると穴径約330mmから約

10m/sの風速が生じるため，異音の有無，吹流しの使用等によ

り破断箇所を検知できる。 
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 （中央制御室換気系ダクト全周破断の修復作業に係るタイムチャ

ート） 

 

 

  

 （中央制御室換気系ダクト小規模破損の修復作業に係るタイムチ

ャート） 

 

 

  

 （補足）監視計器 

監視計器 測定範囲 警報設定値 備考 

ＭＣＲｴﾘｱﾓﾆﾀ 1E-4～1 mSv/h 5E-3 mSv/h  

全周破断における影響評価において，空調機械室の雰囲気

線量率は事故発生 24 時間後（全周破断発生直後）で最大

1.2×10－４mSv／h（添付 5 第 19 表参照）であるが，これは

中央制御室内に設置されたエリアモニタの下限程度である。

小規模破損ではフィルタによる浄化が期待できるため，更に

低いと考えられ，エリアモニタによる検知は困難である。 

  

 (3) 小規模破損の影響 

   中央制御室換気系のダクトに10％程度の漏えいが発生した

場合，中央制御室内の雰囲気線量率はエリアモニタの下限以

下であり，運転員への影響は小さい。 

 (4) 修復性 

故障箇所が特定できた場合は，ダクト全周破断時と同様に

修復を行う。 

 

 

（２）小規模破断の修復作業性 

ダクトの小規模破断の修復作業は，破断箇所を特定した後，

全周破断箇所の修復と同様の手順で行う。小規模破断の修復

時間については，全周破断箇所の修復に必要な時間（最も時

間を要するもので約２日）以内で実施可能である。 

 

項　　　目

6h

ダクト破断面の整形

ゴム板・金網による固定（壁
貫通部は当て板使用）

漏えい確認

1h

1h

16h

18h

2h

4h

2h

中央制御室での検知

装備準備

漏えい箇所特定

資機材搬入･移動･段取り

足場設置(鋼管足場等)

１日 ２日 ３日

2h

作業準備

項　　　目

ゴム板・金網による固定（壁
貫通部は当て板使用）

4h

漏えい確認 2h

足場設置(鋼管足場等) 18h

作業準備 6h

ダクト破断面の整形 2h

巡視点検（漏え い箇 所特
定）

2h

資機材搬入･移動･段取り 16h

４日１日 ２日 ３日

（中央制御室での検知不可） 24h
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 (5) 修復作業での被ばく評価 

作業員の被ばく評価については，ダクト全周破断時におけ

る評価に包絡される。 

 

（３）小規模破断による運転員の被ばくへの影響 

ダクトは中央制御室バウンダリ内に敷設していることか

ら，ダクトに小規模破断が発生した場合，全周破断と同様に

破断口から中央制御室バウンダリ内の空気の吸気又は排気を

行うことが可能であり，小規模破断後も中央制御室バウンダ

リ内の放射性物質をフィルタ（非常用）で除去することがで

きるため，運転員の被ばく評価への影響はない。 
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 添付 7 

修復作業の成立性に関する検討について 

 

1. 原子炉建屋ガス処理系配管 

 (1) 修復作業の実施について 

  ａ．実施時期 

    原子炉建屋ガス処理系の単一設計箇所については，配管

に全周破断を想定したとしても安全上支障のない期間内に

修復可能であることから，基準に適合していることを確認

している。 

    燃料集合体落下の発生を起点として，24時間後に単一設

計箇所が故障したと想定する。燃料集合体の落下における

非居住区域境界外の公衆被ばく評価により，事故収束まで

の全期間にわたって判断基準（実効線量5mSv以下）を満足

することが確認できたため，以下に示す作業期間は安全上

支障のない期間とできる。 

    修復作業の作業期間は，緊急作業時の線量限度（100mSv）

を満足できることを考慮した。 

    これにより安全上支障のない期間に確実に修復できるこ

とが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，設定した作業期間は原子炉建屋ガス処理系の機能

を回復させるための最短の時期を示しており,実運用にお

ける作業期間は公衆や作業員の被ばくを考慮した上で決定

する。なお，作業期間におけるタイムチャートについては

「(3)詳細工程について」で示す。 

 

 

別紙１－９ 

単一設計箇所の修復作業性 

 

１．非常用ガス処理系配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は本文『2.1

静的機器の単一故障』

中で記載 

【東海第二】 

島根２号炉は足場モ

ックアップについて

各系統ごとに記載し

ているが，東海第二は

別項目で足場モック

アップについて記載。 

島根２号炉は修復作

業時の被ばく評価に

ついて，補足説明資料

で記載。 

島根２号炉は修復手

順を本文２．１「静的

機器の単一故障に記

載し，修復例について

は別紙１－７『修復状

況の一例について』に

記載 
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 (2) 作業手順について 

  ａ．作業手順 

    配管の修復作業は，破断箇所を特定した後，あらかじめ

用意した修復用資機材を用いて，以下の手順により修復を

行う。 

① 準備作業（修復用資機材運搬等） 

・修復用資機材は発電所構内に保管する。 

・修復用資機材は使用環境（耐圧性，耐熱性）を考

慮した仕様のものを準備する。 

② 修復箇所の作業性を確保する（高所の場合は足場を

設置する）。 

・現場の状況（修復箇所表面の温度，作業エリアの

汚染の状況等）に応じた保護具を装着する。 

・作業安全確保のため，原子炉建屋ガス処理系排風

機の隔離（スイッチ“停止” 及び電源“切”）

を行う。 

③ 破断面のバリ等の凹凸を除去し，チェーンブロック

等により芯合せを行う。 

④ 配管破断箇所に，修復用資機材（補修用パテ，クラ

ンプ等）を取り付ける。 

    なお，修復作業については協力会社を含めた作業員の

召集体制，資機材の準備，作業手順，訓練の実施等の必

要事項を今後社内規程として整備する。 

 

  ｂ．修復方法 

    原子炉建屋ガス処理系配管の修復方法を以下に図示す

る。 

    原子炉建屋ガス処理系配管には，直管部，エルボ部，分

岐（Ｔ字，Ｙ字）部，壁貫通部，サポート部があり，いず

れの部位に故障が発生した場合にも対応できるよう検討し

た。 

    なお，修復方法については，必要に応じて追加・見直し

を行う。 
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①直管部の修復 

・補修用クランプにて固定 

 
 

②エルボ部の修復 

・補修用パテ＋バンドにて補修 

 
 

 

③分岐部の修復 

・補修用パテ＋バンドにて補修 

 
④分岐部の修復 

・補修用パテ＋バンドにて補修 
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⑤建屋貫通部の修復 

・シール用パテによる補修 

 

 

⑥サポート部の修復 

・補修用パテによる補修 

 
 

  ｃ．修復用資機材 

    修復用資機材としては以下のものが挙げられる。 

    修復用資機材については，使用環境（耐圧性，耐熱性）

を考慮した仕様のものを準備することとし，発電所構内に

保管する。 

    なお，修復用資機材については，必要に応じて追加・見

直しを行う。 

 

ⅰ）鋼管足場資材（足場パイプ，足場板，クランプ，ベー

ス等） 

ⅱ）高所作業時安全装備品（安全帯，安全ネット，親綱，

セイフティーブロック等） 

ⅲ）吊り具（チェーンブロック，ワイヤーロープ等） 

ⅳ）補修用クランプ（600A 用，450A 用），補修用パテ，バ

ンド等 

ⅴ）研削工具 
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 (3) 詳細工程について 

  ａ．屋内作業 

    修復は破断箇所を特定した後に行うため，足場設置箇所

が限定できることから，足場の組立作業を含めても 2 日間

程度で可能である。なお，足場解体作業は，事故収束後（後

日）の対応とする。 

    原子炉建屋ガス処理系配管の修復作業についてモックア

ップを行い，タイムチャートを作成した。これにより 2 日

間での修復作業の成立性を確認することができた。 

    また，被ばく評価の結果に基づき，配管修復作業におけ

る1人当たりの作業時間を4時間とすると，12班（作業員総

数68名）で修復作業を実施することができ，作業員1人当た

りの被ばく量は最大で52mSv（4時間）となることが確認で

きた。 

  

 

 

  ※  ：修復作業 

  

 最も被ばく線量が厳しい箇所の故障を想定した場合，修

復作業に 68名の作業員（作業責任者，放管員含む）が必要

となる。しかし，当該作業の想定では事故発生から 20日後

に作業を開始することになっており，必要な作業員を確保

ための時間は十分あると考える。 

    また，非居住区域境界外の被ばくの評価結果から，作業

開始を遅らせることも可能であり，これにより被ばく線量

を低減することができ，必要な要員数を削減できる。 

    なお，故障発生箇所がチャコールフィルタから離れた場

所であれば，作業場所の線量が低下するため，必要な要員

数は低減される。 
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   ｂ．屋外作業 

    原子炉建屋ガス処理系配管のうち，屋外配管の修復作業

についてのタイムチャートを以下に示す。 

    屋外作業では高さ 15m の足場組立を想定しているため，

屋内作業に比べて足場組立の作業量が増加することにな

り，修復には約 4 日間を要する。しかし，建屋外のため放

射線源であるフィルタを考慮する必要が無いこと，配管中

のガスはフィルタで浄化したものであることから，修復作

業を通常の 3交替で実施することができる。 

    したがって，配管修復作業は 3 班，30 名（延べ人数 102

名）で実施することができる。 

  

 

 

  ※  ：修復作業 
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 (4) 狭隘部の作業 

   原子炉建屋ガス処理系配管の単一設計箇所に修復作業が困

難な狭隘部が存在するかを現場点検により確認した。 

   その結果，原子炉建屋ガス処理系配管は全範囲において目

視により破損状況を確認することが可能であり，修復作業が

困難な狭隘部も存在しないことを確認した。確認に当たって

は，最も作業性が悪い箇所（写真⑤）を選定したモックアッ

プ作業も実施している。 

   以下に配管の敷設状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）単一設計箇所へのアクセス性 

現場確認の結果，単一設計としている配管（単一設計箇所

に接続され隔離がなされない部分を含む）は，全範囲におい

てアクセス可能であることを確認している。 

配管敷設状況を別紙図 1-9-1-1,2に示す。 

 

 

別紙図 1-9-1-1 非常用ガス処理系概略図 
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別紙図 1-9-1-2 配管敷設状況 
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  （２）狭隘部の修復性 

現場確認の結果，配管サポート部又は壁貫通部が狭隘部と

して抽出されたが，当該部で破断が発生した場合でも別紙図

1-9-1-3に例示する修復が可能であることから，単一設計と

している配管（単一設計箇所に接続され隔離がなされない部

分を含む）すべてにおいて，確実な修復が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

別紙図 1-9-1-3 狭隘部の配管修復例 

 

 

 

 

  （３）作業工程 

配管に破断が生じた場合の修復に要する時間については，

最も修復に時間を要するもので約２日であることを現場点検

及びモックアップにより確認している。別紙図 1-9-1-4に作

業工程，別紙図 1-9-1-5に足場仮設のモックアップ状況を示

す。 

なお，足場解体作業時間は１日程度であるが，事故収束後

に行うため，作業工程に含めていない。 

 

①ゴムシート加工 ②ゴムシート貼付 

③修復完了 狭隘部（拡大） 

作業員：4 人 

作業時間：約 1 時間 
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別紙図 1-9-1-4 配管修復作業工程 

 

 

  

 
別紙図 1-9-1-5 足場仮設モックアップ 

 

 

 2. 中央制御室換気系 

 (1) 修復作業の実施時期について 

   中央制御室換気系の単一設計箇所については，ダクトに全

周破断を想定し，安全上支障のない期間内に修復可能である

ことから，基準に適合していることを確認している。 

   主蒸気管破断の発生を起点として，24時間後に単一設計箇

所が故障したと想定する。主蒸気管破断における中央制御室

運転員の被ばく評価により事故収束までの全期間にわたって

判断基準（実効線量100mSv以下）を満足すると評価できるこ

とから，以下に示す作業期間は，安全上支障のない期間とで

きる。 

   修復作業の作業実施時期は，ダクト修復作業に係る作業員

の被ばく評価結果から，故障発生後，直ちに作業着手可能で

あるため，故障発生の直後と設定した。 

   これにより安全上支障のない期間内に確実に修復できるこ

２．中央制御室換気系ダクト及びフィルタ（非常用） 
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とが確認できた。 

   なお，設定した作業実施時期は中央制御室換気系の機能を

回復させるための最短の時期を示しており，実運用における

作業期間は中央制御室の運転員や作業員の被ばくを考慮した

上で決定する。 

   故障が小規模破損で検知に時間を要し，作業開始が24時間

遅れた場合であっても，安全上支障のない期間内に確実に修

復できることも確認できた。 

   なお，作業期間におけるタイムチャートについては「(3)

詳細工程について」で示す。 

 

 

  

 (2) 作業手順について 

  ａ．作業手順 

    ダクトの修復作業は，破断箇所を特定した後，あらかじ

め用意した修復用資機材を用いて，以下の手順により修復

を行う。 

① 準備作業（修復用資機材運搬等） 

・修復用資機材は発電所構内に保管する。 

・修復用資機材は使用環境（耐圧性，耐熱性）を考

慮した仕様のものを準備する。 

② 修復箇所の作業性を確保する（高所の場合は足場を

設置する）。 

③ 破断面のバリ等の凹凸を除去する。 

④ ダクト破断箇所に，修復用資機材（ゴムシート，当

て板等）を取り付ける。 

    なお，修復作業については協力会社を含めた作業員の召

集体制，資機材の準備，作業手順，訓練の実施等の必要事

項を今後社内規程として整備する。 

 

 

  

   ｂ．作業イメージ図   
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    中央制御室換気系ダクトの修復方法を以下に図示する。 

    中央制御室換気系ダクトには，直管部，エルボ部，分岐

（Ｔ字）部，床貫通部，サポート部があり，いずれの部位

に故障が発生した場合にも対応できるよう検討した。なお，

修復方法については，必要に応じて追加・見直しを行う。 

    また，軽微な故障の場合は当て板，紫外線硬化型ＦＲＰ

シート，コーキング等，通常の補修方法を適用することが

できる。 

 

①中央制御室空調ダクト直管部における修復方法 

・ゴムシート＋金属金網（メッシュ）により補強，バンドに

て固定 

 

 

②中央制御室空調ダクトエルボ部における修復方法 

・ゴムシート＋金属金網（メッシュ）により補強，バンドに

て固定 

 

 

③中央制御室空調ダクト分岐部における修復方法 

・ゴムシート＋金属金網（メッシュ）により補強，バンドに

て固定 
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④中央制御室空調ダクト貫通部における修復方法 

・ゴムシート＋アングル材にてダクトを固定，破断面をコー

キング処理 

 
   ｃ．修復用資機材 

    修復用資機材としては以下のものが挙げられる。 

    修復用資機材については，使用環境（耐圧性，耐熱性）

を考慮した仕様のものを準備することとし，発電所構内に

保管する。 

    なお，修復用資機材については，必要に応じて追加・見

直しを行う。 

 

    ⅰ) 鋼管足場資材（足場パイプ，足場板，クランプ，ベ

ース等） 

    ⅱ) ゴムシート，金属板，アルミテープ，ラチェットバ

ンド，コーキング材等 

    ⅲ) チェーンブロック・ジャッキ等 

    ⅳ) 保温板金（ロール状），アングル鋼材等（固定用）

等 
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 (3) 詳細工程について 

   修復は破断箇所を特定した後に行うため，足場設置箇所が

限定できることから，足場の組立作業を含めても2日間程度で

修復可能である。なお，足場解体作業は，事故収束後（後日）

の対応とする。 

   中央制御室換気系ダクトの修復作業についてモックアップ

を行い，タイムチャートを作成した。これにより2日間での修

復作業の成立性を確認することができた。 

   また，被ばく評価の結果から，中央制御室換気系ダクトの

修復作業では最も厳しい条件であっても線量率は約5.2×10－

２mSv／hであり，3交替で作業することができる。したがって，

中央制御室換気系ダクトについては，3班，24名（延べ41名）

にて修復作業が実施可能であることを確認できた。 

  

 

 

  ※  ：修復作業 

 

  

 中央制御室換気系ダクトの修復作業における被ばく評価の

結果から，当該作業の被ばく線量は十分低い値であり，修復

作業の実現性に問題はない。 

   なお，故障が小規模破損で検知に時間を要し，作業開始が

24時間遅れた場合を想定したタイムチャートは以下のとおり

である。この場合も，修復作業の実現性に問題はない。 
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  ※  ：修復作業 

  

 (4) 狭隘部の作業 

   中央制御室系ダクトについて修復作業が困難な狭隘部が存

在するかを現場点検により確認した。その結果，中央制御室

換気系ダクトは全範囲において目視により破損状況を確認す

ることが可能であり，修復作業が困難な狭隘部も存在しない

ことを確認した。確認に当たっては，最も作業性が悪い箇所

（写真⑧）を選定したモックアップ作業も実施している。 

   以下にダクト敷設状況を示す。 

（１）単一設計箇所へのアクセス性 

   現場確認の結果，単一設計としているダクト（単一設計箇

所に接続され隔離がなされない部分を含む）及びフィルタ（非

常用）は，全範囲においてアクセス可能であることを確認し

ている。 

ダクト敷設状況を別紙図 1-9-2-1,2に示す。 

 

 

   

 

別紙図 1-9-2-1 中央制御室換気系概要図 
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別紙図 1-9-2-2 ダクト敷設状況 

 

 

  

 

（２）狭隘部の修復性 

   現場確認の結果，ダクトサポート部又は壁貫通部が狭隘部

として抽出されたが，当該部で破断が発生した場合でも別紙

図 1-9-2-3に例示する修復が可能であることから，単一設計

としているダクト（単一設計箇所に接続され隔離がなされな

い部分を含む）すべてにおいて，確実な修復が可能である。

なお，フィルタ（非常用）の取替については，定期的に実施

する作業内容のため，修復は可能であることを確認している。 

 

 

326



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

別紙図 1-9-2-3 狭隘部のダクト修復例 

 

（３）作業工程 

ａ．ダクト 

ダクトが破断した場合の修復に要する時間については，最

も修復に時間を要するもので約２日であることを現場点検及

びモックアップにより確認している。 

別紙図 1-9-2-4に作業工程，別紙図 1-9-2-5に足場仮設の

モックアップ状況を示す。 

なお，足場解体作業期間は１日程度であるが，事故収束後

に行うため，作業工程に含めていない。 

 

  

 

別紙図 1-9-2-4 ダクト修復作業工程 
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 3. モックアップによる修復作業の成立性確認 

  原子炉建屋ガス処理系配管及び中央制御室換気系ダクトにつ

いて，全周破断を想定した修復作業のモックアップを実施する

ことにより，修復作業の成立性を確認し，作業ステップ毎のタ

イムチャートを作成した。確認項目は以下のとおり。 

   ① 破断箇所が高所であった場合，安全・確実に足場を設

置することが可能であること。 

   ② 狭隘部に対して，バンド巻き等の修復作業を実施でき

ること。 

   ③ 当該系統の配管（ダクト）形状に対して修復作業を適

用できること。 

   ④ 作業ステップ毎に必要な要員数，作業時間を確認し，

タイムチャートを作成する。 

  モックアップの結果，原子炉建屋ガス処理系配管及び中央制

御室換気系ダクトに全周破断が発生した場合，修復作業が実施

可能であることが確認できた。以下にモックアップの状況を示

す。 

 

 (1) 原子炉建屋ガス処理系配管 

   原子炉建屋ガス処理系配管について修復作業のモックアッ

プを実施することにより作業の成立性を確認した。 

  ａ．モックアップ対象箇所 

    原子炉建屋ガス処理系配管の全てのラインについて現場

確認を行い，作業性（高所，狭隘）及び想定される雰囲気

線量から，最も作業が困難である場所（非常用ガス再循環

系から非常用ガス処理系への連絡配管）を選定した。 

 

  ｂ．足場設置状況 

    原子炉建屋ガス処理系配管は高所に敷設されていること

から，破断想定箇所での作業性確保のため足場等を設置す

ることが可能であるかを，モックアップ対象箇所で実際に

足場を設置することにより確認した。第1図に足場組立状況

を示す。図に示すとおり，モックアップ対象箇所において

安全・確実に足場組立を行うことが確認できた。 

    モックアップ対象箇所は高所，狭隘，高線量である場所

を現場確認により選定していることから，原子炉建屋ガス

処理系配管の全範囲で足場設置可能であると評価する。 
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第1図 現場モックアップ状況（足場組立全景） 

 

  ｃ．狭隘部における作業状況 

    破断想定箇所に対して補修作業が実施できることを確認

するため，モックアップ対象箇所に補修用バンドの巻付け

を行った。第2図に作業状況を示す。図に示すとおり，モッ

クアップ対象箇所において安全・確実に補修作業を実施で

きることが確認できた。 

    モックアップ対象箇所は高所，狭隘，高線量である場所

を現場確認により選定していることから，原子炉建屋ガス

処理系配管の全範囲で補修作業が実施可能であると評価す

る。 

    

第2図 狭隘部作業状況 

 

 

 
 

別紙図 1-9-2-5 足場仮設モックアップ 

 

 

 

 

 ｄ．補修作業の実施状況 

    原子炉建屋ガス処理系配管の形状には，直管，エルボ管，

分岐管（Ｔ字，Ｙ字）がある。これらの配管形状について

補修用バンドの巻付けが実施可能であることを確認した。

モックアップ対象箇所は直管であるため，その他の形状に

ついては別系統の大口径配管を用いた。 

    なお，原子炉建屋ガス処理系には壁貫通部とサポート部

があるが，これらについては補修用パテにより修復を行う

計画である。 

    作業状況を第 3図に示す。図に示すとおり，補修用バ

  

足場組

直管部

F

被ば
SG SG

FRVS(A)

FRVS(B)

SGTS

SGTS

(A)

(B)

モックアップ対象箇所

評価点
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ンドの巻付けは様々な形状に適用できることが確認でき

た。これにより原子炉建屋ガス処理系配管の全範囲で，補

修作業が実施可能であると評価する。 

    ① 直管部（実機）        ② エルボ部（模擬・

別系統） 

          

 

   ③ 分岐部（模擬・別系統） 

    

第3図 修復模擬作業状況 

  

   ｅ．モックアップの実測データ 

    モックアップにより実測したデータを以下に示す。 

   (a) 作業時間 

作業項目 作業時間 作業員※3 備考 

資機材準

備 

18h※1 5人  

足場組立 13h※1 3人 床面高さ約5ｍ 

配管修復

準備 

10h※2 3人  

配管修復 5h※1 3人 補修用パテの硬化

時間は10～60分 

   ※1 保守的な評価として実測値を 1.5倍した。 

   ※2 破断面の処理や配管の芯合せ等，モックアップできな

い作業については予想時間とした。 

   ※3 実際の作業では，作業員の他に監督者及び放管員が必

要となる。 
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    (b) 必要資機材 

     足場設置用の資機材を以下に示す。 

（使用材料）    

足場板 2ｍ×8 ベース 2 

足場板 1.5ｍ×6 キャッチ 14 

足場板 1ｍ×2 直交 40 

メッシュ 1ｍ×1 自在 1 

足場パイプ 2.5×7 ジョイント 3 

足場パイプ 2ｍ×10 ステップバー 10 

足場パイプ 1.5ｍ×15 セイフティブロック 1 

足場パイプ 1ｍ×6 安全ネット 2 

足場パイプ 0.5ｍ×1 ワイヤー 1 
 

  

 ｆ．タイムチャート 

    モックアップの実績に基づき原子炉建屋ガス処理系配管

の修復作業について，作成したタイムチャートを以下に示

す。モックアップは原子炉建屋ガス処理系配管の中で最も

作業困難な箇所を選定して実施していることから，ここに

示すタイムチャートは最も時間のかかる作業におけるもの

である。 

 

  

 

 

  ※  ：修復作業 

 

  

     なお，屋外作業について，足場設置までは過去の工事実

績から，配管補修についてはモックアップの実績から作成

したタイムチャートを以下に示す。 

 

 

 

  

⑪ ⑫

5人／班

7人／班

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

漏えい確認 2h

① ② ③ ④

破断面表面処理／芯合せ 6h

修復用資機材取付け・固定 5h

1h

漏えい箇所特定 4h

項　　　目 １日 ２日 ３日

配管修復作業準備 4h

資機材搬入･移動･段取り 18h

装備準備

足場設置(鋼管足場等) 13h

中央制御室での検知 1h
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  ※  ：修復作業 

 (2) 中央制御室換気系ダクト 

   中央制御室換気系ダクトについて修復作業のモックアップ

を実施することにより作業の成立性を確認した。 

  ａ．モックアップ対象箇所 

    中央制御室換気系ダクトの全てのラインについて現場確

認を行い，作業性（高所，狭隘）及び想定される雰囲気線

量から，最も作業が困難である場所（フィルタユニットの

循環ライン（入口側））を選定した。 

  ｂ．足場設置状況 

    中央制御室換気系ダクトには高所に敷設されている箇所

があることから，破断想定箇所での作業性確保のため足場

を設置することが可能であるかを，モックアップ対象箇所

で実際に足場を設置することにより確認した。第4図に足場

組立状況を示す。図に示すとおり，モックアップ対象箇所

において安全・確実に足場組立を行うことが確認できた。 

  

 

 

第4図 現場モックアップ状況（足場組立全景） 

  

8人

10人

5人

③

① ② ③ ①

②

４日 ５日

① ② ③ ①

② ③

漏えい確認 2h

破断面表面処理／芯合せ 6h

修復用資機材取付け・固定 5h

足場設置(鋼管足場等) 48h

配管修復作業準備 4h

漏えい箇所特定 4h

資機材搬入･移動･段取り 32h

中央制御室での検知 1h

装備準備 1h

１日項　　　目 ２日 ３日
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 モックアップ対象箇所は高所，狭隘である場所を現場確

認により選定していることから，中央制御室換気系ダクト

の全範囲で足場設置可能であると評価する。 

  

   ｃ．狭隘部における作業状況 

    破断想定箇所に対して補修作業が実施できることを確認

するため，モックアップ対象箇所にゴムシート＋金属金網

の取付けを行った。第5図に作業状況を示す。図に示すとお

り，モックアップ対象箇所において安全・確実に補修作業

を実施できることが確認できた。 

    モックアップ対象箇所は高所，狭隘，高線量である場所

を現場確認により選定していることから，中央制御室換気

系ダクトの全範囲で補修作業が実施可能であると評価す

る。 

  

 

 

  

 ｄ．補修作業の実施状況 

    中央制御室換気系ダクトの形状には，直管，エルボ管，

分岐管（Ｔ字）がある。これらのダクト形状についてゴム

シート＋金属金網による補修作業が実施可能であることを

確認するため，モックアップ対象箇所にゴムシート＋金属

金網の取付けを行う。 

  

 作業状況を第6図に示す。図に示すとおり，ゴムシート＋

金属金網の取付けはモックアップ対象箇所に対して実施可

能であることが確認できた。モックアップ対象箇所は最も

作業性の悪いＴ字分岐管を選定していることから，その他

の形状については適用できると評価する。 

  

 

   

第6図 分岐部修復状況 

  

 

第5図 狭隘部作業状況 

（モックアップ対象箇所） 

ゴムシート＋金属金網取付け

後，バンドによる固定を実施。 
ダクト 
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 また，中央制御室換気系ダクトの床貫通部についても，

補修作業（模擬）を実施した。作業状況を第7図に示す。床

貫通部には高所，狭隘など作業性の悪い箇所はなく，図に

示すとおり，問題なく補修することができる。 

 

  

 

 

   

第7図 床貫通部模擬作業状況 

 

  

 以上により中央制御室換気系ダクトの全範囲で，補修作

業が実施可能であると評価する。 

  

 (a) 作業時間 

作業項目 作業時間 作業員※3 備考 

資機材準備 16h※1 8人  

足場組立 18h※1 5人 床面高さ約5ｍ 

ダクト修復準

備 

8h※2 3人  

ダクト修復 4h※1 3人  

   ※1 保守的な評価として実測値を 1.5倍した。 

   ※2 破断面の処理等，モックアップできない作業について

は予想時間とした。 

   ※3 実際の作業では，作業員の他に監督者及び放管員が必

要となる。 
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    (b) 作業資機材 

     足場設置用の資機材を以下に示す。 

（使用材

料） 

   

足場板 3ｍ×4 キャッチ 直交 14 

足場板 2ｍ×6 キャッチ 自在 1 

足場板 1.5ｍ×

10 

ジョイント 1 

足場板 1ｍ×3 ベース 1 

足場パイプ 3ｍ×7 敷角 1 

足場パイプ 2ｍ×8 梯子 4.5ｍ×

1 

足場パイプ 1.5ｍ×

10 

セイフティブロ

ック 

1 

足場パイプ 1ｍ×8 クランプカバー 10 

メッシュ 12 パイプカバー 10 

直交 50 造り番線 1箱 

自在 10   
 

  

 ｆ．タイムチャート 

    モックアップの実績に基づき中央制御室換気系ダクトの

修復作業におけるタイムチャートを作成した。モックアッ

プは中央制御室換気系ダクトの中で最も作業困難な箇所を

選定して実施していることから，ここに示すタイムチャー

トは最も時間のかかる作業におけるものである。 

 

  

 

 

  ※  ：修復作業 

 

  

10人／班

②

①②
5人／班

③

①

③

7人／班

漏えい確認 2h

ゴム板・金網による固定（壁
貫通部は当て板使用）

4h

ダクト破断面の整形 2h

作業準備 6h

足場設置(鋼管足場等) 18h

資機材搬入･移動･段取り 16h

漏えい箇所特定 2h

中央制御室での検知 1h

装備準備 1h

項　　　目 １日 ２日 ３日
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     また，故障が小規模破損で検知に時間を要し，作業開始

が 24時間遅れた場合を想定したタイムチャートを以下に

示す。破損が小規模であれば修復作業に要する時間を短縮

できるが，タイムチャート作成に当たっては，全周破断の

修復作業に要する作業時間を用いた。 

 

  ※  ：修復作業 

 

  

  ｂ．フィルタ 

フィルタが閉塞した場合の取替に要する時間は半日程度である

ことを，フィルタ取替実績から確認している。別紙図 1-9-2-6に

作業工程を示す。なお，フィルタ閉塞の検知については，差圧上

昇を中央制御室にて監視可能なように警報を設置するため，早期

に修復作業の着手が可能である。 

 

  

 

別紙図 1-9-2-6 フィルタ取替作業工程 

 

 

10人／班

② ③

7人／班

② ③
5人／班

①

①

漏えい確認 2h

ゴム板・金網による固定（壁
貫通部は当て板使用）

4h

ダクト破断面の整形 2h

作業準備 6h

足場設置(鋼管足場等) 18h

資機材搬入･移動･段取り 16h

漏えい箇所特定（巡視点検に
よる検知）

2h

４日

（中央制御室での検知不可） 24h

項　　　目 １日 ２日 ３日

 

作業内容 

[作業時間] 
作業工程 

準備作業（フィル

タ入口弁人力閉操

作含む），扉開放 

[１時間] 

            

干渉物撤去 

[１時間] 

            

フィルタ取外し 

[４時間] 

            

フィルタ取付け 

[４時間] 

            

扉閉止，復旧作業

（フィルタ入口弁

開操作含む） 

[２時間] 

            

８人×12時間 

２h 

１h 

１h 

４h 

４h 
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 4. 補修工法の妥当性 

 (1) 原子炉建屋ガス処理系 

   原子炉建屋ガス処理系の設計仕様は最高使用圧力

0.014MPa[gage]，最高使用温度72℃であり，単一故障の修復

に当たっては使用環境（耐圧性，耐熱性）を考慮した仕様の

資機材を準備する。 

   モックアップで使用した補修用パテについても当該配管の

設計条件を満足する仕様であり，事故時の原子炉建屋ガス処

理系の環境においても応急処置として使用可能である。 

 

 （補足） 補修用パテ＋補修用バンドによる修復方法の妥当性

確認 

   原子炉建屋ガス処理系配管の修復としては補修用パテを用

いた方法を行うこととしている。社団法人日本機械学会「発

電用原子力設備規格維持規格（2008年版）」には暫定修復方

法として「接着材による補修方法」が規定されており，東海

第二発電所においても接着材を用いた修復は多くの実績があ

る。 

 

 

第1図 配管（ティー部）への適用例 

（社団法人日本機械学会「発電用原子力設備規格維持規格（2008

年版）」より） 
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   しかしながら，全周破断の修復への適用は想定されていな

いことから，実証試験を行い，全周破断した配管に適用した

場合でも漏えいを止めることが可能であることを確認した。 

   原子炉建屋ガス処理系配管の修復作業のモックアップで

は，補修用パテを塗布し，補修用バンドを巻き付ける方法に

ついて，実機に施工可能できることを確認した。 

   ここでは，全周破断させた模擬配管を用いて，補修用パテ

による修復方法の妥当性について検証を行った。試験方法を

第8図に示す。なお，試験については，社団法人日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）」に

基づき実施した。 

   なお，本試験では補修用パテを塗布する作業時間を測定し，

タイムチャート作成に反映させた。 

 

 

 

 

 

 

 

   

第8図 試験方法 

   試験の結果，補修箇所からの漏えいがないことを確認した。

これにより，全周破断した配管であっても，応急処置として

補修用パテによる修復が可能であるということが確認でき

た。 

   なお，原子炉建屋ガス処理系の最高使用温度は 72℃である

が，作業実施に当たっては，配管の表面温度を考慮した適切

な保護具を装着して行う。また，補修作業は原子炉建屋ガス

処理系排風機を停止した状態で行うことから，配管の表面温

度は周辺環境と同じ温度となることから，作業実施に支障を

与えることはない。 

 (2) 中央制御室換気系 

   中央制御室換気系の運転条件は運転圧力0.98kPa[gage]以

下，運転温度10℃～40℃であり，単一故障の修復に当たって

  

 

   なお，本試験では補修用パテを塗布する作業時間を測定し，タイムチャ

ート作成に反映させた。 

 

 

 
配管受台

切断面

コンプレッサより

PP

試験配管：炭素鋼管 150A 

試験圧力：0.018MPa 

保持時間：10 分 

漏えい検査圧力：0.014MPa 
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は使用環境（耐圧性，耐熱性）を考慮した仕様の資機材を準

備する。 

   モックアップで使用したゴムシートついても運転条件を満

足する仕様であり，事故時の中央制御室換気系の環境におい

ても応急処置としては使用可能である。 

 

 （補足）ゴムシートによる応急処置の実例 

    中央制御室換気系ダクトの全周破断の修復としては，ゴ

ムシート＋金属金網＋バンド固定の方法を行うこととして

いる。東海第二発電所において，ダクトの暫定的な修復に

ゴムシートを当て板として用いた事例を（参考）に示す。 

    このような実績からも，ゴムシート＋金属金網＋バンド

固定による修復方法は中央制御室換気系ダクトの単一故障

に対して適用可能であると考える。 

 （添付） 

東海第二発電所におけるダクト修復（応急処置）の事例 

1. 故障の概要 

 【廃棄物処理建屋主排気系ダクトの（屋外）開孔について】 

  ● 平成24年11月15日より東海第二発電所の原子炉建屋，タ

ービン建屋等の換気系屋外ダクトについて，計画に基づき

点検作業を行っていたところ，平成24年11月20日，廃棄物

処理建屋 主排気系ダクトに開孔（直径約５ｍｍ）があるこ

とを確認した。 

  ● 平成24年11月20日，ゴム板等により仮補修を行い漏えい

のないことを確認した。 

 

2. 仮補修の状況 

 

  

 

 

ゴム板等による仮補修 

廃棄物処理建屋 

主排気系ダクト 

腐食による開孔部 
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  別紙１－10 

現場機器の人力操作性 

 

重要度の特に高い安全機能を有する系統のうち，現場機器

の人力操作が必要な系統は，中央制御室換気系であり，中央

制御室換気系以外の系統については，中央制御室からの遠隔

操作，フェイルセーフ設計により現場での人力操作を行う必

要はない。 

中央制御室換気系の系統概要図を別紙図 1-10-1に示す。 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は人力操

作の成立性について

記載 

  

 

別紙図 1-10-1 中央制御室換気系 系統概要図 

 

 

  中央制御室換気系の空気作動弁は，フェイルセーフ設計と

しており，駆動空気喪失等により遠隔操作ができない場合で

も，外気取入隔離弁及び排気隔離弁については閉状態となり

外気と隔離を行い，フィルタ（非常用）入口弁については開

状態となり系統流路を確保することから，当該系統を起動す

る場合は，現場機器の人力操作は不要である。一方，フィル

タ（非常用）取替の際には，フィルタ（非常用）入口弁を閉

止させる必要があるが，駆動空気喪失等により，当該弁を遠

隔操作ができない場合には，現場での人力操作が必要となる。 

なお，単一設計としているダクトの修復は，再循環用ファ

ン及びブースタ・ファンを中央制御室から遠隔操作により停

止することが可能なため，現場での人力操作は不要である。 

また，中央制御室換気系は，事故時に外気と隔離すること

により，フィルタ（非常用）を通して再循環するが，事故時

に外気取入れが可能なように外気取入隔離弁及び排気隔離弁

を人力操作可能な設計としている。ただし，中央制御室の酸
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素濃度評価等により，事故時には外気取入れが必要ないこと

を確認しているため，外気取入隔離弁及び排気隔離弁を現場

操作する必要はない。 

１．作業可能性 

人力操作が必要なフィルタ（非常用）入口弁について，作業

可能性を評価した。別紙図 1-10-2に弁設置図を示す。 

別紙図 1-10-2 弁設置図 

フィルタ（非常用）入口弁は，非常用チャコール・フィルタ・

ユニット外部（上部）に設置しているため，実効線量率はフィ

ルタ（非常用）取替作業時の実効線量率を下回る。

また，フィルタ（非常用）入口弁の操作に要する時間は，中

央制御室から現場までのアクセス時間を含めて，２弁当たり 30

分以内であり，フィルタ（非常用）取替作業の時間（12時間／

人）を下回る。 

以上により，フィルタ（非常用）入口弁の現場での人力操作

に係る実効線量は，フィルタ（非常用）取替作業に係る実効線

量を下回るため，実施可能である。 

なお，フィルタ（非常用）入口弁の弁操作時間は，別紙１－９の

フィルタ取替作業時間に含められている。
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  別紙１－11 

修復により機能復旧した場合の影響評価について 

 

重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統又は機器のう

ち，非常用ガス処理系配管，中央制御室換気系ダクト及びフィル

タ（非常用）については，単一故障が発生すると安全上支障のな

い期間に除去又は修復ができることを確認している。2.1.2.1 項

及び 2.1.4.1 項「単一故障仮定時の安全機能の確認結果」では，

修復を行わない条件で影響評価を実施しており，最も被ばく線量

が大きい非常用ガス処理系配管及び中央制御室換気系フィルタ

（非常用）の単一故障を想定した場合の評価を実施していた。こ

のため，当該機器の単一故障について，修復を行う条件で，一般

公衆の被ばく評価又は運転員の被ばく評価を実施した。評価条件

及び影響評価結果を別紙表 1-11-1,2に示す。 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は修復の

影響評価について，本

文では最も厳しい条

件である修復を行わ

ない場合の評価結果

のみ記載しており，当

該別紙にて修復を行

った場合の評価結果

を記載 

【東海第二】 

東海第二は添付５「静

的機器の単一故障に

係る被ばく評価条件

について」にて記載 

  別紙表 1-11-1 評価条件 

№ 系統 想定故障 評価条件 

１ 
非常用ガス

処理系 

配 管 全 周

破断 

（１）事故発生から 24時間後に単一故障発生 

（２）故障箇所特定に４時間を要し，２日間

で修復作業を行い，事故発生から 76時

間後に機能復旧 

２ 
中央制御室

換気系 

フ ィ ル タ

閉塞 

（１）事故発生から 24時間後に単一故障発生 

（２）単一故障発生後，直ちに修復作業を行う 

（３）半日で修復作業を行い，事故発生から

36時間後に機能復旧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙表 1-11-2 影響評価結果 

№ 系統 
想定故

障 

評 価 項

目 
想定事故 

評価結果（mSv） 

修復有 修復無 

１ 
非常用ガス

処理系 

配 管 全

周破断 

一般公衆

の被ばく

評価 

燃料集合体の

落下 
約 1.1 約 1.1 

原子炉冷却材

喪失 

約

4.5×10-3 

約

1.2×10-2 

２ 
中央制御室

換気系 

フ ィ ル

タ閉塞 

運転員の

被ばく評

価 

原子炉冷却材

喪失 

（仮想事故ベ

ース） 
約 13 約 37 
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 添付 8 

配管及びダクトの点検の実施状況について 

 

東海第二発電所では，静的機器の単一故障を想定する機器とし

て，3 系統の配管，ダクトを評価している。これら単一設計とな

っている配管，ダクトについて，点検の実施状況を整理する。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は本文

2.1「静的機器の単一

故障」にて点検方法に

ついて記載 

 

1. 原子炉建屋ガス処理系 

 (1) 内部点検の実施状況 

   原子炉建屋ガス処理系配管については，以下のとおり点検

を実施し，異常のないことを確認している。 

  ① 屋外の配管について，外面の補修塗装に併せ，肉厚測定

を実施しており，著しい減肉がないことを確認している。 

  ② 機器分解時等において近傍の配管内部を目視にて点検

し，腐食等の異常がないことを確認している。 

 (2) 今後の点検方針 

   屋外の配管は海塩粒子の影響で，屋内配管に比べ腐食発生

の可能性が高いものと考えられるが，これまでの内部に関す

る点検結果から屋外配管，屋内配管のいずれにも異常は認め

られていない。 

  今後も，屋外配管の肉厚測定等を継続することにより原子

炉建屋ガス処理系配管の健全性を維持することが可能であ

る。 

  

 

2. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）のスプレイヘッダ

（サプレッション・チェンバ側） 

 (1) 内部点検の実施状況 

   残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）のスプレイヘッ

ダ（サプレッション・チェンバ側）の内部については，以下

のとおり点検を実施し，異常のないことを確認している。 

  ① ＣＣＤカメラを用いた内部点検（抜取※）やノズルを外

した状態での目視（全数）による内部点検を実施してお

り，腐食等の異常がないことを確認している。 

※スプレイヘッダの構造はリング状であり，全周が同一

口径で，スプレイノズルが下向きに取付けられている

ことから，内部に水が停滞することはない。したがっ

て，どの位置でも同じ環境であると考えられることか

ら，内部点検は抜取検査とした。 
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 (2) 今後の点検方針 

   当該スプレイヘッダについては，これまでの内部に関する

点検結果から，異常は認められていない。また，通常運転中

は窒素雰囲気となるサプレッション・チェンバ内にあり，配

管内部も水を内包しないことから，急激に腐食が進行すると

は考えられない。 

   今後も，スプレイヘッダ内部の点検を継続することにより，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）のスプレイヘッダ

（サプレッション・チェンバ側）の健全性を維持することが

可能である。 

 

3. 中央制御室換気系ダクト 

  東海第二発電所の中央制御室換気空調系ダクトの点検実績及

び点検実績等に基づく点検計画の変遷は以下のとおりである。

主な点検実績を第１表及び第1図に示す。 

 (1) 他社水平展開としての全箇所の点検（2005，2006年度） 

   2005年度に他プラント不具合の水平展開として外面及び内

面の全ての範囲（保温材施工範囲は保温材を取外しを実施）

の外観点検を実施した。点検の結果，構造健全性に影響を与

えるような有意な腐食は認められなかったが，ダクト外面に

全体的に発錆がみられたため補修塗装を実施した。保温材に

ついては新品に取替え，結露の発生防止対策を図った。 

   2006年度には中央制御室気密試験準備のためダクトの外観

点検を実施するとともに，インリーク箇所についてシール施

工を実施した。 

 (2) 全箇所の点検に基づく点検方法、周期の変更（2007年度） 

   中央制御室換気空調系ダクトの点検は，従来，１回／１０

年の目視点検としていたが，2005年度，2006年度の点検の結

果，ダクト外面に全体的に発錆が確認されたことから，点検

周期及び点検内容の見直しを行った。点検周期については，

屋内に設置されたダクトであり厳しい腐食環境ではないこ

と，点検の結果からも著しい腐食が認められなかった状況を

勘案して，５年に設定した。点検内容については，錆の発生

箇所に環境条件的な特異性はなかったこと，保温材施工範囲

については近年に補修塗装による腐食防止及び保温材の取換

えによる結露防止対策が図られていることから，機器の取替

や点検にあわせて近傍のダクトの内面及び外面をサンプリン

グ的に点検することとした。 

 (3) 敦賀1号機の水平展開としての点検（2009年度） 
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   2009年度には，敦賀発電所１号機の中央制御室換気空調系

外気取入れダクトの腐食事象（2008年12月）の水平展開とし

て，外気取入れ口～空気調和機，及び排風用ファン～排気口

の範囲にあるダクトの点検を実施した。 

 (4) 2009年度以降の点検 

   2011年度，2015年度には，点検計画に基づき，ダンパの取

替や点検に合わせて近傍のダクトの点検（保温材施工部は保

温材取外し）を実施し，異常のないことを確認した。 

   これらの点検実績を反映した点検周期及び点検内容につい

ては，保全計画に定めるとともに，他プラントでの損傷実績

があることを記載することで，形骸化を防止している。点検

周期及び点検方法を第2表に示す。 

   なお，敦賀発電所１号機の事象の水平展開の一つとして，

発電室が行う巡視点検において，静的機器であるダクトの錆，

腐食への意識が高ければ早期に発見できた可能性があること

から，上記の定期的な点検とは別に，発電室においても，１

年毎にダクトの外面の目視点検（保温材施工部は保温材の取

付状態の確認）を実施することとした。本点検については，

点検の視点（錆，腐食，き裂，析出物，変色，塗装の剥がれ，

変形の有無）を明確にしたチェックシート，系統図，前回点

検時の写真を用いて行うこと，結果については保修室に通知

することを社内規定に定め，形骸化防止を図っている。 

 (5) 今後の対応方針 

   2016年12月には，島根原子力発電所２号機の中央制御室空

調換気空調系ダクトにおいて腐食事象が発生しているが，東

海第二発電所では，本事象をうけ，今年度に中央制御室空調

系ダクトの点検を計画している。 

   東海第二発電所においては，2005年度に類似箇所（外気取

入れ口近傍のダクト内面及び外面）の点検を実施し，著しい

腐食のないことを確認しているが，今年度に計画している点

検の結果を踏まえ，腐食の要因となる結露の発生や海塩粒子

の付着の観点から，ダクトの内面及び外面のそれぞれについ

て環境上厳しい部位を特定し，点検周期及び点検部位の見直

しを検討し，点検計画に反映する方針である。 

   また，島根原子力発電所 2 号機の事象の原因が特定された

場合には，東海第二発電所における類似箇所を特定し，合わ

せて点検計画に反映する方針である。 
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第１表 中央制御室換気空調系ダクトの主な点検実績 

 

第 2表 点検周期及び点検方法 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 中央制御室換気空調系ダクトの主な点検実績 

 

 

  

実施 

年度 

点検範囲 

点検方法 担当 備考 

外面 内面 

2005 
全ての範囲 

（保温材施工部は保温材取外し） 
全ての範囲 目視点検 保修室 ・他プラント水平展開 

2006 
全ての範囲 

（保温材施工部は保温材取外し） 
－ 目視点検 保修室 

・中央制御室気密試験

準備 

2007 － － － － 
・内面及び外面の点検

を点検計画に反映 

2008 

空気調和機～ 

中央制御室の一部 

（部分的に保温材取外し） 

空気調和機～ 

中央制御室 
目視点検 保修室 

・中央制御室気密試験

準備 

・空気調和機から中央

制御室までのダクト

の一部をサンプリン

グ的に点検 

・敦賀発電所１号機の

中央制御室換気空調

系外気取入れダクト

の腐食事象発生 

2009 

外気取入口～空気調和機 

排風用ファン～排気口 

（保温材が施工されていない範囲） 

－ 目視点検 保修室 

・敦賀1号機トラブル事

象の水平展開として

実施 

2010 － － － －  

2011 
取替ダンパ近傍 

（保温材が施工されていない範囲） 

取替ダンパ近

傍 
目視点検 保修室 

・点検計画に基づき，

取替ダンパ近傍のダ

クトをサンプリング

的に点検 

 

2015 

 

点検ダンパ近傍 

（部分的に保温材取外し） 

点検ダンパ近

傍 
目視点検 保修室 

・点検計画に基づき，

点検ダンパ近傍のダ

クトをサンプリング

的に点検 

 

点検方法 

及び周期 

点検範囲 

備考 

外面 内面 

目視点検 

（１回／５年） 

点検機器（ダクト，フラン

ジ，ベローズ等）の近傍 

（部分的に保温材取外し） 

外気取入口～ 

空気調和機 

・島根原子力発電所2号機の事象に

対する点検結果を踏まえ，必要

に応じ見直しを行う。 

・島根原子力発電所2号機の事象の

原因が特定された場合は，東海

第二発電所の点検計画への反映

を検討する。 
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 添付 10 

中央制御室換気系の外気取入ラインについて 

 

 中央制御室換気系の評価においては，循環ラインのみを考慮の

対象とし，外気取入ラインを除いている。期待される安全機能を

達成する上で当該ラインによる外気取入機能の必要性を確認し，

その考え方を示す。 

 

1. 外気取入機能について 

  中央制御室換気系は，事故時に外気取入口を遮断し，フィル

タユニットを通る閉回路循環方式で運転することで放射性物質

を除去し，運転員の被ばくを低減する機能を有する。外気取入

ライン（給気ダクト，排気ダクト）にはそれぞれ２個の隔離弁

（電動弁）を有しており，第 1 隔離弁と第 2 隔離弁で異なる区

分から電源を供給している。 

  循環運転となった場合でも外気に汚染が無いことを確認でき

た場合は必要に応じて隔離信号をバイパスすることにより外気

を取り入れることができる。 

  ここでは中央制御室換気系が有する原子炉制御室非常用換気

空調機能に外気取入ラインの機能が必要であるかを検討し，あ

わせて外気取入ライン故障時の影響を確認する。外気取入ライ

ン（給気ダクト，排気ダクト）の概要図を第 1図に示す。 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＭＣＲ

の外気取入れライン

は安全機能達成から

除外することを，本文

『2.1.4 中央制御室

空調換気系』で記載し

ており，居住性に関し

ては『第 26 条 原子

炉制御室等』にて記載

している。 

 

 

第 1 図 中央制御室換気系 系統概要図 

 

 

  

347



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 2. 中央制御室の居住性 

 (1) 外気取入機能について 

   事故時の中央制御室換気系の閉回路循環運転においては，

外気取入ラインを遮断することとなるが，中央制御室の空気

流入率測定試験結果から隔離運転時の空気流入量は約 1,080m

３／h（0.4回／h）※１であり，外気間欠取込（27時間隔離，

3 時間取入）における外気取込み量約 340m３／h※２に対して

十分上回ることから，中央制御室の居住性に影響を与えるこ

とはない。 

※１ 空気流入率試験結果 0.468回／h（A系），0.435回

／hを基に保守的に設定。また，中央制御室の容積

を 2,700m３とする。 

※２ 3,400m３／h×3時間／（3時間＋27時間） 

   以上から，中央制御室換気系が有する原子炉制御室非常用

換気空調機能を達成するためには，外気取入ラインの外気取

入機能を必要としない。 

  

 (2) 中央制御室の環境測定について 

   中央制御室には，対策要員の居住環境の確認のため，可搬

型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備する。外気の取り

入れ遮断(循環運転開始)時から計測を開始し，連続監視する。 

 

（参考）空気流入率ゼロの場合の中央制御室居住性評価 

    中央制御室に外気のリークインが全くないと仮定した場

合の評価は以下のようになる。 

 

  ａ．酸素濃度 

   (a) 評価条件 

・在室人員 7 人(運転員) 

・中央制御室バウンダリ内体積 2,700m３ 

・初期酸素濃度 20.95％ 

・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものと

して評価する。 

・1 人あたりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，

歩行時の呼吸量※1を適用して，24L／min とする。 

・1 人あたりの酸素消費量は，成人吸気酸素濃度※1

（20.95％），成人呼気酸素濃度※2（16.40％）から

1.092L／min とする。 

・許容酸素濃度 19.0％以上※3 
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※1：空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3空気調

和設備編 

※2：呼気には肺胞から蒸発した水蒸気が加わって

おり，吸気と等容積ではないため，ＣＯ２排出

量を計算するには，乾燥空気換算（％）を使用

する。 

※3：鉱山保安法施行規則 

 

   (b) 評価結果 

    評価条件から求めた酸素濃度は，第 1表のとおりであり，

114 時間まで外気取入れを遮断しても，中央制御室内に

滞在可能である。 

 

第 1表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の酸素濃度 

時間 24時間 48時間 96時間 114時間 

酸素濃度 20.5％ 20.1％ 19.3％ 約 19.0％ 

 

 

第 2図 中央制御室換気系閉回路循環運転時の酸素濃度 

  

 ｂ．二酸化炭素濃度 

   (a) 評価条件 

・在室人員 7人(運転員) 

・中央制御室バウンダリ内体積 2,700m３ 

・初期二酸化炭素濃度 0.03％ 

・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものと

して評価する。 

・1 人あたりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操

作を想定し，中等作業での吐出量※1 を適用して，
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0.046m３／hとする。 

・許容二酸化炭素濃度 0.5％以下※2 

※1：空気調和・衛生工学便覧 第 14版 3空気調

和設備編 

※2：原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ば

くに関する規程（JEAC4622-2009） 

 (b) 評価結果 

     評価条件から求めた二酸化炭素濃度は，第 2 表のとお

りであり，39時間まで外気取入を遮断しても，中央制御

室内に滞在可能である。 

 

第 2表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の二酸化炭素濃度 

時間 24時間 39時間 

二酸化炭素濃

度 
0.32％ 0.50％ 

 

 
第 3図 中央制御室換気系閉回路循環運転時の二酸化炭素濃度 

  

 3. 故障の仮定 

  中央制御室換気系は，循環運転となった場合でも外気に汚染

が無いことを確認できた場合は必要に応じて隔離信号をバイパ

スすることにより外気を取り入れることができる。 

  外気取入を行う場合，外気取入ダクトに故障が発生した場合

の影響を以下に示す。 

  ａ．全周破断の想定 

    給気・排気ダクトに全周破断を想定したとしても，破断

箇所から外気取入を行うこととなり，外気取入機能に影響
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はない。 

 

  ｂ．閉塞の想定 

    中央制御室換気系ダクトについては，当該系の吸込み部

は中央制御室の天井付近に配置しており，空気中の塵や埃

等の浮遊物しか流入することはなく，ダクトの口径も大き

いことから閉塞することはない。 

    また，給気口にフィルタは設置されていないため，フィ

ルタによる閉塞はない。 

 

  ｃ．電動弁の故障 

    外気取入ラインの隔離弁（電動弁）の駆動電源が喪失し

た場合は，手動にて開操作することが必要となる。これは

短時間で作業が可能であり，全周破断を想定した修復作業

での被ばく評価においても雰囲気線量率は約 5.2×10－２

mSv／h であることから，手動による開操作は確実に実施

することができる。また排風機が停止したとしても，ダク

トを閉塞させることはないので外気取入機能を喪失させる

ことはない。 

 4. 検討結果 

以上に示したように，外気取入ダクトの外気取入機能は，中央

制御室換気系が有する原子炉制御室非常用換気空調機能を達成

するために必要な機能ではない。 

なお，中央制御室換気系は，循環運転となった場合でも外気に

汚染が無いことを確認できた場合は必要に応じて隔離信号をバ

イパスすることにより外気を取り入れることができるが，外気取

入機能が喪失するような単一故障は発生しない。 
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 添付 11 

故障・トラブル情報の活用について 

 

東海第二発電所では，故障・トラブル情報の収集及び活

用の仕組みとして，トラブル検討会及び不適合管理票があ

る。トラブル検討会では他プラントの事例を収集，水平展

開の要否を検討しトラブルの未然防止を図る。不適合管理

票では東海第二発電所の故障等を検出し，対策及び再発防

止を管理する。 

 

1. トラブル検討会 

トラブル検討会で審議する主な情報としては次のも

のがある。 

① 国内 原子力発電所 

・法律に基づき報告された事象 

・原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）

に登録された情報 

② 海外 故障・トラブル情報 

・ＷＡＮＯ／ＩＮＰＯ／ＮＲＣ／ＩＡＥＡ情報 

・メーカ故障・トラブル情報 

③ 原子力発電所以外の国内施設故障・トラブル情

報  

 

これらについて，東海第二発電所への水平展開の必要

性等を検討している。 

東海第二発電所において，平成 16年にＱＭＳが導入され

てから平成26年10月までにトラブル検討会で検討した事

例のうちダクトに関するものは 18件であった。なお，原

子炉建屋ガス処理系（非常用ガス処理系）配管に関する事

例はなかった。 

別紙１－参考１ 

過去の不具合事例とその対応 

 

過去の故障実績について，ニューシア（原子力施設情報

公開ライブラリー），ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ），一

般社団法人原子力安全推進協会及び電気事業連合会にお

いて共有している情報により調査を行い，以下の系統につ

いては，同系統の同機器の故障実績はないことを確認し

た。 

１．非常用ガス処理系：配管の一部 

２．残留熱除去系（格納容器冷却モード）：スプレイ

ヘッダ（サプレッション・チェンバ側） 

３．中央制御室換気系：フィルタ（非常用） 

 

中央制御室換気系のダクトの故障実績は，下表に示す

とおり，過去約 50年間で７件であるが，島根２号炉で

は，これらの事象を受け水平展開を確実に実施している

ことを確認した。 

なお，他プラントにおいて発生したダクト腐食事象に

対する予防処置として，外気取入れ部のダクトの内面点

検を３Ｃ（Ｃ：保全サイクル）に設定し，点検を実施し

ていたが，島根２号炉の中央制御室換気系のダクトにお

いて腐食事象が確認されたことを受け，点検範囲を腐食

が想定される外気取入れラインすべてのダクト（内面

側）に見直し，点検周期についても３Ｃから１Ｃへ見直

す等の再発防止対策を定めた。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は別紙 1-参

考 1内で記載 

【東海第二】 

東海第二は自プラン

トのダクト不具合に

ついても記載。 

島根２号炉は H28.12

に発生した中央制御

室ダクト腐食事象に

ついて，本文 2.1「静

的機器の単一故障」で

記載 
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東海第二発電所への水平展開を実施した主な事例と

して「中央制御室換気系外気取り入れダクトの腐食（敦

賀発電所１号炉）※１」がある。本事象を受け，中央制

御室換気系ダクトについては定期的な内面・外面点検を

実施し，汚染のおそれのある管理区域の気体が流れるダ

クトについては毎年外観点検を行い，腐食状況を確認す

ることとした。 

また，運転員が行う巡視点検において，点検範囲や着

眼点を明確化するとともに，安全上重要な設備である中

央制御室換気系ダクトについては，巡視点検に加えて，

外観目視確認を定期的に実施することとした。点検で確

認された不具合等に対しては，不適合管理票を発行する

ことを明確にした。 

 

※１ 中央制御室換気空調系送風機の試運転時に外

気取入れダクトに 2 箇所の腐食孔が確認され

た。（平成 20年 12月 11日発生） 

 

2. 不適合管理票 

東海第二発電所で検出された不具合には不適合管理

票を発行し，原子力安全に与える影響に応じたレベル区

分を設定し，必要な処置を行う。 

東海第二発電所において，平成 16 年にＱＭＳが導入

されてから平成 26年 10月までに発行された不適合管理

票のうちダクトに関するものは 34件であった※２。その

中で，中央制御室換気系ダクトに関する不適合管理票は

1件であった。これは，ダクト表面の軽微な発錆の段階

で検出された不適合事象であり，簡易な補修による対策

で設備の健全性を確保できるものであった。 

その他の事象についても，原子力安全に影響を与える

ものはなく，不適合管理票を活用することにより，設備

の健全性維持を図っている。 

なお，原子炉建屋ガス処理系（非常用ガス処理系）配

管に関する事例はなかった。 

 

※２ 東海発電所において発行された不適合管理票

のうち，ダクトに関するものは 41件であった。

この中で，ニューシアにも登録された事例とし

表 中央制御室空調換気系のダクトに関する事象：７件

（ニューシア情報） 

（期間：1966 年～2019 年３月時点） 

事象発生 

プラント 

機器・

設備 
事象・状況 原因 

当該プラ

ントでの

処置 

各時点での

当社対応 

福島第一 

３号 

中央操

作室換

気空調

系ダク

ト 

中 央 制 御

室 空 調 換

気 系 の 切

替 え の ダ

ン パ 付 近

の ダ ク ト

の 一 部 に

貫 通 穴 を

確認した。 

発錆及び腐食 

（構造上，雨水

が浸入しやす

かった） 

ダ ク ト の

取替及び，

外 気 取 入

口 フ ー ド

取 付 を 実

施 

発生箇所特

有の事象の

ため，水平展

開不要の情

報となって

いる。 

島根２号炉

の当該外気

取込口は，ル

ーバにより

雨水の侵入

を防止でき

る構造とな

っている。 

敦賀１号 中央制

御室空

調換気

系外気

取入ダ

クト 

中 央 制 御

室 空 調 換

気 系 送 風

機 点 検 後

の 試 運 転

時，中央制

御 換 気 空

調 系 外 気

取 入 ダ ク

ト に ２ 箇

所 の 腐 食

孔 が あ る

こ と を 確

認。 

腐食 

（ダクト内

部の結露発

生及び，その

凝縮水によ

る腐食） 

ダ ク ト の

取 替 を 実

施 

水平展開要

の情報とな

っており，こ

の対策とし

て点検強化

（ 点 検 頻

度：１回／３

定検）を図っ

ている。 

東通１号 中央操

作室換

気空調

系ダク

ト 

中 央 制 御

室 換 気 空

調 系 設 備

の 点 検 を

実 施 し た

ところ，腐

食 孔 が あ

る こ と を

確認。 

腐食 

（水分流入が

多いこと等に

より，当該ダク

ト底部が常に

湿った状態と

なっていた） 

ダ ク ト の

取 替 を 実

施 

発生箇所特

有の事象の

ため，水平展

開不要の情

報となって

いる。 

 

島根２号 中央制

御室空

調換気

系外気

取入れ

ダクト 

寸 法 測 定

のため，保

温 材 取 り

外 し 作 業

中 に ダ ク

ト に 腐 食

孔 （ 約

100cm× 約

30cm）が生

腐食 

（ダクト内部

で発生した結

露ならびに外

気とともに取

込まれた水分

等が，ダクト内

面に付着し腐

食を発生させ

ダ ク ト 仕

様 の 見 直

し，運用の

見直し，保

守 点 検 の

見 直 し お

よ び ダ ク

ト形状・構

造 の 見 直

（島根２号

炉が事象発

生プラント） 
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て「サイトバンカ（イ）排気ダクト腐食孔発生

について」（平成 21年 5月 11日発生）がある。

これは，換気装置の排気ダクト（屋外）に腐食

による貫通孔が確認されたものである。敦賀発

電所 1号炉「中央制御室換気系外気取り入れダ

クトの腐食」事象の再発防止対策も考慮し，巡

視点検の充実と保全計画の見直しを実施した。 

 

3. 保守管理の改善 

以上に示すとおり，過去の故障・トラブル情報を検討し，

巡視点検の充実や保全計画を見直す等，保守管理の継続的

な改善を実施しており，原子炉建屋ガス処理系配管，中央

制御室換気系ダクトについては，設備の健全性を確保・維

持することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じ て い る

こ と を 協

力 会 社 社

員が確認。 

たと推定） し 

島根１号 中央制

御室空

調換気

系外気

取入れ

ダ ク

ト，非

常用再

循環ダ

クト 

ダ ク ト 外

面 か ら の

直 接 目 視

に よ る 外

観 点 検 を

行 っ た と

こ ろ 腐 食

孔を確認。 

腐食 

（ダクト内部

で発生した結

露ならびに外

気とともに取

込まれた水分

等が，ダクト内

面に付着，また

はダクト外面

に取付けてあ

る保温材との

密着性が当時

の施工方法で

は十分保たれ

ず腐食を発生

させたと推定） 

当 該 プ ラ

ン ト は 廃

止 措 置 段

階であり，

安 全 上 重

要 な 設 備

か ら 除 外

され，維持

管 理 対 象

外であり，

当 該 空 調

換 気 系 を

使 用 し な

い。 

（島根２号

炉での腐食

事象の水平

展開により

確認された

事象） 

浜岡３号 中央制

御室換

気空調

系外気

取入れ

ダクト 

点 検 調 査

を 行 っ て

い た と こ

ろ，貫通孔

を８個（最

大 で

10mm×13m

m）確認。 

腐食 

（外気から持

ち込まれた海

塩粒子等が外

気取入近傍に

多く付着し，腐

食を発生させ

たことが原因

であると推定） 

当 て 板 補

修 お よ び

今 後 の 保

守 点 検 の

見直し 

（島根２号

炉での腐食

事象の水平

展開により

確認された

事象） 

東海第二 中央制

御室空

調換気

系外気

取入れ

ダクト 

点 検 調 査

の結果，腐

食 孔 ２ ケ

所（9mm×

約 4mm 約

4mm×約 6

㎜ ） を 確

認。 

 

腐食 

（外気ととも

に取り込まれ

た水分及び塩

分が付着し，こ

れを起点とし

て腐食が進行

したものと推

定） 

同 型 の ダ

ク ト に 取

替 え 及 び

保 守 点 検

の見直し 

（島根２号

炉での腐食

事象の水平

展開により

確認された

事象） 
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 別紙１－参考２ 

略語の説明 

 

略語 説明 

ＡＯ，Ａ 空気作動弁 

ＭＯ 電動駆動弁 

ＨＯ 油圧駆動弁 

Ｓ 電磁弁 

ＲＶ 逃がし弁 

ＦＯ フェイルオープン 

ＦＣ フェイルクローズ 

ＤＦ 防護係数 

ＡＤＳ 自動減圧系 

ＤＧ ディーゼル発電機 

ＭＳＩＶ 主蒸気隔離弁 

ＭＣＲ 中央制御室換気系 

ＨＰＣＳ 高圧炉心スプレイ系 

ＲＣＩＣ 原子炉隔離時冷却系 

ＬＰＣＩ 低圧注水系 

ＬＰＣＳ 低圧炉心スプレイ系 

ＳＡ 重大事故 

ＦＤ フラットディスプレイ 

ＡＭＰ 増幅器 

ＬＳ 水位スイッチ 

ＬＸ 水位発信器 

ＬＹ 水位指示計 

ＰＳ 圧力スイッチ 

ＰＸ 圧力発信器 

Ｐ／ＬＲ 圧力／水位記録計 

ＲＥ 放射線検出器 

ＲＲ 放射線記録計 

ＲＹＭ 対数線量率計 

Ｈ２Ｏ２Ｒ 水素酸素濃度記録計 

ＴＲ 温度記録計 
 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は資料内

で表記されている略

語の説明を記載 
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別紙１－参考１ 

単一設計採用時の安全確保基本方針 

1. 安全確保方針 

重要度の特に高い安全機能を有する系統については，設計基準

の範疇において機能を確実に維持できるよう原則として多重性又

は多様性及び独立性を確保する。 

ただし，長期間にわたって機能が要求される静的機器において，

その故障の発生確率が合理的に見て極めて小さいと判断できるこ

とを前提に，その故障を仮定しても他の系統を用いて当該機能を

代替できることを安全解析等によって確認できること，あるいは

その故障が想定される最も過酷な条件下においても安全上支障の

ない時間内に除去若しくは修復ができることを確認した場合は，

単一設計を採用する場合もある。 

このように，長期間にわたって機能が要求される静的機器にお

いて単一設計を採用している系統についての安全確保の基本方針

を図1 に示す。 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設置許

可基準規則第 12条の

解説「単一故障の発生

の可能性が極めて小

さいことが合理的に

説明できる場合」を適

用し，単一故障の想定

を不要としている機

器はないため，当該資

料はない 

 

 

図1 単一設計の静的機器を有する系統の安全確保の基本方針 

   

図1 に示す通り，単一設計を採用する場合の前提は，上述の３

条件のうち，その故障の発生確率が合理的に見て極めて小さいと

判断できることである。このとき，系統の特徴に鑑み，必要に応

じてシステム全体の信頼性を定量的に評価し，単一設計を採用し

てもシステム全体が十分な信頼性を有していることを確認する。 

これを前提に，仮に静的機器の単一故障が発生した場合を想定

し，深層防護の観点からプラント全体として代替手段や影響緩和

策を準備するとともに，当該事象の影響度合いを評価し，重大な

影響がないことを確認する。 

さらに，仮に静的機器の単一故障が発生した場合に除去若しく
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は修復を行うことを想定し，除去若しくは修復が可能であればそ

の手段を確立することで，可能な限り早期に機能を復旧させ，更

なる安全性の確保に努めることとする。 

2. 安全確保方針に基づく検討結果 

2.1 非常用ガス処理系 

（1）設備概要 

非常用ガス処理系は，事故時の格納容器内又は放射性物質が

格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低

減機能を有する系統である。 

非常用ガス処理系の系統概略図を図2 に示す。 

   

 

   

（2）前提条件の確認（静的機器の単一故障の発生の可能性） 

図2 に示す通り，非常用ガス処理系の動的機器である弁・乾

燥装置（湿分除去装置・加熱コイル）・排気ファン・スペース

ヒータは全て二重化しており，配管の一部とフィルタユニット

（スペースヒータ除く）が単一設計となっている。これらの設

備について，事故時の格納容器内又は放射性物質が格納容器内

から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能を達

成するために必要な項目別に整理を行った結果を表1 に示す。 
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表1 非常用ガス処理系 機能達成に必要な項目別の整理表 

 

   

表1 の結果から， 

（ａ）単一設計となっている一部の配管及びフィルタユニットの

腐食による破損 

（ｂ）単一設計となっている一部の配管及びフィルタユニットの

外力による破損 

（ｃ）単一設計となっている一部の配管の異物による閉塞 

（ｄ）フィルタユニットの異物による閉塞 

の発生可能性についての検討が必要であると整理できる。 

   

これらの単一設計箇所の材質・塗装有無・内部流体（通常時，

設計基準事故時）・設置場所を表2 に示す。 
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表2 非常用ガス処理系 単一設計静的機器 

 

   

表2 の通り，通常時の内部流体は屋内空気である。従って，内

部流体の特性から，通常時に 

（ａ）単一設計となっている一部の配管及びフィルタユニット

の腐食による破損 

（ｃ）単一設計となっている一部の配管の異物による閉塞 

（ｄ）フィルタユニットの異物による閉塞 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

これは，（ａ）については図3 に示す鋼材の大気暴露試験結果

から腐食量が非常に少ないことを確認できているため，（ｃ）（ｄ）

については閉塞の原因となりうるほこり等については運用管理の

中で排除することを設計の前提条件としているためである。 

   

これらの結果は，表3 に示す点検実績からも明らかである。 
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図3 普通鋼および耐候性鋼の暴露試験結果 

（出典：腐食・防食ハンドブック，腐食防食協会） 

   

表3 柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉 非常用ガス処理系 

点検実績 

 

   

また，当該系統は耐震Ｓクラスであり，耐震計算を行って設計

している。そのため，設計基準の範疇において，地震によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

津波については，設計基準の範疇において，建屋内の当該系統

構成機器まで到達することはない。そのため，津波によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

地震・津波以外の外部事象（風（台風含む），竜巻，積雪，低

温，落雷，地滑り，火山の影響，降水，生物学的事象，外部火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害）については，当該系統は防

護対象ではないと整理しているが，設計基準の範疇において，必

要に応じ対策を実施することで建屋内の当該系統構成機器まで影

響を及ぼすことは考えられない。そのため，地震・津波以外の外

部事象によって破損が発生する可能性は極めて小さいと判断でき

る。 

従って， 

（ｂ）単一設計となっている一部の配管及びフィルタユニットの

外力による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 
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事故時においても，内部流体は空気であるが，湿分とＦＰを多

く含む点が異なる。 

湿分については，表1 に示した通り，多重化した乾燥装置（湿

分除去装置・加熱コイル）を設置している。これらの設備によっ

て，直径数μm の水滴を99％以上除去したうえで，相対湿度を70％

以下にしているため，乾燥装置下流では湿分の影響はない。加え

て，多重化したスペースヒータを設置して相対湿度を70％以下に

保持し，フィルタユニットにおける湿分の影響を極力排除してい

る。 

一方，乾燥装置上流は湿分の多い空気であるが，非常用ガス処

理系の機能に期待する設計基準事故の実効放出継続時間は最大で

も360 時間と限定的であり，当該事故期間中に腐食による配管の

破損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

また，系統を通過するＦＰ（希ガス，よう素等）については，

気体または揮発性の高い物質であるため，物質の特性から，フィ

ルタ閉塞の原因となる可能性は極めて小さいと判断できる。 

粒子状ＦＰについても，事故時に想定される通過量が非常に少

ないことから，フィルタ閉塞の原因となる可能性は極めて小さい

と判断できる。 

従って，事故時も通常時と同様に， 

（ａ）単一設計となっている一部の配管及びフィルタユニット

の腐食による破損 

（ｃ）単一設計となっている一部の配管の異物による閉塞 

（ｄ）フィルタユニットの異物による閉塞 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

一方，ニューシア（原子力施設情報公開ライブラリー）及びＢ

ＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ），一般社団法人原子力安全推進協

会，電気事業連合会において共有している過去の故障事例を確認

しても，当該単一設計箇所に該当する機器のトラブル事例はない。

加えて，福島第二原子力発電所において東北地方太平洋沖地震後

に以下の通り長期間連続運転を行っているものの，いずれの号機

においても故障は発生していないという実績がある。 

   

福島第二原子力発電所 1 号炉：約４ヶ月連続運転（Ｂ系統） 

2 号炉：１週間毎に切替運転 

（両系統とも約１週間連続運転） 

3 号炉：１週間毎に切替運転（同上） 

4 号炉：１週間毎に切替運転（同上） 
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従って，運転実績からも，故障が発生する可能性は極めて小さ

いと判断できる。 

   

これらの評価結果は，有限責任中間法人 日本原子力技術協会

（現 原子力安全推進協会）が2009 年にとりまとめた「故障件数

の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定」における国内

一般故障率（21 ヵ年データ）時間故障率（平均値）にて， 

   

配管（３インチ未満）：リーク 6.6×10-10 [/h]※1 

配管（３インチ以上）：リーク 1.0×10-9 [/h]※1 

※1 機器，材質変更箇所や分岐によって区分される 

１セクション間当たりの故障率 

ファン／ブロア ：起動失敗 1.3×10-7 [/h] 

継続運転失敗 6.0×10-7 [/h] 

   

と整理されており，静的機器である配管の故障発生確率が，動的

機器であるファン／ブロアの故障発生確率に比べて十分小さいと

されている知見とも整合する。これらのデータを用いてシステム

全体の信頼性を評価した結果を別紙1-参考2 に示す。 

なお，上記配管故障率データは内部流体が液体のものであり，

内部流体が気体である非常用ガス処理系においては，より小さい

故障発生確率になると推測できる。 

また，この知見は米国においても同様であり，NUREG/CR-6928

「Industry-Average Performance for Components and Initiating 

Events at U.S.Commercial Nuclear Power Plants」においては， 

Pipe Non-Emergency service water（Mean） 

external leak small：2.53×10-10 [/h-ft]※2 

external leak large：2.53×10-11 [/h-ft]※2 

※2 単位時間・単位長さあたりの故障率 

Fan（Standby）（Mean） 

fail to run for 1 hour of operation：1.91×10-3 [/h] 

fail to run after 1 hour of operation：1.11×10-4 [/h] 

と整理されているほか，EPRI TR-3002000079「Pipe Rupture 

Frequencies forInternal Flooding Probabilistic Risk 

Assessments：Revision 3」においても， 

 

 

とされている。 

 

一方，石油・ガスの海洋施設の設備に関する信頼性データベー

スであるOREDA（Offshore Reliability DAta）においても， 
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と整理されており，この知見とも整合する。 

 

なお，ドイツのPRA データベースであるZEDB や，スウェーデン

及びフィンランドのPRA データベースであるT-book においては， 

 

 

ことを確認している。 

 

このように，国内外の知見としても，静的機器の故障の発生の

可能性は極めて小さく，系統全体の信頼性の支配的な要因にはな

らないと整理されていることを確認している。 

 

以上の理由から，通常時・事故時を通して，（ａ）～（ｄ）の発生

の可能性は極めて小さいと判断できることから，前提条件を満た

すことを確認した。 

（3）深層防護の観点から見た対応の可否 

仮にフィルタユニットの閉塞等の静的機器の単一故障が発生

した場合を想定し，これによって非常用ガス処理系が使用でき

なくなった場合，第３層設備の１つが使用不可となるため，深

層防護の観点から，第４層設備も含めてプラント全体として対

応可能か否かを検討した。 

 

設計基準事故の中で非常用ガス処理系の機能に期待している

のは，格納容器内にて発生したＦＰが格納容器外に漏れ出る事

象である原子炉冷却材喪失時である。このとき，非常用ガス処

理系が使用不可となれば，耐圧強化ベント系（サプレッション・

チェンバの排気ラインを使用する場合）や格納容器圧力逃がし

装置を用いることで，格納容器内のＦＰを直接濃度低減しつつ

格納容器外に放出することができる。 

 

また，設計基準事故の中では，原子炉建屋原子炉区域運転階

にてＦＰが発生する燃料集合体の落下時にも非常用ガス処理系

の機能に期待している。この事故は原子炉の燃料交換時に発生

することを想定しているため，外部電源が健全な状態であると

整理できる。このとき，非常用ガス処理系が使用不可となれば，

原子炉区域・タービン区域換気空調系を用いることで，主排気

   

363



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

筒を通じてＦＰを含む空気を高所から放出することができる。

これにより，周辺公衆への影響を低減することができる。 

 

以上の通り，深層防護の観点から見たとき，非常用ガス処理

系の静的機器の単一故障が発生した場合でも対応可能である。 

（4）静的機器の単一故障が発生した場合の影響度合い 

（3）の通り，深層防護の観点からは非常用ガス処理系の静的

機器の単一故障が発生した場合でも対応可能であるが，仮に事

故発生から24 時間後に非常用ガス処理系が使用できなくなっ

た後はそのままＦＰを地上放散したと仮定して，その影響度合

いを確認した。 

なお，このような状態は，発生の可能性が極めて小さいと評

価できる単一故障をあえて想定した状態であるため，設計基準

の範疇を超えるものであると評価できるが，影響度合いを確認

するための目安として，設計基準事故時の判断基準である周辺

公衆の実効線量5mSv との比較を行った。 

確認の結果は2.1.2.1（2）の通りであり，静的機器の単一故

障が発生したと仮定しても，設計基準事故時の判断基準である

周辺公衆の実効線量5mSv を下回る程度の影響度合いであるこ

とを確認した。 

   

（5）静的機器の単一故障が発生した場合の修復可能性 

（3）の通り，深層防護の観点からは非常用ガス処理系の静的

機器の単一故障が発生した場合でも対応可能であるが，仮に事

故発生から24 時間後に単一故障が発生した後，当該単一故障箇

所の修復が可能か否かを確認した。 

なお，上記単一故障発生時，プラントは既に停止状態にあり，

本修復はあくまでも応急処置として実施するものである。事故

収束後に，技術基準に適合する修復を改めて実施する。 

確認の結果は2.1.2.1（3）の通りであり，単一故障箇所の修

復が可能であることを確認した。 

   

（6）検討結果 

（2）～（5）の通り，長期間にわたって機能が要求される静

的機器において単一設計を採用している非常用ガス処理系につ

いて，1.の安全確保方針に基づく安全性の確保がなされている

ことを確認した。 

   

2.2 格納容器スプレイ冷却系 

（1）設備概要 

格納容器スプレイ冷却系は，残留熱除去系のうち２系統が有
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する格納容器スプレイ冷却モードとしての機能であり，事故時

の格納容器の冷却機能を有する系統である。 

格納容器スプレイ冷却系の系統概略図を図4 に示す。 

 

   

（2）前提条件の確認（静的機器の単一故障の発生の可能性） 

図4 に示す通り，格納容器スプレイ冷却系の動的機器である

残留熱除去系ポンプ・弁は全て二重化しており，格納容器スプ

レイ・ヘッダ（ドライウェル，サプレッション・チェンバ）が

単一設計となっている。これらの設備について，事故時の格納

容器の冷却機能を達成するために必要な項目別に整理を行った

結果を表4 に示す。 
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表4 格納容器スプレイ冷却系 機能達成に必要な項目別の整理表 

 

   

表4 の結果から， 

（ａ）格納容器スプレイ・ヘッダの腐食による破損 

（ｂ）格納容器スプレイ・ヘッダの外力による破損 

の発生可能性についての検討が必要であると整理できる。 

 

これらの単一設計箇所の材質・塗装有無・内部流体（通常時，

設計基準事故時）・設置場所を表5 に示す。 
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表5 格納容器スプレイ冷却系 単一設計静的機器 

 

   

表5 の通り，通常時の内部流体は基本的に窒素である。従って，

内部流体の特性から，通常時に 

（ａ）格納容器スプレイ・ヘッダの腐食による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

なお，定期検査中の格納容器開放時の内部流体は屋内空気とな

るが，図3 に示す鋼材の大気暴露試験結果から腐食量が非常に少

ないことを確認できているため，同様に腐食による破損が発生す

る可能性は極めて小さいと判断できる。（格納容器スプレイ・ヘ

ッダの呼び厚さは8mm 以上） 

また，格納容器スプレイ・ヘッダ（サプレッション・チェンバ）

は定例試験において，水（サプレッション・プール水）を通水し，

適切な流量が出ることを確認しているが，その時間は短時間であ

り，配管内部が腐食することは考えにくく，腐食による破損が発

生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

これは，表6 に示す点検実績からも明らかである。 
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表6 柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉 

格納容器スプレイ冷却系 点検実績 

 

   

また，当該系統は耐震Ｓクラスであり，耐震計算を行って設計

している。そのため，設計基準の範疇において，地震によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

津波については，設計基準の範疇において，建屋内の当該系統

構成機器まで到達することはない。そのため，津波によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

地震・津波以外の外部事象（風（台風含む），竜巻，積雪，低

温，落雷，地滑り，火山の影響，降水，生物学的事象，外部火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害）については，設計基準の範

疇において，必要に応じ対策を実施することで建屋内の当該系統

構成機器まで影響を及ぼすことは考えられない。 

そのため，地震・津波以外の外部事象によって破損が発生する

可能性は極めて小さいと判断できる。 

従って， 

（ｂ）格納容器スプレイ・ヘッダの外力による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

 

事故時においても，内部流体は水であるものの格納容器圧力，

温度ともに300 時間程度で静定し，その後は間欠的に格納容器の

除熱を行うことで事象収束することから使用時間は限定的である

ため，事故期間中に腐食による格納容器スプレイ・ヘッダの破損

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

従って，事故時も通常時と同様に， 

（ａ）格納容器スプレイ・ヘッダの腐食による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

   

なお，表4 に示した通り，事故時の閉塞による故障の発生の可

能性については，吸込口にストレーナを設置し，かつ系統として

二重化することで対応している。また，格納容器スプレイ・ヘッ

ダの閉塞を防止するために，吸込口のストレーナの孔径は最小通

路サイズ(６号炉は格納容器スプレイ最小通路サイズ   mm，７
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号炉は残留熱除去系ポンプ付属サイクロンセパレータ入口オリフ

ィス最小径    mm)以下の設計としている。 

また，格納容器スプレイ・ヘッダ（サプレッション・チェンバ）

は定例試験において通水しており，閉塞が発生していないことを

確認する運用としている。 

一方，ニューシア及びＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ），一般

社団法人原子力安全推進協会，電気事業連合会において共有して

いる過去の故障事例を確認しても，当該単一設計箇所に該当する

機器のトラブル事例はない。 

従って，運転実績からも，故障が発生する可能性は極めて小さい

と判断できる。 

   

これらの評価結果は，「故障件数の不確実さを考慮した国内一

般機器故障率の推定」における国内一般故障率（21 ヵ年データ）

時間故障率（平均値）にて， 

 

配管（３インチ未満）     ：リーク 6.6×10-10 [/h]※1 

配管（３インチ以上）     ：リーク 1.0×10-9 [/h]※1 

電動ポンプ（非常用待機，純水）：起動失敗 1.3×10-7 [/h] 

電動ポンプ（常用運転，純水） ：継続運転失敗 1.1×10-6 [/h] 

※1 P.12 条-別紙1-参考1-8 参照 

 

と整理されており，静的機器である配管の故障発生確率が，動

的機器である電動ポンプの故障発生確率に比べて十分小さいとさ

れている知見とも整合する。 

また，この知見は米国においても同様であり，NUREG/CR-6928 に

おいては， 

 

Pipe Non-Emergency service water（Mean） 

external leak small：2.53×10-10 [/h-ft]※2 

external leak large：2.53×10-11 [/h-ft]※2 

Motor-Driven Pump（Standby）（Mean） 

fail to run for 1 hour of operation：3.78×10-4 [/h] 

fail to run after 1 hour of operation：5.79×10-6 [/h] 

※2 P.12 条-別紙1-参考1-9 参照 

   

と整理されているほか，EPRI TR-3002000079 においても， 

 

とされている。 
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一方，OREDA においても， 

 

 

と整理されており，この知見とも整合する。 

なお，ドイツのPRA データベースであるZEDB や，スウェーデン

及びフィンランドのPRA データベースであるT-book においては， 

 

ことを確認している。 

このように，国内外の知見としても，静的機器の故障の発生の

可能性は極めて小さく，系統全体の信頼性の支配的な要因にはな

らないと整理されていることを確認している。 

 

以上の理由から，通常時・事故時を通して，（ａ）・（ｂ）の

発生の可能性は極めて小さいと判断できることから，前提条件を

満たすことを確認した。 

（3）深層防護の観点から見た対応の可否 

仮に格納容器スプレイ・ヘッダの閉塞が発生した場合におい

ても，格納容器スプレイ・ヘッダは環状に繋がっており，かつ

流体を移送する二重化した系統は異なる箇所で接続しているた

め，閉塞箇所を迂回して流体を移送することが可能であり，影

響はない。 

しかしながら，仮に格納容器スプレイ・ヘッダの破損が発生

した場合を想定し，これによって格納容器スプレイ冷却系のス

プレイ機能が使用できなくなった場合，第３層設備の１つが使

用不可となるため，深層防護の観点から，第４層設備も含めて

プラント全体として対応可能か否かを検討した。 

   

確認の結果は2.1.3.1（2）の通りであり，格納容器の冷却機

能は維持されることを確認した。 

加えて，耐圧強化ベント系や格納容器圧力逃がし装置を用いる

ことで，格納容器内の高温の気体を放出し，格納容器内の除熱を

行うことも可能である。 

 

以上の通り，深層防護の観点から見たとき，格納容器スプレ

イ冷却系の静的機器の単一故障が発生した場合でも対応可能で

ある。 

   

（4）静的機器の単一故障が発生した場合の影響度合い 

（3）の通り，深層防護の観点からは格納容器スプレイ冷却系

の静的機器の単一故障が発生した場合でも対応可能であり，か
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つ格納容器内圧力，温度のピーク値には影響はないが，スプレ

イ機能によるＦＰ低減効果を期待している事象があることか

ら，仮に事故発生から15 分後の格納容器スプレイ冷却モードへ

の運転モード切替時に格納容器スプレイ冷却系のスプレイ機能

が使用できなくなったと仮定して，その影響度合いを確認した。 

なお，このような状態は，発生の可能性が極めて小さいと評

価できる単一故障をあえて想定した状態であるため，設計基準

の範疇を超えるものであると評価できるが，影響度合いを確認

するための目安として，設計基準事故時の判断基準である周辺

公衆の実効線量5mSv との比較を行った。 

確認の結果は2.1.3.1（2）の通りであり，静的機器の単一故

障が発生したと仮定しても，設計基準事故時の判断基準である

周辺公衆の実効線量5mSv を下回る程度の影響度合いであるこ

とを確認した。 

（5）検討結果 

（2）～（4）の通り，長期間にわたって機能が要求される静

的機器において単一設計を採用している格納容器スプレイ冷却

系について，1.の安全確保方針に基づく安全性の確保がなされ

ていることを確認した。 

なお，格納容器スプレイ冷却系において単一設計を採用して

いる静的機器である格納容器スプレイ・ヘッダは格納容器内に

存在し，かつ，当該設備の機能に期待するのは格納容器内にお

いて設計基準事故が発生している状態である。 

従って，格納容器内にて修復作業を行うことは不可能である。 
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2.3 中央制御室換気空調系 

（1）設備概要 

中央制御室換気空調系は，事故時の原子炉制御室非常用換気

空調機能を有する系統である。 

中央制御室換気空調系の系統概略図を図5 に示す。 

   

 

   

（2）前提条件の確認（静的機器の単一故障の発生の可能性） 

図5 に示す通り，中央制御室換気空調系の動的機器である送

風機・電動ダンパ及び静的機器である給気処理装置は全て二重

化しており，静的機器であるダクトの一部と再循環フィルタが

単一設計となっている。これらの設備について，事故時の原子

炉制御室非常用換気空調機能を達成するために必要な項目別に

整理を行った結果を表7 に示す。 

なお，事故時には酸欠防止のために外気取入れラインを用い

て非常時外気取込運転を行う場合もあるが，当該機能は運転員

の過度の被ばくを防止する機能ではなく，外気取入れライン破

損時は破損箇所から外気が流入し，同ライン閉塞時は運転員が

適宜扉を開放する等により酸欠を防止する。従って，外気取り

入れラインは中央制御室換気空調系の事故時の原子炉制御室非

常用換気空調機能を担保するラインからは除外する。 
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表7 中央制御室換気空調系 機能達成に必要な項目別整理表 

 

   

表7 の結果から， 

（ａ）単一設計となっている一部のダクト及び再循環フィルタの

腐食による破損 

（ｂ）単一設計となっている一部のダクト及び再循環フィルタの

外力による破損 

（ｃ）単一設計となっている一部のダクトの異物による閉塞 

（ｄ）再循環フィルタの湿分による閉塞 

（ｅ）再循環フィルタの異物による閉塞 

の発生可能性について検討が必要であると整理できる。 

   

これらの単一設計箇所の材質・塗装有無・内部流体（通常時，

設計基準事故時）・設置場所を表8 に示す。 
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表8 中央制御室換気空調系 単一設計静的機器 

 

   

表8 の通り，通常時の内部流体は空気又は屋内空気であることか

ら，通常時に 

（ｃ）単一設計となっている一部のダクトの異物による閉塞 

（ｄ）再循環フィルタの湿分による閉塞 

（ｅ）再循環フィルタの異物による閉塞 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

これは，（ｃ）（ｅ）については閉塞の原因となりうるほこり

等については運用管理の中で排除することを設計の前提条件とし

ているため，（ｄ）については再循環フィルタの設計値である相

対湿度70％以下を維持できるよう給気処理装置にて湿度調整する

ことを前提条件としているためである。 

同様に，通常時の内部流体が空気又は屋内空気であることから，

腐食による故障についても軽微であり，適切に保全を実施するこ

とで機能喪失に至る故障が発生することはないと判断できる。従

って，通常時に 

（ａ）単一設計となっている一部のダクト及び再循環フィルタの

腐食による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

これは，図3 に示す鋼材の大気暴露試験結果から腐食量が非常

に少ないことを確認できているためである。 

 

これらは，表9 に示す点検実績からも明らかである。 
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表9 柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉 

中央制御室換気空調系 点検実績 

 

   

また，当該系統は耐震Ｓクラスであり，耐震計算を行って設計

している。そのため，設計基準の範疇において，地震によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

津波については，設計基準の範疇において，建屋内の当該系統

構成機器まで到達することはない。そのため，津波によって破

損が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

地震・津波以外の外部事象（風（台風含む），竜巻，積雪，低

温，落雷，地滑り，火山の影響，降水，生物学的事象，外部火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害）については，設計基準の範

疇において，必要に応じ対策を実施することで建屋内の当該系統

構成機器まで影響を及ぼすことは考えられない。 

そのため，地震・津波以外の外部事象によって破損が発生する

可能性は極めて小さいと判断できる。 

従って， 

（ｂ）単一設計となっている一部のダクト及び再循環フィルタの

外力による破損 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

 

事故時においても，内部流体は空気であるが，ＦＰを多く含む

点が異なる。 

この系統を通過するＦＰ（希ガス，よう素等）については，気

体または揮発性の高い物質であるため，フィルタ閉塞の原因とな

る可能性は極めて小さいと判断できる。 

粒子状ＦＰについても，事故時に想定される通過量が非常に少

ないことから，フィルタ閉塞の原因となる可能性は極めて小さい

と判断できる。 

従って，事故時も通常時と同様に， 

（ａ）単一設計となっている一部のダクト及び再循環フィルタの

腐食による破損 

（ｃ）単一設計となっている一部のダクトの異物による閉塞 

（ｅ）再循環フィルタの異物による閉塞 
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が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

また，非常用ガス処理系と異なり，乾燥装置やスペースヒータ

といった湿分に対応する設備は設置していないが，事故時に発生

する水蒸気を直接吸い込む系統ではないことから，湿分がフィル

タ閉塞の原因となる可能性は極めて小さいと判断できる。従って，

事故時も通常時と同様に， 

（ｄ）再循環フィルタの湿分による閉塞 

が発生する可能性は極めて小さいと判断できる。 

一方，ニューシア及びＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ），一般

社団法人原子力安全推進協会，電気事業連合会において共有して

いる過去の故障事例を確認すると，以下の４件が発生していたこ

とが分かるが，過去約50 年分のニューシア登録情報5,811 件

（2014 年3 月末時点）のうちのわずか４件であり，故障の発生の

可能性は極めて小さいと判断できる。 

   

①ニューシア通番3004 

「中央操作室の換気空調系ダクトの一部破損について」 

（2003 年7 月3 日発生） 

②ニューシア通番10103 

「中央制御室換気空調系外気取り入れダクトの腐食について」 

（2008 年12 月11 日発生） 

③ニューシア通番10991 

「福島第一原子力発電所５号機 タービン建屋内における空調

ダクトへの空気の吸い込みについて」 

（2010 年6 月10 日発生） 

④ニューシア通番11926 

「中央制御室換気空調系ダクト腐食」 

（2014 年1 月7 日発生） 

   

なお，これらの故障事例から，腐食のリスクが懸念される箇所

は外気取り入れダクトであると整理できる。当該ダクトについて

は，これらの事象に鑑み，点検長期計画を作成して定期的に点検・

交換を行っており，状況に応じてダクト交換等の対応を検討する

ことから，同様の故障の発生の可能性は極めて小さいと判断でき

る。 

 

また，福島第二原子力発電所において東北地方太平洋沖地震後

に以下の通り長期間連続運転を行っているものの，故障は発生し

ていないという実績がある。 

福島第二原子力発電所  1 号炉：約３ヶ月連続再循環運転 
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従って，運転実績からも，故障が発生する可能性は極めて小さ

いと評価できる。 

 

これらの評価結果は，「故障件数の不確実さを考慮した国内一

般機器故障率の推定」における国内一般故障率（21 ヵ年データ）

時間故障率（平均値）にて， 

 

配管（３インチ未満）：リーク 6.6×10-10 [/h]※1 

配管（３インチ以上）：リーク 1.0×10-9 [/h]※1 

ファン／ブロア    ：起動失敗 1.3×10-7 [/h] 

継続運転失敗 6.0×10-7 [/h] 

※1 P.12 条-別紙1-参考1-8 参照 

 

と整理されており，静的機器である配管の故障発生確率が，動

的機器であるファン／ブロアの故障発生確率に比べて十分小さい

とされている知見とも整合する。これらのデータを用いてシステ

ム全体の信頼性を評価した結果を別紙1-参考2 に示す。 

なお，この知見は米国においても同様であり，NUREG/CR-6928 に

おいては， 

 

Pipe Non-Emergency service water（Mean） 

external leak small：2.53×10-10 [/h-ft]※2 

external leak large：2.53×10-11 [/h-ft]※2 

Fan（Standby）（Mean） 

※2 P.12 条-別紙1-参考1-9 参照 

fail to run for 1 hour of operation：1.91×10-3 [/h] 

fail to run after 1 hour of operation：1.11×10-4 [/h] 

 

と整理されているほか，EPRI TR-3002000079 においても， 

 

 

とされている。 

また，OREDA においても， 

  

 

と整理されており，この知見とも整合する。 
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なお，ドイツのPRA データベースであるZEDB や，スウェーデン

及びフィンランドのPRA データベースであるT-book においては， 

 

ことを確認している。 

このように，国内外の知見としても，静的機器の故障の発生の

可能性は極めて小さく，系統全体の信頼性の支配的な要因にはな

らないと整理されていることを確認している。 

以上の理由から，通常時・事故時を通して，（ａ）～（ｅ）の

発生の可能性は極めて小さいと判断できることから，前提条件を

満たすことを確認した。 

   

（3）深層防護の観点から見た対応の可否 

仮に再循環フィルタの閉塞等の静的機器の単一故障が発生した

場合を想定し，これによって中央制御室換気空調系が使用できな

くなった場合，深層防護の観点から，第４層設備も含めてプラン

ト全体として対応可能か否かを検討した。 

なお，設計基準事故の中で中央制御室換気空調系の機能に直接

期待している事象はないが，技術基準規則第38 条の解釈において

以下の記載があることから，被ばく評価手法（内規）に基づき，

原子炉冷却材喪失時及び主蒸気管破断時について検討する。 

   

１２ 第５項に規定する「遮蔽その他の適切な放射線防護措置」と

は、一次冷却材喪失等の設計基準事故時に，原子炉制御室内

にとどまり必要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを

受けないよう施設し、運転員が原子炉制御室に入り、とどま

る間の被ばくを「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」第７

条第１項における緊急時作業に係る線量限度１００ｍＳｖ以

下にできるものであることをいう。 

この場合における運転員の被ばく評価は、判断基準の線量限

度内であることを確認すること。被ばく評価手法は、「原子

力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について

（内規）」（平成２１・０７・２７原院第１号（平成２１年

８月１２日原子力安全・保安院制定））（以下「被ばく評価

手法（内規）」という。）に基づくこと。 

チャコールフィルターを通らない空気の原子炉制御室への流

入量については、被ばく評価手法（内規）に基づき、原子炉

制御室換気設備の新設の際、原子炉制御室換気設備再循環モ

ード時における再循環対象範囲境界部での空気の流入に影響

を与える改造の際、及び、定期的に測定を行い、運転員の被
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ばく評価に用いている想定した空気量を下回っていることを

確認すること。 

 

原子炉冷却材喪失時及び主蒸気管破断時において，中央制御室

換気空調系が使用不可となれば，中央制御室内に流入したＦＰを

除去することができなくなる。 

 

すなわち，深層防護の観点から見たとき，中央制御室換気空調

系の静的機器の単一故障が発生した場合はＦＰ除去のための代替

手段がない状態となる。 

ただし，6 号及び7 号炉は中央制御室（下部中央制御室を除く）

及び中央制御室換気空調系（共用空間の居住性に係るものに限る）

を共用しており，片方の号炉のＦＰ除去機能が使用できない場合

でも，残る号炉のＦＰ除去機能によってＦＰを低減することが可

能である。また，重大事故等時においても同じ中央制御室を使用

することから，運転員が中央制御室内にとどまり必要な操作措置

がとれるような構造とするため，一定の放射線防護措置をとるこ

とは可能である。 

   

（4）静的機器の単一故障が発生した場合の影響度合い 

（3）の通り，深層防護の観点から見たとき，中央制御室換気

空調系の静的機器の単一故障が発生した場合はＦＰ除去のため

の代替手段がない状態となるため，仮に事故発生から24 時間後

に中央制御室換気空調系のＦＰ除去機能が使用できなくなった

と仮定して，その影響度合いを確認した。ただし，被ばく評価

手法（内規）に基づき，仮想事故相当のソースタームを想定し

た。 

ここで，影響度合いを確認するための目安として，（3）に示

した判断基準である運転員の線量限度100mSv との比較を行っ

た。 

確認の結果は2.1.4.1（2）の通りであり，静的機器の単一故

障が発生したと仮定しても，判断基準である運転員の線量限度

100mSv を下回る程度の影響度合いであることを確認した。 

   

（5）静的機器の単一故障が発生した場合の修復可能性 

（3）の通り，深層防護の観点から見たとき，中央制御室換気

空調系の静的機器の単一故障が発生した場合はＦＰ除去のため

の代替手段がない状態となるため，仮に事故発生から24 時間後

に単一故障が発生した後，当該単一故障箇所の修復が可能か否

かを確認した。 
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なお，上記単一故障発生時，プラントは既に停止状態にあり，

本修復はあくまでも応急処置として実施するものである。事故

収束後に，技術基準に適合する修復を改めて実施する。 

確認の結果は2.1.4.1（3）の通りであり，単一故障箇所の修

復が可能であることを確認した。 

（6）検討結果 

（2）～（5）の通り，長期間にわたって機能が要求される静

的機器において単一設計を採用している中央制御室換気空調系

について，1.の安全確保方針に基づく安全性の確保がなされて

いることを確認した。 
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別紙1-参考2 

    非常用ガス処理系・中央制御室換気空調系 

システム信頼性・事故シーケンス頻度評価 

（ランダム要因・地震要因）について 

1. 概要 

単一の静的機器関連の系統について，確率論的リスク評価（PRA）

を参考にシステム信頼性及び事故シーケンス頻度の概略評価を実

施した。得られた結果及び考察をまとめたものを表1 に示す。 

  ・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設置許

可基準規則第 12条の

解説「単一故障の発生

の可能性が極めて小

さいことが合理的に

説明できる場合」を適

用して「単一故障の想

定を不要」としている

機器はないため，当該

資料はない 

 

表1 システム信頼性及び事故シーケンス頻度評価結果のまとめ 

 

   

2. ランダム要因 

2.1 システム信頼性 

非常用ガス処理系（SGTS）及び中央制御室換気空調系（MCR 空

調）のランダム要因の非信頼度を概略評価した結果，点推定値

でSGTS が3.0×10-4，MCR 空調が6.8×10-4（単位無し）1となっ

た。内訳は以下の通り。 
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表2 ランダム要因の非信頼度 

 

   

非信頼度の概略評価のイメージをフォールトツリーとして表

したものを図1（SGTS），図2（MCR 空調）に示す。評価に使用

したパラメータを表4，表5 に示す。 

上記の値算出の際，単一の静的機器（配管・フィルタ）の故

障率として，国内21 ヵ年データ記載の液体輸送の機器故障率を

用いているが，SGTS 及びMCR空調は気体輸送（大気圧）である

ため，実際の故障発生事例の環境等を考慮すると，上記の単一

の静的機器（配管・フィルタ）の非信頼度は更に小さい値にな

ると予想される。☆ 

 

SGTS 及びMCR 空調は動的機器について冗長化されているた

め，冗長化機器と単一の静的機器の非信頼度（冗長化機器につ

いては，冗長化ラインが全て機能喪失する確率）は同等となっ

ており，図1，図2 に示したとおり機器・設備毎に見ても特に寄

与が高いものは存在せず，バランスのとれたシステム構成とな

っている。また，SGTS，MCR 空調共に，システム全体としての

非信頼度は10-4オーダーとなっており，他のシステムの非信頼度

（表6 参照）と比較しても小さい値であり，現状で十分な信頼

性を有しているものと考えられる。 

 

1 SGTS の使命時間としては，設計基準事故で想定しているSGTS の

使用時間で最長のものである，360 時間を採用。MCR 空調の使命

時間としては，技術基準で定められている評価日数30 日（720 時

間）に余裕をみた時間として1000 時間を採用。 

   

2.2 事故シーケンス評価 

SGTS，MCR 空調はそれぞれLOCA 時に機能要求されるため，

LOCA が発生した場合に単一の静的機器が故障することにより

系統が機能喪失する事故シーケンス（単一の静的機器関連事故

シーケンス）の発生頻度評価を実施した。事故シーケンス評価

の使命時間については，内的事象運転時L1PRA 評価（以下，内
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運L1PRA 評価）と同様の仮定2をおいて24 時間を設定した。更

に以下の事故シーケンスの発生頻度との比較を実施した。 

＜比較①＞ 

LOCA 時に炉心損傷に至るシナリオ（TW,TC,LOCA 時注水不能シー

ケンス(AE,S1E,S2E)） 

＜比較②＞ 

仮にSGTS の動的機器（ファン）が冗長化されていない（単一の）

場合，その動的機器の故障により系統が機能喪失する事故シーケ

ンス 

事故シーケンス評価結果を表3 に示す。 

LOCA 時の単一の静的機器関連事故シーケンスの発生頻度は

10-9/炉年オーダーとなり，極めて小さい3ことがわかる。また比較

①の結果から，LOCA 時の事故シーケンスとしては，炉心損傷シー

ケンス（TW シーケンス，LOCA 時注水不能シーケンス

(AE,S1E,S2E)）の発生頻度と比較しても単一の静的機器関連事故

シーケンスの発生頻度が小さいことがわかる。 

 

2 事故シナリオの特性及び緩和設備の能力に基づいて，設定した

使命時間中に安定したプラント状態をもたらすことが可能。更

に内的事象は，設備のランダム故障を取り扱っており，地震等

の外的事象に比べて設備の復旧に期待しやすい。また，単独プ

ラントの事象であることが想定されるため，同じサイト内から

の支援(物的，人的)にも期待できる。 

3 航空機落下評価や海外のPRA 基準でスクリーニング基準として

いる10-7/年より小さい。 

表3 LOCA 時事故シーケンス評価（単位：/炉年） 
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☆ 実際の故障事例 

＜配管リーク＞ 

 

   

 

＜ストレーナ/フィルタ（海水）閉塞＞ 

※システム信頼性評価では，本実績を考慮した故障率は使用して

いない。 

（ストレーナ/フィルタ（淡水）の故障率を使用） 

 

   

表4 評価に使用した主なパラメータ一覧（故障率） 
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表5 評価に使用した主なパラメータ一覧（共通原因故障因子） 

 

表6 KK-7 号機 内的事象運転時L1 

代表的なフォールトツリーの非信頼度（平均値） 

 

 

   

 

図1 概略フォールトツリー（SGTS） 
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図2 概略フォールトツリー（MCR 空調） 

   

3. 地震要因非信頼度 

SGTS 及びMCR 空調の地震要因の非信頼度を評価した。それぞ

れの評価結果を図3 及び図4 に示す。非信頼度評価に使用した

フラジリティ評価結果については表7 に示す。 

図3 及び図4 に示したとおり地震要因については，SGTS，MCR 

空調共に冗長化機器の非信頼度がシステム全体の非信頼度に対

して支配的となっている4。 

機器・設備毎に見ると，表7 に示したとおり，静的機器のフ

ラジリティについてはSGTS フィルタ装置のHCLPF が1.66，MCR 

空調ダクトのHCLPF が1.27 となっており，冗長化機器と比べて

特段弱くはない。また，RCW 熱交換器のHCLPF が0.98 と小さく，

SGTS，MCR 空調共に，支配的な要因となっている。 

主要なシナリオは，RCW 熱交換器が機能喪失し，SGTS につい

てはローカル空調の冷却，MCR 空調についてはHECW の冷却がで

きなくなり，系統の機能喪失となるシナリオである。 

 

   

 

図3 地震要因の非信頼度（SGTS） 
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4 機器の相関性の評価手法については，研究レベルの検討がなさ

れている段階であるため，多重化されている機器については地震

PRA と同様に完全相関を想定している。したがって，例えばRCW 熱

交換器を多重化している効果は結果に現れていないため，冗長化

機器の非信頼度は実際よりも大きめに算定されている可能性があ

る。 

   

 

 

図4 地震要因の非信頼度（MCR 空調） 

 

   

表7 フラジリティ評価結果 
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別紙1-参考3 

福島第二原子力発電所の知見 

（サプレッションプール水温度検出器中継端子箱について） 

福島第二原子力発電所１号機は，東北地方太平洋沖地震によ

り原子炉除熱機能喪失ならびに圧力抑制機能喪失に陥り，格納

容器内の環境が通常とは異なる状態になった。 

事故後に，計測設備の点検を実施したところ，サプレッショ

ンプール水温度検出器の絶縁抵抗低下が確認された。絶縁抵抗

低下の原因は，格納容器内に設置されている中継端子箱の浸水

により，端子台の吸湿及び発錆によるものであった。 

端子台を使用しない直ジョイント部については絶縁抵抗低下

の程度が低く判定基準を満足していた。中継端子箱への浸水は，

事故対応中のサプレッションプール水位上昇によるものであっ

た。 

柏崎刈羽原子力発電所６，７号機のサプレッションプール水

温度検出器中継端子箱設備状況について確認した内容を以下に

整理する。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7特有の事象 

 

   

設計基準事故時には，サプレッションプールを水源とする残

留熱除去系が運転するため，サプレッションプール水位が上昇

し中継端子箱が水没することはない。 

重大事故等発生時は，外部水源からの注水により，サプレッ

ションプール水位が上昇する可能性がある。その場合，Ｗ／Ｗ

ベント配管高さ－１ｍ到達時に外部水源による格納容器スプレ

イを停止することになっている。この水位と比べ，サプレッシ

ョンプール水温度計中継端子箱は低い位置にあるため水没する

ことになる。このため，端子台を使用している６号機について

は，直ジョイントに変更することで，事故時の耐環境性向上を

図る設計とする。 

また，サプレッションプール水温度が測定不能になった場合

は，他のパラメータにより推定することができる。 

以上 
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別紙1-参考4 

ケーブル敷設問題における対策 

 

１．ケーブル敷設問題における問題点 

柏崎刈羽原子力発電所で確認されたケーブル敷設問題は、安全

系と常用系との分離及び異なる安全系間の分離が正しく行われて

おらず、常用系設備が安全系設備に波及的影響を与える可能性、

及び異区分の安全系設備が共通要因故障によって同時に機能喪失

に至る可能性があり、安全系設備に関する設計要求事項を満足で

きない状態となってしまったものである。 

これは安全系設備への影響を確認するプロセスが十分でなかっ

たことが原因であり、本ケーブル敷設問題を受け、根本原因分析

を実施し、業務プロセスにおける以下の問題点を抽出した。 

 

【工事計画プロセスにおける要因】 

・当社は、工事を計画するにあたり「安全上の重要度が低い設備

のトラブルを、安全上の重要度が高い設備に波及させない」こ

とを防止するための仕組みが不十分だった。 

（

図1 問題点①） 

 

【設計変更管理プロセスにおける要因】 

・従来の設計変更管理プロセスは「設計管理基本マニュアル」に

基づき、設計変更管理の対象となった設備に対する設計要求事

項（安全機能への影響確認含む）を整理し、その設計要求事項

のとおりに工事が実施されていることを確認するプロセスとな

っており、設計変更管理対象外の設備に対する設計要求事項の

確認が十分ではなかった。  

（

図1 問題点①） 

 

・常用系設備が安全系設備に与える波及的影響，共通要因故障が

同時に異区分の安全系設備に与える影響等，他設備への影響に

対する考慮（専門的知識を持つ者による確認）が十分ではなか

った。                  

（

図1 問題点②） 

添付 12 

東海第二発電所におけるケーブルの系統分離について 

 

１．はじめに 

原子力規制委員会より平成２８年１月６日に指示文書「東京

電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケー

ブル敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第 1601063号）

（以下「指示文書」という。）が発出されており，これに従い，

当社は平成２８年３月３１日に「東京電力株式会社柏崎刈羽原

子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応につ

いて（指示）に係る対応について（報告）」を提出している。本

報告においては，当社の要求事項である「発電用原子力設備に

関する技術基準を定める省令（昭和４０年通商産業省令第６２

号）」（以下「旧技術基準」という。）に照らし，不適切なケーブ

ル敷設はないことを確認したことを報告している。（参考－１） 

一方，平成２５年６月に施行された「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」（以下「新技術基準」と

いう。）に対しては，ケーブルの系統分離について対応が必要と

なる箇所が確認されていることから，新技術基準への適合方針

について以下に説明する。 

 

２．東海第二発電所のケーブルの系統分離に対する要求 

  東海第二発電所は電源が３区分となっており，旧技術基準に

基づいて設計されていることから，トレイ，電線管又はコンク

リートピットにケーブルを敷設するにあたっては，電力ケーブ

ルに対しては区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに分離して敷設する要

求があるものの，制御・計装ケーブルに対しては分離の要求は

ない。また，同区分の非常用系と常用系のケーブルに対する分

離の要求もない。 

３．新旧技術基準要求の比較と東海第二発電所の調査結果 

旧技術基準と新技術基準のケーブルに関する系統分離（区分

分離）の要求事項は第１表のとおり。東海第二発電所建設当時

のケーブルの分離要求を考慮すると旧技術基準には適合するも

のの新技術基準に適合しない状況が確認されている。 

 

 

 

別紙１－参考３ 

島根原子力発電所におけるケーブルの系統分離について 

 

１．はじめに 

  原子力規制委員会より平成 28年１月６日に指示文書「東京電

力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブ

ル敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第 1601063 号）

（以下，「指示文書」という。）が発出されており，これに従い，

当社は平成 28 年３月 31 日に「東京電力株式会社柏崎刈羽原子

力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応に関す

る調査結果について（報告）」を提出している。本報告において

は，当社の要求事項である「発電用原子力設備に関する技術基

準を定める省令（昭和 40年通商産業省令第 62号）」（以下，「旧

技術基準」という。）に照らし，不適切なケーブル敷設はないこ

とを確認したことを報告している。（参考－１） 

ここでは，平成 25年６月に施行された「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下，「新技術基準」

という。）に対する適合性について以下に説明する。 

 

 

 

２．２号炉のケーブルの系統分離に対する要求 

２号炉の安全系は電源が３区分となっており，旧技術基準に

基づいて設計されていることから，ケーブルトレイ及び電線管，

並びに中央制御室床下（補助盤室含む）にケーブルを敷設する

にあたっては，区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに分離して敷設する

設計としている。また，常用系電力ケーブルの複数の安全系へ

の跨ぎを行わない設計としている。 

 

３．新旧技術基準要求の比較と２号炉の調査結果 

旧技術基準と新技術基準のケーブルに関する系統分離（区分

分離）の要求事項は第１表のとおりであるが，安全系及び常用

系ケーブルいずれについても，要求事項を満足することを確認

している。なお，ケーブル処理室内の火災防護対象ケーブルに

ついては，「第８条 別添資料 1-資料 1(2.1.3.1)」のとおり，

火災の影響軽減のための分離対策等を実施している。 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

「東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電

所で確認された不適

切なケーブル敷設に

係わる対応について

（指示）」を受け，島

根サイトにて調査を

行った結果に基づき

作成された資料であ

るため，島根２号炉

固有の記載内容とし

ている。 
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【調達管理プロセスにおける要因】 

・当社は、調達時の工事共通仕様書において遵守すべき適用法令

を明示しているが、工事追加仕様書において具体的な設計要求

事項に関する記載が十分ではなかった。 

       

（図1 問題点③） 

 

【工事監理プロセスにおける要因】 

・担当者は、設計要求事項と現場の設備及び設備図書が一致して

いることを確認すべきだったが、確認できていなかった。                         

（図1 問題点④） 

 

 

２．ケーブル敷設問題に対する再発防止対策 

１項に示すようなケーブル敷設問題に関する根本原因分析を踏

まえて、同様な問題が発生しないよう常用系設備が安全系設備に

与える波及的影響、共通要因故障が同時に異区分の安全系設備に

与える影響等、他設備への影響を確認する新たなプロセスを「工

事計画プロセス」に追加するとともに、工事を実施する際の業務

プロセスである「設計変更管理プロセス」、「調達管理プロセス」、

「工事監理プロセス」について改善を実施した。従前の業務フロ

ーにおける問題点と改善した業務フローを図1 に示す。 

 

第１表 新旧技術基準の要求の比較と東海第二発電所の調査

結果 

 

 

※ 東海第二発電所では３２０箇所を調査にて確認 

（詳細は第２表のとおり。） 

 

 

 

４．区分跨ぎケーブルが発生した原因 

  東海第二発電所は，１９７８年（昭和５３年）運転開始であ

り，運転開始時には非難燃ケーブルが敷設され，運転開始以降

の増改良工事では難燃ケーブルが敷設された。当社の要求事項

を明記した工事等仕様書では旧技術基準を満足するよう要求し

ていたため，要求事項を満足するよう，電力ケーブルについて

は区分分離を行ったものの，制御及び計装ケーブルに対しては，

区分分離の要求は無かったことから，異区分を跨ぐケーブルが

敷設されたものと考えられる。なお，新技術基準施行後は新技

術基準の要求事項を調達管理に反映しており，異区分を跨ぐケ

ーブルは敷設されていない。 

 

 

 

第１表 新旧技術基準の要求の比較及び２号炉の適合性 

敷設状況 

旧技術基準 

適合性※ 

新技術基準 

適合性※ 

電力 
ケーブ
ル 

制御･ 
計装 

ケーブル 

電力 
ケーブ
ル 

制御･ 
計装 

ケーブル 
① 安全系と

常用系全
てが分離 

○ ○ ○ ○ 

② 常用系-安
全系区分
跨ぎ 

○ ○ ○ ○ 

③ 常用系-安
全系複数
跨ぎ 

× ○ × × 

④ 安全系異
区分跨ぎ 

× × × × 

※ ○：要求を満足する，×：要求を満足しない 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 東海第二発電所では３２０箇所を調査にて確認 

（詳細は第２表のとおり。） 

 

 

 

 

 

 

 

 東海第二発電所は，電源が３区分となって 

おり，また，同区分の非常用系（安全系）と 

常用系（非安全系）のケーブルに対する分離

の 

要求はなく，これらは同一のトレイに敷設さ 

れているため，第１表は第 469 回審査会合 

（平成 29 年 5 月 25 日）の当社３プラント 

共通の敷設パターン（右図）から東海第二発

電 

所の敷設パターンに見直した。 
 

 ◆ 同区分の非常用系（安全系）と常用系（非安全系） 

のケーブルは同一のトレイに敷設されているため 

右図（ⅱ）は跨ぎなしと同じ。 

 ◆ 同区分の非常用系（安全系）と常用系（非常用系） 
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図1 従前と対策後の業務フロー比較 

 

当社は、前記の改善した業務プロセスを実施することで、工事

計画段階で設備ごとの設計要求事項を整理し、工事実施段階で計

画のとおりに工事が実施されていることを確認している。 

各業務プロセスにおける改善内容の詳細を以下に示す。 

【工事計画のプロセス】 

従来の工事計画のプロセスにおいては、工事計画を立案する際

に新しく設置する設備が他設備へ影響を与えるリスクを検討すべ

きであったが、確認するためのプロセスが構築されていなかった。 

特に設計変更管理プロセスの対象外となる設備（※１）は、設

計要求事項の明確化や工事主管グループ以外からの設計レビュー

を受けるプロセスとなっておらず、他設備への影響を確認するプ

ロセスがなかったことから、ケーブル以外の設備においてもケー

ブル敷設問題と同様な事象を起こしやすい状況であった（実際に

ケーブル敷設問題で問題となった工事の多くがこのケースの工事

である）。 

５．ケーブル用途（負荷）特定状況 

指示文書に従い，東海第二発電所でのケーブル敷設状況を確

認した結果，当社の要求事項である旧技術基準は満足していた

が，新技術基準に適合させるための対策が必要な制御・計装ケ

ーブルの跨ぎ箇所が３２０箇所確認された。このうち１２３箇

所については，平成２８年３月の指示文書報告時点でケーブル

用途（負荷）が特定されている。また，この時点で用途（負荷）

の特定ができなかった１９７箇所についても，新技術基準適合

への対応として，ケーブル用途（負荷）の特定作業を行い， 平

成２９年７月２０日現在，ケーブル用途（負荷）の特定作業は

完了した。（参考－２，３） 

 

第２表 跨ぎケーブル特定状況（平成２９年７月２０日現在調査

完了） 

 

 

６．対応方針 

新技術基準に適合しないケーブルについては，新技術基準に

適合させるため，以下のフローに従い対応し区分分離を図る。

対応方針は第３表のとおり。 
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※１：設計管理基本マニュアルでは、原子力発電プラントを構成

する構築物、システム、機器及びそれらの運用管理業務等

に関する新設計・新技術の導入あるいは設計変更を、設計

変更管理の対象としている。設計変更管理の対象外となる

設備はプラントにとって重要度の低いものであり、具体的

な例として、ＰＨＳ等の一般通信機器や定検時における仮

設足場のようなユーティリティ使用機器等が挙げられる。 

 

このため、全ての工事（セキュリティ関連工事についても対象）

について、当該工事が他設備へ影響を与えないよう考慮するため

の対策として、「保守管理基本マニュアル」を改訂するとともに、

「プラント安全設計への影響確認業務ガイド（以下「ガイド」と

いう。）」を制定し、工事を計画した段階で、当該工事が他設備

へ影響を与えないことを確認するプロセスを追加し、運用を開始

している。 

なお、この確認により、設計変更管理プロセスの対象外となる

設備でも他設備へ影響ありと判断された工事については、設計変

更管理プロセスに基づく管理を行い、設計要求事項の確認等を実

施する。 （図1 再発防止対策①） 

 

具体的には、計画する工事が安全系設備やSA 対策設備等に影響

を与えないことを工事主管グループがプラント安全設計への影響

チェックリストに基づき確認する。 

 

（参考1） 

適切に影響確認が行われるためには、当該チェックリストが、

工事主管グループによって効果的に活用される必要があるため、

ケーブル問題の対策として選定した各分野の専門的知識を有する

者（以下「エキスパート」という。）が影響の有無を確認する際

の視点を取りまとめたものを「影響確認する際の確認点・留意点」

としてガイドに反映し、これを参照する仕組みとした。 

（参考2） 

また、工事主管グループには事務系のグループも含まれること

を考慮し、まずは安全系設備やSA 対策設備等が設置されているエ

リアであることを認識させることが、より効果的な影響確認につ

ながると考え、ガイドに記載するチェックフローでは、冒頭に具

体的な場所を示すこととした。 

（参考3） 
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工事主管グループの確認時に他設備への影響があると判断され

るもの、又は他設備への影響の有無が不明確なものについては、

エキスパートの審査を受けることとした。エキスパートは、発電

所及び本社に配置しており、他設備への影響があると判断された

工事に対して、設計要求事項や設計内容を適宜レビューし、当該

の工事が他設備へ影響を与えない設計であることを確認する役割

を担 

っている。 

エキスパートを設置する分野は、共通要因故障や波及的影響を

発生させる可能性のある事象に対処するための共通設計分野（法

令，地震，雷，火災，溢水等）と個別の系統や設備仕様（区分分

離，ケーブル等）に関する設計分野を設定している。エキスパー

トの任命に当たっては、候補者に対して教育を行い、面談を通じ

て力量確認を実施している。 

なお、工事主管グループにて作成したチェックリストは、原子

力安全を総括する部門が集約して再確認することとしており、工

事主管グループによる確認結果に不足があると判断した場合、又

はエキスパートへの確認が必要と判断した場合には、工事実施前

までに工事主管グループへ再確認結果を伝えることとしている。 

 

【設計変更管理プロセス】 

設計変更管理プロセスは「設計管理基本マニュアル」に基づき、

本社又は発電所の工事主管グループが設計担当箇所となり、各設

計変更管理プロセスにおいて、設計の重要度に応じた設計管理業

務を実施する。 

具体的には、設計要求事項を明確化し、後段の調達管理プロセ

スに設計要求事項が確実に反映されるようにするとともに、設計

変更された設備等が設計要求事項に適合していることを確認す

る。 

また、各設計変更管理プロセスにおいて設計の重要度に応じた

レビュー、検証等を行い、それぞれのプロセスにおける責任者の

承認を得ることになっている。 

 

これまでは、上記の設計変更管理を行うことで、設計変更され

た設備が設計要求事項に適合できるよう運用されていたが、今回

のケーブル敷設問題において、設計変更管理対象となった設備で

も分離要求を満足していないことが確認される等、他設備への影

響を確認するプロセスが不足していたことがわかっている。 

第３表 区分分離対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン１の例        区分間バリアのイメージ 
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このため、設計変更管理プロセスについても、各工事に関する

他設備への影響を確認するとともに、設計計画、設計検討等の各

段階でエキスパートのレビューを受けることで、設備が設計要求

事項に確実に適合するようプロセスを以下のとおり改善すること

とした。 

 

①設計管理対象の抽出 

設計担当箇所は、原子力発電プラントを構成する構築物，シス

テム，機器及びそれらの運用管理業務等に関する新設計・新技術

の導入あるいは設計変更について、その設計変更内容（プラント

の基本設計及びそれに関わる設計変更かどうか等）、及びその設

備の重要度等を考慮して設計管理対象に該当するかどうかを判断

する。 

加えて、工事計画のプロセスにおいて、他設備へ影響を与える

可能性があると判断された工事についても、設計管理対象として

抽出される。 

（図1 再発防止対策①） 

②設計計画 

設計担当箇所は、当該の設計変更に対する設計要求事項を明確

化する。具体的には、設計を変更する原子力発電プラントを構成

する構築物，システム，機器及びそれらの運用管理業務等が具備

すべき機能や性能，準拠すべき法令や基準，運転経験から得られ

た情報等を整理するとともに、設計変更に対して当社が要求すべ

き事項を明確化する。 

また、明確化した設計要求事項の妥当性について、設計の重要

度に応じて設定されたレビューア（重要度の高い案件では設計管

理の責任者やエキスパート等が選定される）によるレビューを受

け、設計要求事項を決定する。 

（図1 再発防止対策②） 

③設計検討 

設計担当箇所は、設計要求事項を満足できるよう設計検討を行

い、設計変更内容を具体化し、決定する。 

設計変更内容を具体化し、決定する際、その設計変更内容につ

いて安全性，信頼性，運転性，保守性，実績，工事工程，製造性，

施工性，従事者が受ける放射線量，廃棄物発生量，経済性，許認

可性等の評価を行い、当社としての評価並びに採用に至る判断根

拠等を整理する。 

さらに、設計検討した結果及び方針等が設計要求事項を満足し

【リルートによる区分分離の方法】 

①制御盤内で対象ケーブルを解線し，ケーブルをケーブル処理室

まで引き戻す。 

②引き戻したケーブルは，適切な管路を確保して制御盤へ入線し,

で解線した箇所に結線することでリルート完了。 

 
第１図 ケーブル処理室のケーブルリルート例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

跨ぎケーブル 

の引き戻し 

ケーブルの 

リルート 

394



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ているかどうか、設計の重要度に応じて設定されたレビューアに

よる多面的なレビューを受ける。また、工事実施に伴うプラント

安全設計への影響が有る場合には、安全設計に関係する箇所（エ

キスパート含む）のレビューを受ける。 

（図1 再発防止対策②） 

④設計検証 

設計検証担当箇所は、設計検討した結果を反映した購入仕様書

（機能や製品仕様を記載）や工事仕様書等の設計アウトプットに

ついて、設計要求事項への適合性を検証する。 

 

⑤設計の妥当性確認 

設計の妥当性確認担当箇所は、設計変更された設備等が、設計

要求事項に適合していることを確認するため、工場試験、現地機

能確認試験あるいは試運転段階における立会等により、設計の妥

当性確認を行う。 

 

【調達管理プロセス】 

従来の調達管理プロセスでは、「工事共通仕様書」及び「追加

仕様書作成及び運用マニュアル」に基づき工事追加仕様書を作成

し、工事の発注を行っている。 

ケーブル敷設問題では、工事所管グループが安全系と常用系と

の分離及び異なる安全系間の分離やケーブル敷設計画等の具体的

な設計要求事項を工事追加仕様書に記載しなかったことから、工

事受注者に設計要求事項が明確に伝わらなかった。 

このため、工事主管グループマネージャーは、設計変更管理プ

ロセスにて決定した設計要求事項を工事追加仕様書に明確に記載

し、工事受注者に提示するよう「追加仕様書作成及び運用マニュ

アル」の見直しを実施し、運用を開始している。 

 （図1 再発防止対策③） 

 

【工事監理プロセス】 

従来の工事監理プロセスにおいては、「工事監理マニュアル」

に基づき、設備図書及び工事施行要領書の確認、立会、工事施工

後の記録確認等を通して、工事が設計要求事項とおりに施工され

ていることを確認していた。 

ケーブル敷設問題では、工事追加仕様書に安全系と常用系との

分離及び異なる安全系間の分離に関する要求がなかったことか

ら、工事受注者が作成する施工要領書の確認事項にも安全系と常

参考‐１ 

 

東海第二発電所における跨ぎケーブルの調査方法 

 

原子力規制委員会より平成２８年１月６日に発出された指示

文書「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不

適切なケーブル敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第

1601063 号）に従い，当社は，安全系ケーブルトレイに不適切

なケーブル敷設がなされていないことを以下の方法により調査

した。 

・ 異区分跨ぎケーブルの調査は，中央制御室においては

コンクリートピットの蓋を開放し，盤下のケーブルに

対しては盤の扉を開放して，目視にて確認できるよう

な状態としてから跨ぎ箇所を調査した。 

・ ケーブル処理室及び現場については，全てのトレイに対

し確認漏れがないように，ケーブルトレイ配置図（第３図）

を確認しながら，ケーブル処理室及び現場のケーブルトレ

イを追跡し，目視にて跨ぎ箇所を調査した。 

  ・ 高所，暗所等の視認しづらい箇所に対しては，双眼鏡，

脚立，投光器等を用いることで，目視にて確認できるよう

な状態とすることで跨ぎ箇所の見落としを防止した。 

・ 調査は２名以上の調査員で行い，跨ぎ箇所の見落としが

ないよう，相互に確認を行い，また，跨ぎ箇所が確認され

た場合は，調査員とは別の調査責任者も確認を行い，信頼

性を確保している。 

  ・ 本調査においては，当社からプラントメーカへ業務を発

注する際に，その内容を工事等仕様書に明記するとともに，

同仕様書にて「適用設計基準、技術基準を熟知した者が判

定すること」を要求している。これを受け，プラントメー

カは調査に従事するにあたって必要な力量を有していると

認められた者を選任し，当社へ力量評価書（第３図及び第

４図）を提出している。当社は，この力量評価書をもとに，

調査に従事する者が，必要な力量を有していると判断して

いる。 

以上のとおり信頼性の高い調査を実施したが，新技術基準へ

の確実な適合のため，新技術基準に適合しないケーブル跨ぎ箇

所を解消するための工事を行うにあたって，以下の再確認を実

施する計画である。 

参考－１ 

 

２号炉における跨ぎケーブルの調査方法および調査結果 

 

原子力規制委員会より平成２８年１月６日に発出された指示

文書「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不

適切なケーブル敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第

1601063 号）に従い，当社は，安全系ケーブルトレイに不適切

なケーブル敷設がなされていないことを以下の方法により調査

した。 

（１）調査方法 

島根原子力発電所における安全系ケーブルの敷設は，現

場機器～電線管～ケーブルトレイ～中央制御室床下を経て

制御盤へと入線する。このうち現場機器～電線管について

は他と混在することなくケーブルが電線管に入線する設備

構成であることから，今回のケーブル敷設状況調査は，電

線管～中央制御室床下までの敷設ルートについて実施す

る。合わせて，中央制御室床下の分離バリアの状態につい

ても調査を実施する。 

ａ．中央制御室床下の分離バリアの調査 

中央制御室床下は，制御盤フロア下に処理ボックスを設

置し，エリア分離し，ケーブルを敷設する構造としている

ことから，以下の調査を実施する。 

①分離バリアの点検 

分離バリアの有無および破損の有無について目視確認

を行う。 

②ケーブル敷設状況の確認 

異区分間を跨ぐ形で敷設されているケーブルの有無を

確認する。 

③異区分間の渡り施工の有無 

異区分間の渡り施工を実施している場合は，金属管に

て敷設されていることを確認する。 

ｂ．現場ケーブルトレイの調査 

電線管～ケーブルトレイ～中央制御室床下（ケーブル処

理室）までの敷設ルートについて，安全系異区分ケーブル

の混在の有無および常用系ケーブルの跨ぎの有無を確認す

る。 

また，東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所において，
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用系との分離及び異なる安全系間の分離に関する確認が含まれ

ず、工事実施段階での立会等による現場確認が行われなかった。

また、工事によっては、ケーブルルート図を入手していなかった

ため、現場とケーブルルート図が一致していることを確認できな

かった。 

このため、調達管理プロセスにて工事追加仕様書に記載した設

計要求事項のうち、プラント安全設計（設備の安全機能に係わる

設計要件）への影響（波及的影響を含む）に関する要求事項は、

立会又は抜取立会（立会と記録確認の組み合わせ）により全て確

認を行うことを「工事監理マニュアル」に明記し運用を開始して

いる。 

また、立会及び記録確認を実施する際は、現場と最新の設備図

書類の内容を照合し要求事項が達成されていることを確認するこ

とも「工事監理マニュアル」に明記し運用を開始している。  

（図1 再発防止対策④） 

なお、ケーブル敷設問題を受け施工企業に対しても教育を実施

し、工事の実施前には、事前検討会を行い工事における注意事項

や波及的影響に関する周知を実施している。 

 

【改善した業務プロセスに基づく工事例】 

上記に示した業務プロセスに基づく工事の実施例として、ケー

ブル敷設工事及び配管改造工事を図2 及び図3 に示す。 

図2 及び図3 に示したとおり、工事計画プロセス及び設計変更

管理プロセスで、設備ごとの設計要求事項を確実に抽出し、調達

管理プロセス、工事監理プロセスにおいて、設計要求事項とおり

に工事が実施できるようになっている。 

 

(1) 中央制御室盤下ケーブル跨ぎ（パターン１）及び制御盤

入線部の跨ぎ（パターン２）については，中央制御室盤

下の区分間バリアに穴等の貫通箇所がないことを，工事

結果の確認段階時に再確認する。 

(2) ケーブルトレイ間跨ぎ（パターン３）については，新技

術基準適合のための複合体施工時にケーブルトレイ間

の不適切な跨ぎケーブルがないことを再確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 ケーブルトレイ配置図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 力量評価書（調査責任者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開接続図と配線表の齟齬により安全系ケーブルが常用系

ケーブルトレイに敷設されていた事象があったことから，

同様な事例の有無の調査として，展開接続図と配線表を照

合し，安全系ケーブルが異なる区分に敷設されていないこ

とを確認する。 

（２）調査結果 

   調査結果を以下に示す。 

調査項目 調査結果 

ａ．中央制御室床下の 

分離バリア 

不適切なケーブル敷設無し 

ｂ．現場ケーブルトレイ 不適切なケーブル敷設無し 
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図2 改善後の業務プロセスの実施例（ケーブル敷設）(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 力量評価書（調査員（１／２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 力量評価書（調査員（２／２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

図2 改善後の業務プロセスの実施例（ケーブル敷設）(2/2) 

 

 

 

 

 

参考－２ 

 

東海第二発電所における跨ぎケーブルの用途（負荷）特定方法 

 

東海第二発電所では，跨ぎケーブルを新技術基準に適合させ

るため，跨ぎケーブルの用途（負荷）の特定作業を以下の方法

により行っている。 

   ａ．目視による確認 

対象ケーブルを目視にてケーブル端まで追跡

し，ケーブル用 

途（負荷）を特定する。また，目視による確認結

果は，過去の増改良工事の履歴と照合することに

より，調査の信頼性を高める。 

    ｂ．電気的信号による確認（負荷隔離による確認） 

図面や現場の状態により調査対象ケーブルの用

途（負荷）の範囲を限定したうえで，個別の負荷

単位で隔離することにより，電圧発生装置及び検

電器を用いてケーブル用途（負荷）を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 電気的信号による確認（負荷隔離による確認）の概要 

 

   

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

398



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

図3 改善後の業務プロセスの実施例（配管改造工事）(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，本調査は以下の体制で実施する。 

 

 
 

第６図 ケーブル用途（負荷）特定調査体制表 

 

受注者は調査に従事するにあたって必要な力量を有していると

認められた者を選任し，当社へ力量評価書を提出している。当社

は，この力量評価書をもとに，当該工事又は類似機器の工事の経

験から調査に従事する者が，本調査に必要な力量を有していると

判断している。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

日本原子力発電（株） 

原電エンジニアリング（株） 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 

（株）関電工 （株）日立プラントコンストラクション 
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図3 改善後の業務プロセスの実施例（配管改造工事）(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考－３ 

ケーブル敷設状況調査リスト

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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３．再発防止対策実施以前の工事について 

２項に示す業務プロセスの改善を実施する以前の工事について

は、今後、各設備に対する設計要求事項を踏まえて現場ウォーク

ダウンを実施し、各設備が設計要求事項を満足していることを確

認する。 

 

４．更なる改善 

【構成管理】 

ケーブル敷設問題を受けて実施した根本原因分析から、「各業

務の途中経過及び結果に対する計画的検証」や、「業務プロセス

若しくは設計要求事項に照らした設備の適合性についての定期的

検証」を実効的に実施するための仕組みが不十分だったことがわ

かっている。 

このため、各工事において、①変更の内容がプラントの安全設

計要求に合致していること、②変更を受けた設備が設計要求を満

足していること、③設備図書と現場の設備が整合していることを

確認する仕組み（構成管理）を構築する。 

具体的には、当社自身が系統，機器に関する設計要求事項を把

握するため、当社の運用管理上必要な設備図書類を再整理した上

で契約上要求し、提出された設備図書と現場の設備の整合を確認

した上で、これらの設備図書をいつでも取り出せるよう適切に管

理する。 

構成管理プロセスを構築することにより、発電所設備が設計要

求のとおりに製作、運転、維持されていることを保証することが

可能となる。本プロセスについては平成29 年度の本格導入をめざ

し、現在詳細を検討中である。 

 

【教育】 

ケーブル敷設問題を受け、教育面の対策として原子力部門の全

員及び施工企業に対し、ケーブル分離・独立の観点からの問題点

等本事象に関する説明と原子力安全に及ぼす波及的影響に関する

教育を実施した。 

また、各人の力量を把握し、業務に応じた教育管理並びに仕事の

付与管理を行う仕組みが不十分だったことから、各技術部門の業

務を行うために必要な知識や技能について体系的なアプローチを

用いて教育訓練プログラムを改善し、技術力の向上を図っていく

ため、「原子力人財育成センター」を設置して教育・訓練体制の

ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

401



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

見直しを進めることとしている。 

【参考1】 

プラント安全設計への影響チェックリスト 

 

 

 

 

 

ケーブル敷設状況調査リスト 

 

完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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【参考2】 

プラント安全設計への影響確認を実施する場合の確認点及び留意

点 

 

 

ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 

完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 
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ケーブル敷設状況調査リスト 

 
完了：平成 28 年 3 月時点で用途特定済み 

今回調査完了：平成 29 年 3 月からの調査で用途特定済み 

以上 
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【参考3】 

プラント安全設計の影響確認範囲 

発電所内の保全区域内・管理区域内・開閉所・ケーブル洞道・

緊急時対策所・SA 対策設備・MP・防火帯・アクセスルートに影響

を及ぼす工事を実施する場合、プラント安全設計への影響確認を

実施している。 

以下に柏崎刈羽原子力発電所における影響確認範囲を示す。 
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別紙2-1 

共用・相互接続設備 抽出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付13 

共有／相互接続設備 抽出表 

 

別紙 2-1 

共用・相互接続している重要安全施設及び安全施設の抽出結果 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

号炉間で共用してい

る安全施設の相違 
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別紙2-2 

共用・相互接続設備 概略図 

（１）非常用交流電源系，500kV 送電線及び154kV 送電線，変圧

器（起動用開閉所変圧器，起動変圧器，予備電源変圧器，

共通用高圧母線，共通用低圧母線），開閉所（超高圧開閉

所機器，起動用開閉所機器，154kV 開閉所機器） 

添付 14 

共用設備 概略図 

別紙２－２ 

共用・相互接続設備概要図 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「２．

電気設備」に記載 
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（２）中央制御室（下部中央制御室を除く）， 

中央制御室換気空調系（下部中央制御室の換気を除く） 

 

 １．中央制御室，中央制御室遮蔽 

 

別紙図 2-2-1 中央制御室等概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は換気設

備の共用・相互接続が

ない 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フ ィ ル タ

（非常用） 

中央制御室 

1 号炉 

制御盤 

２号炉 

中央制御室 

換気系 

１号炉 

中央制御室 

換気系 

（使用停止） 

２号炉送風機容量：1号及び２号炉空間容積を 

換気可能な容量×２台 

2 号炉 

制御盤 

遮蔽 

再循環用 

ファン 

フ ィ ル タ

（非常用） 

再循環用 

ファン 

閉止板 

（相互接続なし） 

：共用範囲（中央制御室） 

：共用範囲（中央制御室遮蔽） 

閉止板 

（相互接続なし） 
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  ２．電気設備 

【共用】 

 ・220kV送電線，220kV開閉所 

 ・66kV送電線，66kV開閉所，予備変圧器 

【相互接続】 

 ・２号炉非常用コントロールセンタから１号炉，３号炉非常用

コントロールセンタまでの電路 

・緊急用メタクラを介して２号炉非常用メタクラから３号炉非

常用メタクラまでの電路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（１）に記

載 

 

１号 

非常用 
メタクラ 

非常用 
コントロールセンタ 

３号 

66kV 220kV 500kV 

 

  

  

緊急用メタクラ 220kV開閉所 

66kV開閉所 

起動 
変圧器 

起動 
変圧器 所内 

変圧器 

所内 
変圧器 補助 

変圧器 

常用メタクラ 常用メタクラ 常用メタクラ 非常用 
メタクラ 

非常用ロードセンタ 非常用 
パワーセンタ 

非常用ロードセンタ 

非常用コントロールセンタ 非常用モータ 
コントロールセンタ 

500kV開閉所 

主変圧器 主変圧器 

２号 

非常用 
メタクラ 

第 2-66kV 
開閉所 予備 

変圧器 
予備変圧器 
分岐盤 

凡例 
：共用範囲 
：相互接続 

DG DG DG

GG

GTG

別紙図 2-2-2 単線結線概要図 
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（３）使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む），燃料

プール冷却浄化系，燃料取替機，原子炉建屋クレーン，燃料プー

ル冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁 

 

 ３．燃料プール冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  ４．復水輸送系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（１４）に

記載 

別紙図 2-2-3 燃料プール冷却系概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
：共用範囲 

燃料プール 
スキマサージ 
タンク 

ポンプ 
ろ過脱塩装置 

熱交換器 

使用済燃料貯蔵ラック 

別紙図 2-2-4 復水輸送系概要図 
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（４）圧力抑制室プール水排水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 
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（５）液体廃棄物処理系 

 

 

  ・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「８．液

体廃棄物処理系」に

記載 

（６）固体廃棄物処理系 

 

(1) 固体廃棄物処理系 

 

 

固体廃棄物貯蔵庫（東海発電所と共用）の貯蔵保管量予測 

 ・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「９．固

体廃棄物処理系」に

記載 

       ：共用範囲 
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（７）取水設備，放水設備 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 

（８）所内ボイラ，所内蒸気系及び戻り系 

 

 

 

(2) 所内ボイラ設備，所内蒸気系 

 

５．補助ボイラ，所内蒸気系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

別紙図 2-2-5 補助ボイラ，所内蒸気系 概要図 

       ：共用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水タンク 

給水ポンプ 

所内ボイラ 

（Ａ） 

 

所内ボイラ 

（Ｂ） 

蒸気溜め 

東海発電所 

・洗濯設備 

・建屋暖房 

東海第二発電所 

所内ボイラ設備 

東海第二発電所 

所内蒸気系各負荷 

東海第二発電所 

所内蒸気系 

給水処理系 

純水貯蔵タンクより 

閉操作により隔離可能 
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 (3) 給水処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

       ：共用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的タンクは原水タンク，ろ過水貯蔵タンク

及び純水貯蔵タンクの代替が可能であり合理

的な運用を図ることができる。 

原水 

タンク 

1000m３ 

多目的 

タンク 

1500m３ 

 

ろ過水

貯蔵 

タンク 

1500m３ 

純水 

貯蔵 

タンク 

500m３ 

県央広域 
工業用水 

前処理装置 給水処理装置 

東海第二発電所 

給水処理系 

東海発電所 

・飲料水系 

・作業時の雑用水 

構内消火系 
東海第二発電所 

・消火水系（屋内） 

・ろ過水系各負荷 

東海発電所 

・補機冷却系の 

補給水 

東海第二発電所 

・復水貯蔵タンク 

・所内ボイラの 

給水タンク 

・純水系各負荷 

閉操作により

隔離可能 
閉操作により

隔離可能 

東海発電所 

ろ過水槽 

252m３ 

 

東海発電所 

純水タンク 

597m３ 
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 (4) 放射線監視設備 

  ① 固定モニタリング設備（モニタリングポスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「10．モ

ニタリングポスト」に

記載 

   ② 気象観測設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「11．気

象観測設備」に記載 

 

 

 

 

 

 

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 電離箱検出器 
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   ③ 放射能観測車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 
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   ④ 環境試料測定設備，出入管理室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ａ．環境試料測定設備 

    発電所周辺の水・食物・土壌などの環境試料の前処理や，

放射線物質濃度を測定する設備を事務本館内にある環境試

料測定室に設けている。 

 

  ｂ．出入管理室 

    東海発電所及び東海第二発電所（Ａ区域）の管理区域の

出入り管理及び被ばく線量を監視する設備を出入管理室に

設けている。 

 ・設備の相違 

 (5) 消火系（構内消火設備，屋内消火設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   東海発電所及び東海第二発電所において共用としている消

６．消火系（水消火設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（１２）に

記載 

【東海第二】 

設備の相違および東

海第二は消防法への

適合性を記載 

別紙図 2-2-6 水消火設備概要図 

       ：共用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンクは給水処理系設備

であるが，構内及び屋内消火設備供給源であるため合わせて記載。 

※２ 多目的タンクは原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク 

の代替が可能であり合理的な運用を図ることができる。 

東海第二発電所 

屋内消火設備 

構内消火用 

ポンプ 
(3.7m３/min) 

東海第二発電所 

各構内（屋外） 

消火栓 原水 

タンク 

1000m３ 

※1 

多目的 

タンク 

1500m３ 

※1,※2 

ディーゼル駆動 

構内消火ポンプ 

(4.3m３/min) 

東海第二発電所 

構内消火設備 

東海発電所 

各構内（屋外） 

消火栓 

閉操作により

隔離可能 

東海第二発電所 

各屋内消火栓 

ろ過水 

貯蔵 

タンク 

1500m３ 

※1 

東海第二発電所 

固体廃棄物作業
建屋（共用設備）

内消火栓 

電動機駆動 

消火ポンプ 
(3.7m３/min) 

ディーゼル駆動 

消火ポンプ 

(4.3m３/min) 

閉操作により

隔離可能 
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火系（屋内消火設備及び構内消火設備）について，消火活動

にて使用する消火栓の必要水量は，以下の通り消防法施行令

の要求を満足するよう設計している。 

 

 (1) 屋内消火施栓（消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に

関する基準）） 

 

屋内消火栓必要水量＝2 箇所(消火栓)×0.13m３／min×2 時

間＝ 31.2m３ 

 

   東海発電所として作業等を行う場合の固体廃棄物作業建屋

（共用設備）及び東海第二発電所それぞれに単一の火災が同

時に発生し，消火栓による放水を実施した場合において必要

となる放水量は，屋内消火栓の放水量を倍（消火栓 4 か所に

余裕を見て）として 100m３としても，供給するろ過水貯蔵タ

ンクの容量は 1,500m３（多目的タンクを代替で使用時は

1,500m３）であり，十分確保される。 

   また，ポンプ容量について，消火栓 4 か所を使用した場合

に必要となる送水容量は 1.0m３／min（0.13m３／min×4 か所

に余裕を見て）としても，電動機駆動消火用ポンプ（3.7m３

／min）及びディーゼル駆動消火ポンプ（4.3m３／min）であり，

十分確保される。 

 

 (2) 屋外消火施栓（消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に

関する基準）） 

 

屋外消火栓必要水量＝2 箇所(消火栓)×0.35m３／min×2 時

間＝ 84.0m３ 

 

   東海発電所及び東海第二発電所それぞれに単一の火災が同

時に発生し，消火栓による放水を実施した場合において必要

となる放水量は，屋外消火栓の放水量を倍（消火栓 4 か所に

余裕を見て）として 200m３としても，供給する原水タンクの

容量は 1,000m３（多目的タンクを代替で使用時は 1,500m３）

であり，十分確保される。 

   また，ポンプ容量について，消火栓 4 か所を使用した場合

に必要となる送水容量は 2.0m３／min（0.35m３／min×4 か所

に余裕を見て）としても，構内消火用ポンプ（2.6m３／min）
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及びディーゼル駆動構内消火ポンプ（2.6 m３／min）であり，

十分確保される。 

 

 (3) 万が一，多目的タンクから同時に屋内及び屋外消火栓へ供

給する状況となった場合を想定し，300m３（屋内消火栓 100m

３＋屋外消火栓 200m３）としても，供給する多目的タンクの容

量は 1,500m３であり，十分確保される。 

 

  ７．消火系（泡消火設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（１２）に

記載 

  ８．液体廃棄物処理系 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（５）に記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：共用範囲 

：建物区分 

トーラス水 
受入タンク 

機器ドレン 
タンク 

タンク 

ろ過脱塩器 

床ドレン 
タンク 

タンク 

濃縮器 

化学廃液 
タンク 

タンク 

濃縮器 

凝縮水受 
タンク 

ろ過脱塩器 脱塩器 処理水
タンク 

脱塩器 
機器ドレン 
処理水タンク 

復水貯蔵 
タンク 
又は 

補助復水 
貯蔵タンクへ 

ランドリドレン 
収集タンク 
タンク 

濃縮器 ランドリドレン 
サンプルタンク 

脱塩器 

ろ過器 
ランドリドレン 

タンク 

２号炉 
復水器冷却水 
放水路へ 

1 号炉より
※1 

（２号炉建物内） 

機器ドレン系 

床ドレン 
化学廃液系 

ランドリ 
ドレン系 

1 号炉より
※1 

1 号炉より
※1 

RE 

排水モニタ 

別紙図 2-2-7 泡消火設備概要図 

別紙図 2-2-8 液体廃棄物処理系概要図 
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  ９．固体廃棄物処理系 

 

別紙図 2-2-9 固体廃棄物処理系概要図 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7は（６）に記

載 

（９）不活性ガス系 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 
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（１０）固定モニタリング設備 

 

 10．モニタリングポスト 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は「(4) 放

射線監視設備」に記載 

 

（１１）気象観測設備 

 

 

 11．気象観測設備 

 

 

別紙図 2-2-11 気象観測設備配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は「(4) 放

射線監視設備」に記載 

 

１０．モニタリングポスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

モニタリングポスト（№6） 

モニタリングポスト（№5） 

モニタリングポスト（№4） 

モニタリングポスト（№3） 

モニタリングポスト（№2） 

モニタリングポスト（№1） 

凡例 

●モニタリングポスト 

別紙図 2-2-10 モニタリングポスト配置図 

 
モニタリングポスト設置状況 

別紙図２－２ 

１１．気象観測設備 

 

 

  

 

 

風向風速計 

雨量計，温度計，湿度計 

ドップラソーダ 

日射計，放射収支計 

別紙図 2-2-11 気象観測設備配置図 

別紙図 2-2-10 モニタリングポスト配置図 
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（１２）消火系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「６．

消火設備（水消火設

備）」，「７．消火設備

（泡消火設備）」に記

載 
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（１３）安全避難通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 

446



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

   

（１４）復水貯蔵槽，復水補給水系 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 
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（１５）計装用圧縮空気系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は共用し

ていない 
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別添1 

柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉 

 

運用，手順説明資料 

 

安全施設 

別添 

 

 

運用，手順説明資料 

 

別添１ 

島根原子力発電所２号炉 

 

運用，手順説明資料 

 

安全施設 

 

（第１２条 安全施設） 

 

（第１２条 安全施設） 

 

（第１２条 安全施設）

 

・設備の相違 

単一設計箇所の相違 

技術的能力に係わる運用対策等（設計基準） 

 

 

 

 

表 技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

 

技術的能力に係わる運用対策等（設計基準） 
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添付 5 

静的機器の単一故障に係る被ばく評価条件について 

 

補足説明資料１ 

 

 

 

 

 

静的機器の単一故障に係る 

 

設計について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は本文中の

『 2.1.2.1(2),(3)』，

『2.1.4.1 (2),(3)』

及び別紙 1-5 に記載

している 

【東海第二】 

島根２号炉は，別紙

1-11「修復により機能

復旧した場合の影響

評価について」にて，

故障箇所を修復した

場合の公衆被ばく評

価について記載 
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1. 原子炉建屋ガス処理系 

 (1) 非居住区域境界外の被ばく評価について 

   原子炉建屋ガス処理系（非常用ガス再循環系及び非常用ガ

ス処理系）の機能を期待する想定事故は，設置許可申請書添

付書類十の安全評価において，原子炉冷却材喪失及び燃料集

合体の落下があり，それぞれについて影響評価を実施した。 

  ａ．解析条件 

    原子炉冷却材喪失及び燃料集合体の落下時の主な解析条

件を第 1表及び第 2表に示す。 

    また，原子炉冷却材喪失時の核分裂生成物の放出経路の

概略を第 1 図，燃料集合体の落下時の核分裂生成物の放出

経路の概略を第 2 図に示す。なお，原子炉冷却材喪失時の

希ガス及びよう素が大気中に放出するまでの過程を第 3 図

及び第 4 図に，燃料集合体の落下時のよう素及び希ガスが

大気中に放出するまでの過程を第 5図及び第 6図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．非常用ガス処理系（被ばく評価） 

（１）敷地境界の被ばく評価について 

非常用ガス処理系の機能を期待する想定事故は，設置許可添

付書類十の安全評価において，燃料集合体の落下及び原子炉冷

却材喪失があり，それぞれについて影響評価を実施した。 

 

ａ．評価条件 

  燃料集合体の落下及び原子炉冷却材喪失（事故）時の，故

障の修復を行わない場合の主な評価条件を表 1-1及び表 1-2

に，燃料集合体の落下時の核分裂生成物の放出経路の概略を

図 1-1，原子炉冷却材喪失時（事故）の核分裂生成物の放出

経路の概略を図 1-2に示す。なお，燃料集合体の落下時のよ

う素及び希ガスが大気中に放出するまでの過程を図 1-3及び

図 1-4に，原子炉冷却材喪失（事故）時のよう素及び希ガス

が大気中に放出するまでの過程を図 1-5及び図 1-6に示す。 

また，故障の修復を行う場合の主な評価条件を表 1-3及び

表 1-4に示す。 
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第 2表 主な解析条件（燃料集合体の落下）（1／2） 
 

項目 評価条件 選定理由 

原子炉停止前

の原子炉熱出

力 

3,440MW 
定格出力に余裕をみた値 

（定格出力の約 105％） 

原子炉運転時

間 
2,000日 

核分裂生成物の蓄積量が

平衡に達する運転時間に

余裕をみた上で，炉内平

均滞在日数を考慮した値 

原子炉停止後，

事故発生まで

の時間 

1日 

定検工程に余裕をみた値 

（通常は原子炉停止数日

後に燃料取替作業を行う

が，保守的に 1日を仮定） 

破損燃料棒本

数 

2.3 体相当（燃料集合体換

算） 

事故解析結果に余裕をみ

た値 

破損燃料棒か

ら放出される

核分裂生成物

の割合 

希ガス 10％ 

よう素  5％ 

燃料棒ギャップ中の核分

裂生成物の計算値に余裕

をみた値 

破損燃料棒か

ら放出される

よう素の割合 

無機よう素 99％ 

有機よう素  1％ 
実験結果に基づく値 

無機よう素の

水中での除染

係数 

500 安全評価審査指針どおり 

非常用ガス再

循環系 

事故発生～ 

24時間 

よう素除去

効率 90％ 

換 気 率  

4.8回／d 

・よう素除去効率 

設計上定められた最小

値 

・換気率 

設計値 
24 時間以

降 
同上 

非常用ガス処

理系 

事故発生～ 

24時間 

よう素除去

効率 97％ 

換 気 率   

1回／d 

・よう素除去効率 

設計上定められた最小

値 

・換気率 

設計値 

・原子炉建屋漏えい率 

事象発生から 24時間以

降は非常用ガス処理系

の機能喪失を仮定する

ため，原子炉建屋から

大気中へ漏えいするこ

ととなるが，この漏え

い量を換気率と同等と

して 1 回／d と仮定す

る。 

24 時間以

降 

考慮しない 

（機能喪失

する想定） 

表 1-1 主な評価条件（燃料集合体の落下）（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

原子炉停止前の

原子炉熱出力 
2,540MW 

定格出力に余裕をみた

値（定格出力の約 105％） 

原子炉運転時間 2,000 日 

核分裂生成物の蓄積量

が平衡に達する運転時

間に余裕を見た値 

原子炉停止後，事

故発生までの時

間 

1日 

定検工程に余裕をみた

値 

（通常は原子炉停止数

日後に燃料取替作業を

行うが，保守的に 1日を

仮定） 

破損燃料棒本数 
2.3体 

（燃料集合体換算） 

事故解析結果に余裕を

見た値 

燃料ギャップ中

への放出割合 

希ガス 10％ 

よう素 5％ 

燃料棒ギャップ中の核

分裂生成物の計算値に

余裕を見た値 

全よう素中の有

機よう素の割合 
1％ 実験結果に基づく値 

無機よう素のプ

ール水中での除

染係数 

500 

発電用軽水炉型原子炉

施設の安全評価に関す

る審査指針（以下，「安

全評価審査指針」とい

う）に基づく値 

非常用ガス処理

系 

事故発生

～24h 

よう素除去効率 

99.97％ 

換気率 

1回/d 

･よう素除去効率 

設計上定められた最小

値 

･換気率 

設計値 

･原子炉棟漏えい率 

影響評価では，非常用ガ

ス処理系の機能喪失を

仮定するため，原子炉棟

から大気中へ漏えいす

ることとなるが，この漏

えい量を換気率と同等

として仮定する。 

24h以降 

よう素除去効率  

99.97％ 

換気率 

0回/d 

原子炉棟漏えい率 

1回/d 
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 第 2表 主な解析条件（燃料集合体の落下）（2／2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価モ

デル 
ガウスプルームモデル 気象指針どおり 

累積出現頻度 小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮する 

気象指針に従って算出

（原子炉建屋の影響を

考慮） 

実効放出継続時

間 

事故発生

～ 

24時間 

希ガス 10時間 

よう素  1時間 

気象指針に従って算出 

24 時間以

降 

希ガス 10時間 

よう素  1時間 

核分裂生成物の

拡散係数 

事故発生

～ 

24時間 

Ｄ／Ｑ 

  5.6×10－２０（Gy

／Bq）χ／Ｑ 

2.0×10－６（s／m
３） 

気象指針に従って算出 

24 時間以

降 

Ｄ／Ｑ 

  4.8×10－１９（Gy

／Bq） 

χ／Ｑ 

2.4×10－５（s／m
３） 

放出位置 

事故発生

～ 

24時間 

非常用ガス処理系排

気筒（排気筒放出） 

事故事象に応じた放出

口からの放出を想定 

24 時間以

降 

原子炉建屋 

（地上放出） 

気象資料 

東海第二発電所において，2005年 4

月～2006年 3月までに観測された，

排気筒付近を代表する標高 148m 地

点（地上高 140m）及び地上付近を代

表する標高 18m（地上高 10m）の風

向及び風速データ 

気象指針どおり 

 

 

表 1-1 主な評価条件（燃料集合体の落下）（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価モ

デル 
ガウスプルームモデル 

発電用原子炉施設の安全

解析に関する気象指針（以

下，「気象指針」という）

どおり 

累積出現頻度 小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮しない 

放出点と評価点までの距

離が離れているため，評価

点における建屋の影響は

小さい 

実効放出継続時

間 

事故発生

～24h 

希ガス 10時間 

よう素 10時間 

気象指針に従って算出 

24h以降 
希ガス 10時間 

よう素 10時間 

核分裂生成物の

拡散係数 

事故発生

～24h 

χ／Ｑ 

3.3×10-6（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.8 × 10-19

（Gy/Bq） 
気象指針に従って算出 

24h以降 

χ／Ｑ 

5.0×10-5（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

9.5 × 10-19

（Gy/Bq） 

放出位置 

事故発生

～ 

24h 

非常用ガス処理系

排気管 事故事象に応じた放出口

からの放出を想定 

24h以降 
原子炉棟（地上放

出） 

気象資料 

島根原子力発電所において，

2009 年 1 月～2009 年 12 月まで

に観測された，排気筒付近を代

表する標高 130m 地点（地上高

115m）及び地表付近を代表する

標高 28.5m（地上高 20m）の風向，

風速データ 

気象指針どおり 
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第 1表 主な解析条件（原子炉冷却材喪失）（1／2） 

項目 評価条件 選定理由 

冷却材中のよう

素濃度 

I-131 を約 4.6×10３Bq

／g とし，それに応じ

他のハロゲン等の組成

を拡散組成として考慮 

I-131 については保安規定上許容さ

れる最大値 

燃料棒から追加

放出される核分

裂生成物の量 

I-131を 2.22×10１４Bq

とし，それに応じ他の

核分裂生成物の組成を

平衡組成として考慮，

希ガスについてはよう

素の 2倍とする 

I-131 については先行炉等での実測

値の平均値に適切な余裕をみた値 

燃料棒から追加

放出されるよう

素の割合 

無機よう素 96％ 

有機よう素  4％ 
安全評価審査指針どおり 

格納容器に放出

される核分裂生

成物のうち，格

納容器内部に沈

着する割合 

希ガス    0％ 

無機よう素 50％ 

有機よう素  0％ 

安全評価審査指針どおり 

サプレッショ

ン・チェンバ内

のプール水への

分配係数 

希ガス     0 

無機よう素 100 

有機よう素  0 

実験に基づく値 

格納容器漏えい

率 
0.5％／d一定 保守的に設計漏えい率で一定と仮定 

格納容器内及び

原子炉建屋内で

の減衰 

考慮する 放出までの崩壊を考慮 

事故の評価期間 無限期間 
安全評価審査指針に基づき保守的に

設定 

非常用ガス再循

環系 

事故発生

～ 

24時間 

よう素除

去 効 率

90％ 

換 気 率  

4.8回／d 

・よう素除去効率 

設計上定められた最小値 

・換気率 

設計値 
24時間以

降 
同上 

非常用ガス処理

系 

事故発生

～ 

24時間 

よう素除

去 効 率

97％ 

換 気 率     

1回／d 

・よう素除去効率 

設計上定められた最小値 

・換気率 

設計値 

・原子炉建屋漏えい率 

事象発生から 24 時間以降は非常

用ガス処理系の機能喪失を仮定す

るため，原子炉建屋から大気中へ

漏えいすることとなるが，この漏

えい量を換気率と同等として 1 回

／dと仮定する。 

24時間以

降 

考慮しな

い 

（機能喪

失すると

想定） 

 

 

 

表 1-2 主な評価条件（原子炉冷却材喪失（事故））（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

冷却材中濃度の

よう素濃度 

I-131 を 1.4×103(Bq/g)と

し，それに応じ他のよう素の

組成を拡散組成として考慮 

運転上許容される最大値（全希

ガス漏えい率 1.11×1010Bq/sで

評価した値） 

燃料棒から追加

放出される核分

裂生成物の量 

I-131を 3.7×1013(Bq)とし，

それに応じ他のよう素及び

希ガスの組成を平衡組成と

して考慮，希ガスについては

よう素の２倍とする 

先行炉等での実測値の平均値に

適切な余裕を見た値 

よう素の形態 
有機よう素 4％ 

無機よう素 96％ 
安全評価審査指針どおり 

格納容器に放出

される核分裂生

成物のうち，原

子炉格納容器内

部に沈着する割

合 

無機よう素 50％ 

有機よう素 0％ 

希ガス   0％ 

安全評価審査指針どおり 

サ プ レ ッ シ ョ

ン・プール水へ

の分配係数 

無機よう素 100 

有機よう素 0 

希ガス   0 

実験結果による 

原子炉格納容器

漏えい率 
0.5%/d 一定 

設計上定められた最大値で一定

とする 

原子炉格納容器

内での減衰 
考慮する 漏えいまでの崩壊を考慮 

原子炉棟内での

核分裂生成物の

減衰 

考慮する 漏えいまでの崩壊を考慮 

非常用ガス処理

系 

事故発

生 ～

24h 

よう素除去効率 

99.97％ 

換気率 

1回/d 

･よう素除去効率 

設計上定められた最小値 

･換気率 

設計値 

･原子炉棟漏えい率 

影響評価では，非常用ガス処理

系の機能喪失を仮定するため，

原子炉棟から大気中へ漏えいす

ることとなるが，この漏えい量

を換気率と同等として仮定す

る。 

24h 以

降 

よう素除去効率  

99.97％ 

換気率 

0回/d 

原子炉棟漏えい

率 

1回/d 
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第 1表 主な解析条件（原子炉冷却材喪失）（2／2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評

価モデル 
ガウスプルームモデル 気象指針どおり 

累積出現頻

度 
小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮する 

気象指針に従っ

て算出 

（原子炉建屋の

影響を考慮） 

実効放出継

続時間 

事故発

生～ 

24時間 

希ガス 10時間 

よう素 20時間 気象指針に従っ

て算出 

24 時間

以降 

希ガス 140時間 

よう素 210時間 

核分裂生成

物の 

拡散係数 

事故発

生～ 24

時間 

Ｄ／Ｑ 

  5.6×10－２０

（Gy／Bq）χ／Ｑ 

8.9 × 10 － ７ 

（s／m３） 気象指針に従っ

て算出 

24 時間

以降 

Ｄ／Ｑ 

  2.4×10－１９

（Gy／Bq）χ／Ｑ 

7.0 × 10 － ６ 

（s／m３） 

放出位置 

事故発

生～ 24

時間 

非常用ガス処理

系排気筒（排気筒

放出） 事故事象に応じ

た放出口からの

放出を想定 24 時間

以降 

原子炉建屋 

（地上放出） 

気象資料 

東海第二発電所において，

2005年 4月～2006年 3月ま

でに観測された，排気筒付

近を代表する標高 148m地点

（地上高 140m）及び地上付

近を代表する標高 18m（地上

高 10m）の風向及び風速デー

タ 

気象指針どおり 

 

 

表 1-2 主な評価条件（原子炉冷却材喪失（事故））（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評

価モデル 
ガウスプルームモデル 気象指針どおり 

累積出現頻

度 
小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮しない 

放出点と評価点ま

での距離が離れて

いるため，評価点に

おける建屋の影響

は小さい 

実効放出継

続時間 

事 故

発 生

～24h 

希ガス 10時間 

よう素 10時間 
気象指針に従って

算出 
24h 以

降 

希ガス 140時間 

よう素 170時間 

核分裂生成

物の拡散係

数 

事 故

発 生

～24h 

χ／Ｑ 

  3.3 × 10-6

（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.8×10-19（Gy/Bq） 
気象指針に従って

算出 

24h 以

降 

χ／Ｑ 

  1.9 × 10-5

（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

4.0 × 10-19

（Gy/Bq） 

放出位置 

事 故

発 生

～24h 

非常用ガス処理

系排気管 事故事象に応じた

放出口からの放出

を想定 24h 以

降 

原子炉棟（地上放

出） 

気象資料 

島根原子力発電所におい

て，2009 年 1 月～2009 年

12月までに観測された，排

気筒付近を代表する標高

130m 地点（地上高 115m）

及び地表付近を代表する

標高 28.5m（地上高 20m）

の風向，風速データ 

気象指針どおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-3 故障の修復を行う場合の主な評価条件（燃料集合体の落

下）（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

以下の事項を除き，表 1-1評価条件と同様 

非常用ガス

処理系 

事故発生～

24h 

よう素除去効率 

99.97％ 

換気率 

1回/d 
･よう素除去効率 

設計上定められた

最小値 

･換気率 

設計値 

･原子炉棟漏えい率 

影響評価では，非常

用ガス処理系の機

能喪失を仮定する

ため，原子炉棟から

大気中へ漏えいす

ることとなるが，こ

の漏えい量を換気

率と同等として仮

定する。 

24h～72h 

よう素除去効率 

99.97％ 

換気率 

1回/d 

原子炉棟漏えい率 

1回/d 

72h～76h 

よう素除去効率 

0％ 

換気率 

0回/d 

原子炉棟漏えい率 

1回/d 

76h以降 

よう素除去効率  

99.97％ 

換気率 

1回/d 

実効放出継

続時間 

事故発生～

24h 

希ガス 10時間 

よう素 10時間 

気象指針に従って

算出 
24h～76h 

希ガス 10時間 

よう素 10時間 

76h以降 
希ガス 20時間 

よう素 1時間 

核分裂生成

物の拡散係

数 

事故発生～

24h 

χ／Ｑ 

3.3×10-6（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.8×10-19（Gy/Bq） 

気象指針に従って

算出 

24h～76h 

χ／Ｑ 

5.0×10-5（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

9.5×10-19（Gy/Bq） 

76h以降 

χ／Ｑ 

8.8×10-6（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.6×10-19（Gy/Bq） 
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表 1-3 故障の修復を行う場合の主な評価条件（燃料集合体の落

下）(2/2) 

項目 評価条件 選定理由 

放出位

置 

事故発生～ 

24h 

非常用ガス処

理系排気管 
事故事象に応じた

放出口からの放出

を想定 

24～76h 
原子炉棟（地

上放出） 

76h以降 
非常用ガス処

理系排気管 
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表 1-4 故障の修復を行う場合の主な評価条件（原子炉冷却材喪

失（事故）） 

項目 評価条件 選定理由 

以下の事項を除き，表 1-2評価条件と同様 

実効放出継

続時間 

事故発

生 ～

24h 

希ガス 10 時

間 

よう素 10 時

間 

気象指針に従って

算出 

24h ～

76h 

希ガス 30 時

間 

よう素 30 時

間 

76h 以

降 

希ガス  180

時間 

よう素  270

時間 

核分裂生成

物の拡散係

数 

事故発

生 ～

24h 

χ／Ｑ 

3.3 × 10-6

（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.8 × 10-19

（Gy/Bq） 

気象指針に従って

算出 

24h ～

76h 

χ／Ｑ 

3.5 × 10-5

（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

6.5 × 10-19

（Gy/Bq） 

76h 以

降 

χ／Ｑ 

1.8 × 10-6

（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

1.1 × 10-19

（Gy/Bq） 
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図 1-1 燃料集合体の落下時の核分裂生成物の放出経路の概略 
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図 1-2 原子炉冷却材喪失（事故）時の核分裂生成物の放出経路

の概略 
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図 1-3 燃料集合体の落下時の放射性よう素の大気放出過程 
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図 1-4 燃料集合体の落下時の放射性希ガスの大気放出過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値） 
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図 1-5 原子炉冷却材喪失（事故）時の放射性よう素の大気放出

過程 
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(2) 配管修復作業に係る作業員の被ばく評価について 

   原子炉建屋ガス処理系の配管を修復する際の影響について，

被ばく評価上影響が大きい燃料集合体の落下を対象とし，修復

期間を考慮して作業員の被ばくについて影響評価を実施した。

ａ．解析条件 

     配管修復作業時の条件（燃料集合体の落下）を第 3表に示

す。 

 

 

 

 

図 1-6 原子炉冷却材喪失（事故）時の放射性希ガスの大気放出

過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値） 

 

 

（２）配管修復作業に係る作業員の被ばく評価について 

非常用ガス処理系の配管を修復する際の影響について，燃料

集合体の落下を対象とし，修復期間を考慮して作業員の被ばく

について影響評価を実施した。 

ａ．評価条件 

配管修復作業時の条件（燃料集合体の落下）を表 1-5に示

す。 
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第 3表 配管修復作業時の条件（燃料集合体の落下） 

項目 評価条件 選定理由 

単 一 故

障 想 定

箇所 

非常用ガス再循環系－非常用ガス処

理系連絡配管 

環境への放射性物質

の放出量が大きくな

る箇所を想定 

原 子 炉

建 屋 ガ

ス 処 理

系 の 運

転状態 

～24時間 通常運転状態 

単一故障及び修復作

業を考慮する 

24時間～ 

480時間 

（19日

間） 

配管に単一故障発生 

非常用ガス処理系停止 

非常用ガス再循環系運

転 

480時間

～ 

 528時

間 

（2日間） 

作業準備（足場設置等） 

非常用ガス処理系及び 

非常用ガス再循環系停

止 

528時間

～ 

532時間 

（4時間） 

配管修復作業 

非常用ガス処理系及び 

非常用ガス再循環系停

止 

532時間

～ 
通常運転状態 

修 復 期

間 

52時間 

（作業開始は単一故障発生から19日

後） 

修復作業が困難で最

も修復期間が長くな

る箇所の修復を想定

（フィルタに蓄積し

た放射性物質の減衰

を待って作業開始） 

一 人 当

た り の

作 業 時

間 

4時間 交替を考慮する 

修 復 作

業 エ リ

ア容積 

2,200m３ 

非常用ガス再循環系

及び非常用ガス処理

系のフィルタユニッ

トのある区画を仮定 

線 源 か

ら の 距

離 

2m 

線源である非常用ガ

ス再循環系フィルタ

等に最も近接する作

業場所（第 7図参照） 

マスク

による

防護係

数 

考慮しない 保守的に設定 

 

 

 

 

 

 

表 1-5 配管修復作業時の条件（燃料集合体の落下） 

項目 評価条件 選定理由 

単一故

障 

想定箇

所 

フィル

タ近傍

の配管 

非常用ガス処理系配管

（区分②） 

作業員の被ばく

が大きくなる箇

所を想定 

最も修

復に時

間を要

する配

管 

非常用ガス処理系配管

（区分②） 

修復期

間 

フィル

タ近傍

の配管 

事故発生 30日経過後か

ら 48時間 

修復作業が困難
で最も修復期間
が長くなる箇所
の修復期間を想
定 
事故発生 30 日経
過後から修復作
業終了までの期
間とする 

最も修

復に時

間を要

する配

管 

事故発生 24時間後から

48 時間 

修復作業が困難
で最も修復期間
が長くなる箇所
の修復期間を想
定 
保守的に故障発
生直後から修復
作業終了までの
期間とする 

一人当

たりの

作業時

間 

４時間 
作業体制を考慮

する 

修復作

業エリ

ア容積 

4,320m3 

排気側ルートの

中で，最大となる

非常用ガス処理

系室を仮定 

マスク

による

防護係

数 

PF50 
性能上期待でき

る値 

作業員

の 

交代 

考慮する 
作業体制を考慮

する 
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 ｂ．評価結果 

燃料集合体の落下における原子炉建屋ガス処理系の配管修

復作業に係るエリアの線量率を第 4表に示す。また，事故発

生から 20日後に 4時間作業を行う場合の作業員の実効線量は

約 5.2×10１mSvとなる。評価結果を第 5表に示す。なお，原

子炉冷却材喪失における作業員の実効線量は約 1.6×10１mSv

となる。 

 

第 4表 配管修復作業に係る線量率 

事故後

の 

時間 

[日(時

間)] 

原子炉建屋内に放出

された 

放射性物質による被

ばく 

原子炉建屋ガス処理系

からの 

直接ガンマ線による外

部被ばく 
合 計 

ガンマ線 

による 

外部被ば

く 

吸入によ

る 

内部被ば

く 

非常用ガ

ス 

処理系 

フィルタ 

非常用ガ

ス 

再循環系 

フィルタ 

 1（24） 
約

4.9E+00 

約

2.5E+01 

約

2.6E+01 

約

9.7E+01 

約

1.5E+02 

 2（48） 
約

1.4E+00 

約

2.6E-01 

約

1.8E+01 

約

6.7E+01 

約

8.7E+01 

 3（72） 
約

4.4E-01 

約

2.8E-03 

約

1.4E+01 

約

5.3E+01 

約

6.7E+01 

 4（96） 
約

1.4E-01 

約

3.1E-05 

約

1.2E+01 

約

4.4E+01 

約

5.6E+01 

 5

（120） 

約

4.5E-02 

約

3.4E-07 

約

1.0E+01 

約

3.9E+01 

約

4.9E+01 

10

（240） 

約

1.6E-04 

約

5.5E-17 

約

6.5E+00 

約

2.4E+01 

約

3.1E+01 

15

（360） 

約

5.5E-07 

約

9.0E-27 

約

4.2E+00 

約

1.6E+01 

約

2.0E+01 

20

（480） 

約

1.9E-09 

約

1.5E-36 

約

2.7E+00 

約

1.0E+01 

約

1.3E+01 

25

（600） 

約

6.9E-12 

約

2.4E-46 

約

1.8E+00 

約

6.6E+00 

約

8.4E+00 

30

（720） 

約

2.5E-14 

約

4.0E-56 

約

1.2E+00 

約

4.3E+00 

約

5.5E+00 

 

 

 

 

ｂ．評価結果 

  配管修復作業に係る作業員に及ぼす実効線量率を表 1-6 に

示す。また，修復作業期間中に被ばく量が最も厳しくなる作

業員の実効線量評価結果を表 1-7 に示す。なお，作業員の作

業時間は４時間とし，作業期間中におけるマスク（PF50）の

着用を考慮した。 

 

 

表 1-6 配管修復作業に係る作業員に及ぼす実効線量率（マス

ク着用なし） 

事故後の

時間 

[日 (h)] 

原子炉棟内に拡散した

放射性物質による被ば

く 

[mSv/h] 

フィルタ

からの直

接γ線に

よる外部

被ばく 

[mSv/h] 

合計 

[mSv/h] 

γ線によ

る 

外部被ば

く 

吸入によ

る 

内部被ば

く 

フィルタ

表面～1m 

1  (24)  約

5.195E+00 

約

6.526E+02 

約

3.201E+02 

約

9.779E+02 

1.042  (2

5)  

約

4.904E+00 

約

5.964E+02 

約

3.212E+02 

約

9.225E+02 

1.083  (2

6)  

約

4.632E+00 

約

5.451E+02 

約

3.217E+02 

約

8.714E+02 

1.125  (2

7)  

約

4.378E+00 

約

4.983E+02 

約

3.216E+02 

約

8.243E+02 

1.167  (2

8)  

約

4.140E+00 

約

4.555E+02 

約

3.211E+02 

約

7.808E+02 
～ 
～ 

29  (696)

  

約

8.026E-14 

約

2.537E-23 

約

1.953E+01 

約

1.953E+01 

30  (720)

  

約

2.605E-14 

約

3.152E-24 

約

1.792E+01 

約

1.792E+01 

31  (744)

  

約

8.462E-15 

約

3.915E-25 

約

1.645E+01 

約

1.645E+01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．参考評価 

（a）修復作業時の評価点の選定について 

現状の原子炉建屋ガス処理系の配管修復作業時の評価

点は，非常用ガス再循環系Ｂ系フィルタに最も接近する位

置（2m）とし，その評価点では非常用ガス処理系Ａ系フィ

ルタについては約3.9mの距離が見込めるが保守的に2mと

して評価を行っている。なお，フィルタで除去されること

になる放射性物質は全て非常用ガス処理系Ａ系フィルタ

及び非常用ガス再循環系Ｂ系フィルタに保持されるとし

ている。 

非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系ともに多

重化されており，それぞれＡ系又はＢ系が使用される

可能性があるが，保守的に考えて評価点がフィルタに

近くなる非常用ガス処理系Ａ系及び非常用ガス再循

環系Ｂ系を使用することで評価している。これに対

し，その他のパターン※では配管の位置は明らかに現

評価点よりも離れた位置となっており，現状の評価点

の方が保守的な設定となっている。 

※非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の使用

パターンとして，ＡＢ以外には，ＢＡ，ＡＡ，ＢＢ

及び使用途中で系統を切り替えるパターンが考え

られる。 

 

        参考として，二重化された配管であるが，単一設計部分

に接続され隔離がされていない配管で，非常用ガス処理系

のフィルタに最も接近する箇所として第8図に示す参考評

価点を設定し線量評価を行った。参考評価点における線量

率を第6表に，線量を第7表に示す。 

事故発生から 20日後に 4時間作業を行う場合の作業員

の実効線量は参考評価点で約 1.9×10１mSvとなる。一方，

現評価点における実効線量は約 5.2×10１mSvであるため，

現評価点が保守的な評価となることが確認できた。 
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第 6表 参考評価点における配管修復作業に係る線量率 

（mSv／h） 

事故後

の 

時間 

[日（時

間）] 

原子炉建屋内に放出

された 

放射性物質による被

ばく 

原子炉建屋ガス処理系

からの 

直接ガンマ線による外

部被ばく 

合 計 ガンマ

線 

による 

外部被

ばく 

吸入によ

る 

内部被ば

く 

非常用ガ

ス 

処理系 

フィルタ 

非常用ガ

ス 

再循環系 

フィルタ 

 1（24） 
約

4.9E+00 

約

2.5E+01 

約

2.6E+01 

約

1.9E+01 

約

7.5E+01 

 2（48） 
約

1.4E+00 

約

2.6E-01 

約

1.8E+01 

約

1.3E+01 

約

3.3E+01 

 3（72） 
約

4.4E-01 

約

2.8E-03 

約

1.4E+01 

約

1.0E+01 

約

2.5E+01 

 4（96） 
約

1.4E-01 

約

3.1E-05 

約

1.2E+01 

約

8.7E+00 

約

2.1E+01 

 5

（120） 

約

4.5E-02 

約

3.4E-07 

約

1.0E+01 

約

7.6E+00 

約

1.8E+01 

10

（240） 

約

1.6E-04 

約

5.5E-17 

約

6.5E+00 

約

4.7E+00 

約

1.1E+01 

15

（360） 

約

5.5E-07 

約

9.0E-27 

約

4.2E+00 

約

3.1E+00 

約

7.3E+00 

20

（480） 

約

1.9E-09 

約

1.5E-36 

約

2.7E+00 

約

2.0E+00 

約

4.7E+00 

25

（600） 

約

6.9E-12 

約

2.4E-46 

約

1.8E+00 

約

1.3E+00 

約

3.1E+00 

30

（720） 

約

2.5E-14 

約

4.0E-56 

約

1.2E+00 

約

8.5E-01 

約

2.0E+00 
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第 7表 参考評価点における作業員の実効線量評価結果 

項  目 
影響評価 

（mSv） 

原子炉建屋内に放出

された放射性物質に

よる被ばく 

ガンマ線による外部

被ばく 

約 7.8×

10－９ 

吸入による内部被ば

く 

約 5.9×

10－３６ 

原子炉建屋ガス処理

系からの直接ガンマ

線による外部被ばく 

非常用ガス処理系 

フィルタ 

約 1.1×

10１ 

非常用ガス再循環系

フィルタ 

約 8.0×

10０ 

合  計 
約 1.9×10

１ 

 

（b）原子炉建屋ガス処理系配管の修復を考慮した非居住区域

境界外の公衆の被ばく評価 

静的機器の単一故障を想定した非居住区域境界外の公衆

の被ばく評価は，事故発生から 24時間後に原子炉建屋ガス

処理系配管（非常用ガス再循環系－非常用ガス処理系連絡

配管）が全周破断すると想定し，配管破断後の修復を考慮

せずに，破断箇所からの放出（地上放出）が無限期間続く

ものとして評価を行っている。 

しかしながら，現実的には破断箇所の修復が可能である

ことから，修復を考慮した場合の非居住区域境界外の公衆

の被ばく評価を以下のとおり実施した。 

配管破断発生から配管の修復までの間は，破断箇所から

放出（地上放出）されるものとし，配管修復後は原子炉建

屋ガス処理系を通した放出（排気筒放出）が無限期間続く

ものとして，第 8表に示す条件で評価を行った。 

結果は第 9 表に示すとおりであり，非居住区域境界外の

実効線量は，原子炉冷却材喪失では約 9.8×10－３mSv，燃料

集合体の落下では約 5.9×10－２mSv で判断基準（実効線量

5mSv以下）を満足することを確認した。 
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第 8表 原子炉建屋ガス処理系の配管の修復を考慮した評価条件 

作業時間 

原子炉建

屋ガス処

理系の状

況 

放

出 

経

路 

環境に放出された放射性物質の大気中の拡散条件 

原子炉冷却材喪失 燃料集合体の落下 

実効放出 

継続時間 

Ｄ／Ｑ及び 

χ／Ｑ 

実効放出 

継続時間 

Ｄ／Ｑ及び 

χ／Ｑ 

事故発生

～24時間 

[1日間] 

通 常 運

転状態 

排

気

筒 

放

出 

希ガス：10

時間 

よう素：20

時間 

5.6×10－２０ 

（Gy／Bq）

8.9×10－７  

（s／m３） 

希ガス：10

時間 

よう素： 1

時間 

5.6×10－２０ （Gy

／Bq） 

2.0×10－６  （s

／m３） 

24時間～ 

480時間 

[19日間] 

配 管 に

単 一 故

障発生 

非 常 用

ガ ス 処

理 系 停

止 

非 常 用

ガ ス 再

循 環 系

運転 

地

上 

放

出 

希ガス：130

時間 

よう素：190

時間 

2.5×10－１９ 

（Gy／Bq）

7.1×10－６  

（s／m３） 

希ガス：10

時間 

よう素： 1

時間 

4.8×10－１９ （Gy

／Bq）2.4×10－５  

（s／m３） 

480時間～ 

528時間 

[2日間] 

作 業 準

備（足場

設置等） 

非 常 用

ガ ス 処

理 系 及

び 

非 常 用

ガ ス 再

循 環 系

停止 

地

上 

放

出 

528時間～ 

532時間 

[4時間] 

配 管 修

復作業 

非 常 用

ガ ス 処

理 系 及

び 

非 常 用

ガ ス 再

循 環 系

停止 

地

上 

放

出 

532時間 

以降 

通 常 運

転状態 

排

気

筒 

放

出 

希ガス：210

時間 

よう素： 70

時間 

2.2×10－２０ 

（Gy／Bq） 

4.3×10－７  

（s／m３） 

―※ ―※ 

 ※ 532時間以降は事象が収束していることから放出がない。 
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第 9表 配管の修復を考慮した放出量及び線量評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 
原子炉冷却材喪

失 

燃料集合体の

落下 

環境に放出

される希ガ

ス（γ線実効

エネルギ

0.5MeV換算

値） 

事象発生

～ 

24時間 

排気筒 

放出 

約 7.9×10１１

Bq 

約 2.4×10１４

Bq 

24時間～ 

532時間 

地上 

放出 

約 3.0×10１２

Bq 

約 7.7×10１３

Bq 

532時間以

降 

排気筒 

放出 

約 2.2×10１１

Bq 
－ 

環境に放出

されるよう

素（I-131 

等価量－小

児実効線量

係数換算） 

事象発生

～ 

24時間 

排気筒 

放出 

約 4.4×10８ 

Bq 

約 6.0×10１０

Bq 

24時間～ 

532時間 

地上 

放出 

約 1.3×10１１

Bq 

約 2.0×10１０

Bq 

532時間以

降 

排気筒 

放出 

約 6.6×10８ 

Bq 
－ 

実効線量 

希ガスのγ線の外部

被ばくによる実効線

量 

約 8.0×10－４

mSv 

約 5.0×10－２

mSv 

よう素の内部被ばく

による実効線量 

約 8.9×10－３

mSv 

約 8.4×10－３

mSv 

建屋からの直接線及

びスカイシャイン線

の外部被ばくによる

実効線量 

約 1.0×10－４

mSv 
－ 

合 計 
約 9.8×10－３

mSv 

約 5.9×10－２

mSv 

表 1-7 作業員の実効線量評価結果（マスク(PF50)着用考慮） 

単一故障 
想定個所 

項目 
影響評
価 

フィルタ近
傍の配管 

原子炉棟内に放出さ
れた 

放射性物質による被
ばく 

γ線による 
外部被ばく 

＜0.1 
mSv 

吸入による 
内部被ばく 

＜0.1 
mSv 

フィルタ表面からの直接γ線による外
部被ばく 

（フィルタ表面～1m） 

約 72 
mSv 

合計 
約 72 
mSv 

最も修復に
時間を要す
る配管 

原子炉棟内に放出さ
れた 

放射性物質による被
ばく 

γ線による 
外部被ばく 

約 21 
mSv 

吸入による 
内部被ばく 

約 52 
mSv 

合計 
約 73 
mSv 
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 (3) 実効放出継続時間変更について 

   希ガス及びよう素の実効放出継続時間について，従来の設

置許可申請書では，実効放出継続時間が 24時間を超える場合

（原子炉冷却材喪失）は，保守的に 24 時間を用いており，今

回評価のベースケースも同様の値を用いているが，影響評価

では，気象指針※に例示された手法により算出した値を使用し

た。（第 10表，第 11表） 

※（気象指針解説抜粋） 

 

第 11表 実効放出継続時間（燃料集合体の落下） 

 影響評価 ベースケース 

希ガス 

【事故発生～24 時間】 

10 時間 

【24時間以降】 

10 時間 

15 時間 

よう素 

【事故発生～24 時間】 

1 時間 

【24時間以降】 

1 時間 

5 時間 

 

第 10表 実効放出継続時間（原子炉冷却材喪失） 

 影響評価 ベースケース 

希ガス 

【事故発生～24 時間】 

10 時間 

【24時間以降】 

140時間 

24 時間 

よう素 

【事故発生～24 時間】 

20 時間 

【24時間以降】 

210時間 

24 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）実効放出継続時間変更について 

希ガス及びよう素の実効放出継続時間について，従来の島

根 2 号炉設置許可申請書では保守的に 1 時間（燃料集合体の

落下）及び 24 時間（原子炉冷却材喪失（事故））を用いてい

たが，今回の評価では，気象指針に例示された手法により算

出した値を使用した。（表 1-8, 表 1-9） 

 

 

 

表 1-8 実効放出継続時間（燃料集合体の落下） 

 影響評価使用値 従来設置許可（添付

十） 

希ガス 

【事故発生～24h】 

  10時間 

【24h以降】 

  10時間 

1時間 

よう素 

【事故発生～24h】 

  10時間 

【24h以降】 

  10時間 

1時間 

 

 

表 1-9 実効放出継続時間（原子炉冷却材喪失（事故）） 

 影響評価使用値 従来設置許可（添付

十） 

希ガス 

【事故発生～24h】 

  10時間 

【24h以降】 

  140時間 

24時間 

よう素 

【事故発生～24h】 

  10時間 

【24h以降】 

  170時間 

24時間 
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（実効放出継続時間の補足説明図） 

 

 

 

 

 

(4) 相対線量（Ｄ／Ｑ）及び相対濃度（χ／Ｑ）について 

   (3)の実効放出継続時間を基に，非居住区域境界外における

相対線量（Ｄ／Ｑ）及び相対濃度（χ／Ｑ）を算出した結果

を第 12表，第 13表に示す。 

   なお，事故発生から 24時間までは非常用ガス処理系排気筒

から高所放出，24時間以降は原子炉建屋から地上放出として

評価している。 

 

第 13表 相対線量及び相対濃度（燃料集合体の落下） 

 影響評価 ベースケース 

相対線量 

（Ｄ／Ｑ） 

【事故発生～24 時間】 

5.6×10－２０（Gy／Bq）※1 

【24時間以降】 

4.8×10－１９（Gy／Bq）※2 

5.1×10－２０（Gy／Bq） 

相対濃度 

（χ／Ｑ） 

【事故発生～24 時間】 

2.0×10－６（s／m３）※1 

【24時間以降】 

2.4×10－５（s／m３）※2 

2.0×10－６（s／m３） 

※1：非常用ガス処理系排気筒から放出 

※2：原子炉建屋から地上放出 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（４）相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）について 

（３）の実効放出継続時間を基に，敷地境界における相対濃

度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を算出した結果を表 1-10, 

表 1-11に示す。 

なお，事故発生から 24時間までは SGT排気管から高所放出，

24時間以降は原子炉棟から地上放出として評価している。 

 

 

表 1-10 相対濃度及び相対線量（燃料集合体の落下） 

 影響評価 既設置許可（添付十） 

相対濃度 

（χ／Ｑ） 

【事故発生～24h】 

3.3×10-6（s/m3）※1 

【24h以降】 

5.0×10-5（s/m3）※2 

7.4×10-6（s/m3） 

相対線量 

（Ｄ／Ｑ） 

【事故発生～ 24h】

1.8×10-19（Gy/Bq）※1 

【24h以降】 

9.5×10-19（Gy/Bq）※2 

2.2×10-19（Gy/Bq） 

※1：SGT排気管から高所放出 

※2：原子炉棟から地上放出 
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第 12表 相対線量及び相対濃度（原子炉冷却材喪失） 

 影響評価 ベースケース 

相対線量

（Ｄ／Ｑ） 

【事故発生～24時間】 

5.6×10－２０（Gy／Bq）※1 

【24時間以降】 

2.4×10－１９（Gy／Bq）※2 

4.5×10－２０（Gy／

Bq） 

相対濃度

（χ／Ｑ） 

【事故発生～24時間】 

8.9×10－７（s／m３）※1 

【24時間以降】 

7.0×10－６（s／m３）※2 

8.0×10－７（s／m３） 

※1：非常用ガス処理系排気筒から放出  

※2：原子炉建屋から地上放出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-11 相対濃度及び相対線量（原子炉冷却材喪失（事故）） 

 影響評価 既設置許可（添付十） 

相対濃度（χ／

Ｑ） 

【事故発生～24h】 

   3.3×10-6（s/m3）※1 

【24h以降】 

   1.9×10-5（s/m3）※2 

1.8×10-6（s/m3） 

相対線量（Ｄ／

Ｑ） 

【事故発生～24h】 

1.8×10-19（Gy/Bq）

※1 

【24h以降】 

4.0×10-19（Gy/Bq）

※2 

1.2×10-19（Gy/Bq） 

※1：SGT排気管から高所放出 

※2：原子炉棟から地上放出 

 

 

（５）被ばく評価に用いた気象資料の代表性について 

敷地において観測した 2009年 1月から 2009年 12月までの１

年間の気象データにより評価を行うに当たり，この 1 年間の気

象データが長期間の気象状態を代表しているかどうかの検討を

行った結果，代表性があると判断した。以下に検定方法及び検

定結果を示す。 

ａ．検定方法 

 （ａ）検定に用いた観測データ 

被ばく評価で使用している気象データの代表性を確認す

るにあたり，標高 28.5m の観測点及び排気筒高さ付近を代

表する標高 130m の観測データを用いて検定を行った。 

 （ｂ）データ統計期間 

    統計年：2007年 1月～2017年 12月（10年間） 

    検定年：2009年 1月～2009年 12月（1年間） 

 （ｃ）検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従って

検定を行った。 

ｂ．検定結果 

   表 1-12に検定結果を示す。 

   検定の結果，排気筒高さ付近を代表する標高 130m及び標高

28.5mの観測デ－タについて，有意水準５％で棄却された項

目は無かった（０項目）ことから，評価に使用している気象
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2. 中央制御室換気系 

 (1) 中央制御室の居住性に係る被ばく評価について 

   中央制御室の居住性に係る運転員の被ばく評価は，「原子力

発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について

(内規)」（以下「内規」という。）に従い，原子炉冷却材喪失

（仮想事故）及び主蒸気管破断（仮想事故）について影響評

価を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デ－タは，長期間の気象状態を代表しているものと判断した。 

 

表 1-12 検定結果 

 検定結果 （棄却個数） 

備  考 
風 向 

(16項目

中) 

風速分

布 

(11項目

中) 

合 計 

(27項目

中) 

標高

28.5ｍ 
０ ０ ０ 

 

標高 130

ｍ 
０ ０ ０ 

 

 

 

 

２．中央制御室換気系（被ばく評価） 

（１）中央制御室の居住性に係る被ばく評価について 

中央制御室の居住性に係る運転員の被ばく評価は，「原子力発

電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内

規）」（以下，「内規」という）に従い，原子炉冷却材喪失（仮想

事故）及び主蒸気管破断（仮想事故）についてフィルタ（非常

用）の故障（閉塞）を仮定した影響評価を実施した。 

ａ．評価条件 

原子炉冷却材喪失（仮想事故）及び主蒸気管破断（仮想事

故）時の主な評価条件を表 2-1及び表 2-2に示す。また，故

障の修復を行わない場合と修復を行う場合の中央制御室空調

換気系の条件を，それぞれ表 2-3及び表 2-4に示す。 
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表 2-1 主な評価条件（原子炉冷却材喪失（仮想事故））（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

原子炉停止

前の原子炉

熱出力 

2,540MW 

定格出力に余裕をみ

た値（定格出力の約

105％） 

原子炉運転

時間 
2,000日 

核分裂生成物の蓄積

量が平衡に達する運

転時間に余裕を見た

値 

燃料棒から

放出される 

核分裂生成

物の割合 

炉内内蔵量に対して， 

希ガス：100％ 

よう素：50％ 

安全評価審査指針ど

おり 

よう素の形

態 

無機よう素：90％ 

有機よう素：10％ 
内規どおり 

原子炉格納

容器等への 

無機よう素

の沈着効果 

50％ 内規どおり 

無機よう素

の気液分配

係数 

100 内規どおり 

原子炉格納

容器漏えい

率 

0.5%/d 一定 
設計上定められた最

大値で一定とする 

原子炉格納

容器内での

減衰 

考慮する 
漏えいまでの崩壊を

考慮 

原子炉棟内

での核分裂

生成物の減

衰 

考慮する 
漏えいまでの崩壊を

考慮 

非常用ガス

処理系 

よう素除去効率 

99％ 

換気率 

1回/d 

よう素除去効率 

設計値に余裕をみ

た値 

換気率 

設計値 
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  ａ．解析条件 

    原子炉冷却材喪失（仮想事故）の主な解析条件を第 14表，

主蒸気管破断（仮想事故）の主な解析条件を第 15表に示す。

また，影響評価で想定した中央制御室換気系の条件を第 16

表に示す。 

表 2-1 主な評価条件（原子炉冷却材喪失（仮想事故））（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評

価モデル 
ガウスプルームモデル 気象指針どおり 

累積出現頻

度 
小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮しない 

放出点と評価点ま

での距離が離れて

いるため，評価点に

おける建屋の影響

は小さい 

実効放出継

続時間 
24時間 保守的に設定 

核分裂生成

物の拡散係

数 

（室内作業

時） 

χ／Ｑ 

3.0×10-4（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

2.6×10-18（Gy/Bq） 

気象指針に従って

算出 

放出位置 非常用ガス処理系排気管 内規どおり 

気象資料 

島根原子力発電所におい

て，2009 年 1月～2009年

12月までに観測された，

地表付近を代表する標高

28.5m（地上高 20m）の風

向，風速データ 

建物影響がある場

合は，地表付近を代

表する風向，風速デ

ータを使用する 

マスクによ

る防護係数 
考慮しない ― 

作業員の交

代 
4直 2交替 

平常時の直交代を

もとに設定 
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第 14表 主な解析条件（原子炉冷却材喪失（仮想事故））（1／2） 

項目 評価条件 選定理由 

原子炉停止前の 

原子炉出力 
3,440MW 

定格出力に余裕を見た

値 

(定格出力の 105％) 

原子炉運転時間 2,000日 

核分裂生成物の蓄積量

が平衡に達する運転時

間に余裕をみた上で，燃

料の平均炉内滞在日数

に余裕をみた値 

燃料棒から放出

される核分裂生

成物の割合 

炉内蓄積量に対

し 

希ガス 100％ 

よう素  50％ 

安全評価審査指針どお

り 

燃料棒から放出

されるよう素の

割合 

無 機 よ う 素 

90％ 

有 機 よ う 素  

10％ 

安全評価審査指針どお

り 

格納容器に放出

される核分裂生

成物のうち，格納

容器内部に沈着

する割合 

希 ガ ス    

0％ 

無 機 よ う 素 

50％ 

有 機 よ う 素  

0％ 

安全評価審査指針どお

り 

サ プ レ ッ シ ョ

ン・チェンバ内の

プール水への分

配係数 

希ガス     0 

無機よう素 100 

有機よう素  0 

安全評価審査指針どお

り 

格納容器漏えい

率 
0.5％／d一定 

設計上定められた最大

値で一定を仮定 

格納容器及び原

子炉建屋内での

減衰 

考慮する 放出までの崩壊を考慮 

非常用ガス再循

環系 

よう素除去効率

80％ 

再循環率  4.8

回／d 

よう素除去効率は設計

上定められた最小値に

余裕をみた値，再循環

率は設計値 

非常用ガス処理

系 

よう素除去効率

90％ 

換気率 1回／d 

よう素除去効率は設計

上定められた最小値に

余裕をみた値，換気率

は設計値 

 

 

 

 

 

表 2-2 主な評価条件（主蒸気管破断（仮想事故））（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

冷却材中のよう

素濃度 

I-131を 1.4×103(Bq/g)とし，

それに応じ他のよう素の組成

を拡散組成として考慮 

運転上許容される最大値

（全希ガス漏えい率 1.11

×1010Bq/sで評価した値） 

燃料棒から追加

放出される核分

裂生成物の量 

I-131 を 7.4×1013(Bq)とし，

それに応じ他のよう素及び希

ガスの組成を平衡組成として

考慮，希ガスについてはよう

素の２倍とする 

先行炉等での実測値に基

づく値に安全余裕を見た

値 

主蒸気隔離弁閉

止前に破断口よ

り放出される追

加放出核分裂生

成物の量 

1％ 内規どおり 

主蒸気隔離弁閉

止後の燃料棒か

らの核分裂生成

物の追加放出 

主蒸気隔離弁閉止直後にすべ

て冷却材中に放出 
内規どおり 

よう素の形態 
無機よう素 90％ 

有機よう素 10％ 
内規どおり 

有機よう素が気

相部に移行する

割合 

10% 内規どおり 

有機よう素が分

解したよう素，無

機よう素及びよ

う素以外のハロ

ゲンのキャリー

オーバー割合 

2% 内規どおり 

建物内での無機

よう素及びハロ

ゲン等の沈着割

合 

0% 安全評価審査指針どおり 

サ プ レ ッ シ ョ

ン・チェンバへの

換気率 

100倍/d 

崩壊熱相当の蒸気がサプ

レッション・チェンバ内の

プール水中に移行する割

合に余裕をみた値 

主蒸気隔離弁初

期漏えい率 
120%/d 一定 

弁 1個当たりの漏えい率に

4 倍の余裕をとり，さらに

1個開を仮定 

安全側に初期漏えい率で

一定とする 
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第 14表 主な解析条件（原子炉冷却材喪失（仮想事故））（2／2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価モ

デル 

ガウスプルーム

モデル 
気象指針どおり 

累積出現頻度 
小 さ い 方 か ら

97％ 
気象指針どおり 

建屋の影響 考慮しない 
排気筒放出であるた

め，建屋影響は小さい 

実効放出継続時

間 

希ガス 24時間 

よう素 24時間 
保守的に設定 

拡散条件(室内濃

度) 

Ｄ／Ｑ 

 4.9×10－２０（Gy

／Bq） 

χ／Ｑ 

 1.2×10－６  （s

／m３） 

気象指針に従って算

出 

放出位置 

非常用ガス処理

系排気筒（排気筒

放出） 

内規どおり 

気象資料 

東海第二発電所

において，2005年

4月 1日から 2006

年 3 月 31 日まで

に観測された気

象データ 

内規どおり(排気筒高

さを代表する気象デ

ータを使用) 

事故の評価期間 30日 内規どおり 

運転員の交替 5直 2交替 
平常時の勤務形態を

基に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 主な評価条件（主蒸気管破断（仮想事故））（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評

価モデル 
ガウスプルームモデル 

発電用原子炉施設

の安全解析に関す

る気象指針（以下，

「気象指針」とい

う）どおり 

累積出現頻

度 
小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮しない 

放出点と評価点ま

での距離が離れて

いるため，評価点に

おける建屋の影響

は小さい 

実効放出継

続時間 
1時間 保守的に設定 

核分裂生成

物の拡散係

数 

（室内作業

時） 

χ／Ｑ 

1.3×10-3（s/m3） 

Ｄ／Ｑ 

5.2×10-18（Gy/Bq） 

気象指針に従って

算出 

放出位置 タービン建物（地上放出） 内規どおり 

気象資料 

島根原子力発電所におい

て，2009 年 1月～2009年

12月までに観測された，

地表付近を代表する標高

28.5m（地上高 20m）の風

向，風速データ 

気象指針どおり 

マスクによ

る防護係数 
考慮しない ― 

作業員の交

代 
4直 2交替 

平常時の直交代を

もとに設定 
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第 15表 主な解析条件（主蒸気管破断（仮想事故））（1／2） 

項目 評価条件 選定理由 

冷却材中のハロ

ゲン等濃度 

I-131を約 4.6×

10３Bq／g とし，

それに応じ他の

ハロゲン等の組

成を拡散組成と

して考慮 

I-131 については保安

規定上許容される最大

値 

燃料棒から追加

放出される核分

裂生成物の量 

I-131 を 4.44×

10１４Bq とし，そ

れに応じ他の核

分裂生成物の組

成を平衡組成と

して考慮，希ガス

についてはよう

素の 2倍とする 

I-131 については先行

炉等での実測値の平均

値に適切な余裕を見た

値 

主蒸気隔離弁閉

止前に破断口よ

り放出される追

加放出核分裂生

成物の量 

1％ 
安全評価審査指針どお

り 

主蒸気隔離弁閉

止後の燃料棒か

らの核分裂生成

物の追加放出 

主蒸気隔離弁閉

止直後に全て冷

却材中に放出 

安全評価審査指針どお

り 

燃料棒から追加

放出されるよう

素の割合 

無機よう素 90％ 

有機よう素 10％ 

安全評価審査指針どお

り 

有機よう素が分

解したよう素，無

機よう素及びよ

う素以外のハロ

ゲンのキャリー

オーバ割合 

2％ 
安全評価審査指針どお

り 

タービン建屋内

で床，壁等に沈着

する割合 

0％ 保守的に設定 

原子炉圧力容器

からサプレッシ

ョン・チェンバへ

の換気率 

原子炉圧力容器

気相 

体積の 100倍／d 

崩壊熱相当の蒸気がサ

プレッション・チェン

バ内のプール水中に移

行する割合を等価的に

表した値 

主蒸気隔離弁漏

えい率 
120％／d一定 

安全評価審査指針どお

り 
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第 15表 主な解析条件（主蒸気管破断（仮想事故））（2／2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価モ

デル 

ガウスプルームモ

デル 
気象指針どおり 

累積出現頻度 小さい方から 97％ 気象指針どおり 

建屋の影響 考慮する 

内規どおり 

(原子炉建屋の拡散

への影響，巻き込み

効果を考慮) 

実効放出継続時

間 

希ガス  1時間 

よう素 20時間 
保守的に設定 

拡散条件(室内濃

度) 

Ｄ／Ｑ 

2.9 × 10- １ ８

（Gy／Bq） 

χ／Ｑ 

 希ガス 

8.3×10-４（s

／m３） 

 よう素 

 4.9×10-４（s

／m３） 

気象指針に従って算

出 

放出位置 
タービン建屋 

(地上放出) 
内規どおり 

気象資料 

東海第二発電所に

おいて，2005 年 4

月 1日から 2006年

3 月 31 日までに観

測された気象デー

タ 

内規どおり(地上付

近を代表する気象デ

ータ) 

事故の評価期間 30日 内規どおり 

運転員の交替 5直 2交替 
平常時の勤務形態を

基に設定 
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第 16表 中央制御室換気系の条件 

項目 評価条件 選定理由 

中央制御室容積 2,800m３ 設計値 

再循環フィルタ

流量 

0 ～ 15 分           

0m３／h 

15 分 ～ 24 時 間 

5,100m３／h 

24 時 間 以 降     

0m３／h 

同上 

外気取り込み量 

0 ～ 15 分       

3,400m３／h 

15 分 ～ 24 時 間    

0m３／h 

24 時 間 以 降  

45,900m３／h 

単一故障発生後（24

時間以降）は系統流

量が中央制御室内

に流入すると想定

する。 

チャコールフィ

ルタの除去効率 

0 ～ 15 分     

0％ 

15 分 ～ 24 時 間  

90％ 

24 時 間 以 降    

0％  

同上 

外気リークイン

量 

2,800m３／h 

（1回／h） 

空気流入率試験結

果（0.45回／h）に

余裕を見た値 

非常時運転モー

ドへの切替時間 
15分 

運転操作時間に余

裕を見た値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-3 中央制御室換気系の条件 

項目 評価条件 選定理由 

事故時におけ

る外気取り込

み方法 

外気連続取り込み 保守的に設定 

中央制御室換

気系処理空間

容積 

18,000m3 
1号炉及び2号炉の

合計値 

中央制御室内

容積 
2,440m3 

居住スペース（1,2

号炉中央制御室） 

再循環フィル

タ流量 

0～15分 0m3/h 設計値 

（単一故障を考

慮） 

15分～24h 32,000m3/h 

24h以降 0m3/h 

外気取り込み

量 

0～15分 21,000m3/h 
設計値 

（単一故障を考

慮） 

15分～24h 
3,500m3/h 

24h以降 

チャコール・

フィルタの除

去効率 

0～15分 0% 設計値 

（単一故障を考

慮） 

15分～24h 95% 

24h以降 0% 

外気リークイ

ン量 

9,000m3/h 

（0.5回/h） 

空気流入率試験結

果（0.082回/h）に

基づき保守的に設

定した値 

非常時運転モ

ードへの切替

時間 

15分 
従事者の運転操作

に余裕をみた値 
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(2) ダクト修復作業に係る作業員の被ばく評価について 

   中央制御室換気系のダクトを修復する際の影響について，

主蒸気管破断（仮想事故）を対象とし，修復期間を考慮して

作業員の被ばく評価を実施した。 

  ａ．解析条件 

    ダクト修復作業時の条件（主蒸気管破断（仮想事故））を

第 17表に示す。 

 

表 2-4 故障の修復を行う場合の中央制御室換気系の条件 

項目 評価条件 選定理由 

以下の事項を除き，表 2-3評価条件と同様 

再循環フィ

ルタ流量 

0～15分 0m3/h 

設計値 

（単一故障を考慮） 

15分～24h 32,000m3/h 

24h～36h 0m3/h 

36h以降 32,000m3/h 

外気取り込

み量 

0～15分 21,000m3/h 

設計値 

（単一故障を考慮） 

15分～24h 

3,500m3/h 24h～36h 

36h以降 

チ ャ コ ー

ル・フィル

タの除去効

率 

0～15分 0% 

設計値 

（単一故障を考慮） 

15分～24h 95% 

24h～36h 0% 

36h以降 95% 
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第 17表 ダクト修復作業時の条件（主蒸気管破断（仮想事故）） 

項目 評価条件 選定理由 

単一故障想

定箇所 
中央制御室換気系ダクト 

被ばく評価上最

も厳しい箇所を

想定 

中央制御室

換気系の運

転状態 

0 分  ～15

分  
通常運転状態 

単一故障及び修

復作業を考慮 

15 分  ～24

時間  
再循環運転状態 

24 時間～72

時間 

（ 2 日

間） 

ダクトに単一故

障発生 

作業準備（足場設

置等） 

再循環運転状態 

72 時間～76

時間 

（ 4 時

間） 

ダクト修復作業 

換気系停止状態 

76 時間～     再循環運転状態 

修復期間 単一故障発生直後から 52時間 

修復作業が困難

で最も修復期間

が長くなる箇所

の修復を想定 

一人当たり

の作業時間 
12 時間 交替を考慮する 

修復作業エ

リア容積 

（作業エリアの放射性物質

濃度は 

外気と同じと仮定） 

換気設備がバウ

ンダリの外側に

あることから保

守的に設定 

線源からの

距離 
2m 

線源である中央

制御室換気系フ

ィルタに最も近

接する作業場所

（第 9図参照） 

マスクによ

る防護係数 
考慮しない 保守的に設定 
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 ｂ．評価結果 

    主蒸気管破断（仮想事故）における中央制御室換気系の

ダクト修復作業に係るエリアの線量率を第 18表に示す。ま

た，修復作業期間中に被ばく線量が最も厳しくなる，単一

故障発生直後から 12時間作業する作業員の実効線量は，約

6.2×10－１mSv となる。評価結果を第 19 表に示す。なお，

原子炉冷却材喪失（仮想事故）における作業員の実効線量

は約 2.0×10－１mSvとなる。 

 

第 18表 ダクト修復作業に係るエリアの線量率 

（mSv／h） 

事故後の 

時間 

[日(時

間)] 

原子炉建屋内に放出され

た 

放射性物質による被ばく 

換気空調

系フィル

タからの

直接ガン

マ線によ

る外部被

ばく 

合 計 
ガンマ線に

よる 

外部被ばく 

吸入による 

内部被ばく 

1（24） 約 1.2E-04 約 4.9E-02 約 2.8E-03 約 5.2E-02 

2（48） 約 6.1E-05 約 3.8E-02 約 4.4E-03 約 4.2E-02 

3（72） 約 4.0E-05 約 3.1E-02 約 4.8E-03 約 3.6E-02 

4（96） 約 2.9E-05 約 2.6E-02 約 5.1E-03 約 3.1E-02 

5（120） 約 2.2E-05 約 2.2E-02 約 5.4E-03 約 2.7E-02 

6（144） 約 1.8E-05 約 1.9E-02 約 5.6E-03 約 2.4E-02 

7（168） 約 1.4E-05 約 1.6E-02 約 5.8E-03 約 2.2E-02 

8（192） 約 1.2E-05 約 1.4E-02 約 5.9E-03 約 2.0E-02 

9（216） 約 9.8E-06 約 1.2E-02 約 5.9E-03 約 1.8E-02 

10（240） 約 8.2E-06 約 1.0E-02 約 5.8E-03 約 1.6E-02 
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第 19表 作業員の実効線量評価結果 

項  目 実効線量（mSv） 

外気から取り込ま

れた放射性物質に

よる被ばく（外気と

同じと仮定） 

ガンマ線による外部

被ばく 
約 1.5×10－３ 

吸入による内部被ば

く 
約 5.9×10－１ 

フィルタからのガンマ線による外部被ばく 約 3.4×10－２ 

合  計 約 6.2×10－１ 

 

ｃ．参考評価 

（1）中央制御室換気系ダクトの修復を考慮した中央制御室の

居住性に係る運転員の被ばく評価 

静的機器の単一故障を想定した中央制御室の居住性に

係る運転員の被ばく評価は，事故発生から 24 時間後に中

央制御室換気系ダクトが全周破断すると想定し，ダクト破

断後の修復を考慮せずに，破断箇所からフィルタを通らな

い外気が中央制御室に流入するものとして，事故発生後

30日間の運転員の被ばく評価を行っている。 

しかしながら，現実的には破断箇所の修復が可能である

ことから，修復を考慮した場合の中央制御室の居住性に係

る被ばく評価を以下のとおり実施した。 

ダクト破断発生からダクトの修復までの間は，破断箇所

からフィルタを通らない外気が中央制御室に流入するも

のとし，配管修復後は中央制御室換気系について再循環運

転（閉回路循環運転※）を行うとして，第 20表に示す条件

で評価を行った。 

結果は第 21 表に示すとおりであり，中央制御室の運転

員の実効線量は，原子炉冷却材喪失は約 2.9mSv，主蒸気

管破断は約 2.1mSvでともに判断基準（実効線量 100mSv以

下）を満足することを確認した。 

      

 ※ 閉回路循環運転 27時間，外気取入運転 3時間を交互に

行う間欠運転を想定。 
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第 20表 中央制御室換気系ダクトの修復を考慮した評価条件 

作業時間 中央制御室換気系の状況 室内取込流量 

事故発生

～ 

  15分 

通常運転状態 

外気取込量 ： 3,400m３／h 

再循環流量 ：     0m３／h 

インリーク量： 2,800m３／h 

15分～ 

  24時間 

再循環運転状態 

（閉回路循環運転） 

外気取込量 ：    0m３／h 

再循環流量 ： 5,100m３／h 

インリーク量： 2,800m３／h 

24時間～ 

 72時間 

[2日間] 

ダクトに単一故障発生 

作業準備（足場設置等） 

換気系停止状態 

外気取込量 ：    0m３／h 

再循環流量 ：     0m３／h 

インリーク量：48,700m３／h 

72時間～ 

 76時間 

[4時間] 

ダクト修復作業 

換気系停止状態 

外気取込量 ：    0m３／h 

再循環流量 ：     0m３／h 

インリーク量：48,700m３／h 

76時間 

以降 

再循環運転状態 

（閉回路循環運転 27時間， 

外気取入運転 3 時間の間欠

運転） 

外気取込量 ：     0m３／h 

              (3,400m３／h) 

再循環流量 ： 5,100m３／h 

        (1,700m３／h) 

インリーク量： 2,800m３／h 

              (2,800m３／h) 

※( )内は外気取入運転時の値 
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第 21表 ダクトの修復を考慮した中央制御室の運転員の線量評

価結果 

（単位:mSv） 

項  目 原子炉冷却材喪

失 
主蒸気管破断 

室 内滞

在時 

建物内放射性物質

からの直接線及び

スカイシャイン線

による被ばく 

約 1.6×

10０ 

約 4.3×10

－３ 

大気中放射性物質

による被ばく 

約 3.4×

10－２ 

約 1.3×10

－２ 

室内に取り込まれ

る放射性物質によ

る被ばく 

約 2.6×

10－１ 

約 1.8×10

０ 

入 退域

時 

建物内放射性物質

からの直接線及び

スカイシャイン線

による被ばく 

約 1.0×

10０ 

約 1.6×10

－１ 

大気中放射性物質

による被ばく 

約 3.5×

10－２ 

約 9.4×10

－２ 

合  計 
約 2.9×

10０ 

約 2.1×10

０ 
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（２）フィルタ交換作業に係る作業員の被ばく評価について 

中央制御室換気系のフィルタを交換する際の影響について，

原子炉冷却材喪失（仮想事故）を対象とし，修復期間を考慮し

て作業員の被ばくについて影響評価を実施した。 

ａ．評価条件 

  フィルタ交換作業時の条件（原子炉冷却材喪失（仮想事故））

を表 2-5に示す。 

 

表 2-5 フィルタ交換作業時の条件（原子炉冷却材喪失（仮想事

故）） 

項目 評価条件 選定理由 

単一故障想定

箇所 

非常用再循環処理装置フ

ィルタ 

中央制御室内の放

射性物質濃度が高

くなる箇所を想定 

中央制御室換

気系の運転状

態 

～15min 通常運転状態 

単一故障及び修復

作業を考慮する 

15min ～

24h 

非常時運転状

態 

24h ～

36h 

非常時運転状

態 

フィルタ機能

なし 

36h～ 
非常時運転状

態 

修復期間 事故24時間後から12時間 

破断検知から修復

作業終了までの期

間とする 

一人当たりの

作業時間 
12時間 

保守的に修復期間

全ての期間を仮定

する 

修復作業エリ

ア容積 
18,000m3 

中央制御室エンベ

ロープ容積 

マスクによる

防護係数 
考慮しない ― 

 

ｂ．評価結果 

フィルタ交換作業に係る実効線量率評価を表 2-6 に示す。

また，事故 24 時間後から 12 時間作業する作業員の実効線量

評価結果を表 2-7に示す。 
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(3) 空気流入率試験結果について 

   「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法

について（内規）」（平成 21・07・27原院第 1号）の別添資料

「原子力発電所の中央制御室空気流入率測定試験手法」に基

づき，東海第二発電所の中央制御室について平成 27年 2月に

試験を実施した。試験結果は第 22表に示すとおりであり，空

気流入率は最大で 0.47回／hである。 

 

 

第 22表 中央制御室空気流入率試験結果 

項目 内容 

試験期間 
平成 27年 2月 24日～平成 27年 2月 26日 

試験結果 

系統 空気流入率(95％信頼限界値) 

Ａ 0.47回／h(±0.012) 

Ｂ 0.44回／h(±0.012) 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 フィルタ交換作業に係る実効線量率評価 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-7 実効線量評価結果 

作業内容 
実効線量率

（mSv/h） 

実効線量 

（mSv） 

中央制御室換気系 

フィルタ（非常用）取替 
約 1.6 ※ 約 19 

※ 作業期間中の最大値 

 

（３）空気流入率試験結果について 

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法に

ついて（内規）」（原子力安全・保安院 平成 21年 8月 12日）

の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験

手法」に基づき，島根原子力発電所１号及び２号炉中央制御室

について 2017 年 8 月に試験を実施した結果，空気流入率は最

大で 0.082 回/h（+0.0030(95％信頼限界値)）である。試験結

果の詳細を以下に示す。 

 

表 2-8 島根１／２号炉中央制御室 空気流入率測定試験結果 

項目 内容 

試験日程 
2017年 8月 1日～2017年 8月 2日（１，２号炉

停止中） 

試験結果 

系統 

（１号炉，

２号炉） 

空気流入率 

Ｂ系 0.082回/h（+0.0030※） 

Ａ系 0.076回/h（+0.012※） 

※95％信頼限界値 
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3. 線量評価に用いた気象データについて 

 

(1) はじめに 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当たっては，

東海第二発電所敷地内で 2005年度に観測された風向，風速等

を用いて線量評価を行っている。本補足資料では，2005年度

の気象データを用いて線量評価することの妥当性について説

明する。 

 

(2) 設置変更許可申請において 2005年度の気象データを用いた

理由 

線量評価には「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指

針」（以下「気象指針」という。）に基づき統計処理された気象

データを用いる。また，気象データのほかに放射性物質の放出

量，排気筒高さ等のプラントデータ，評価点までの距離，排気

筒有効高さ（風洞実験結果）等のデータが必要となる。 

設置変更許可申請における線量評価については，原子炉熱出

力向上の検討の一環で準備していた，敷地の気象の代表性が確

認された 2005年度の気象データを用いた風洞実験結果※を用

いている。 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当り，添付書類

十に新たに追加された炉心損傷防止対策の有効性評価で，格納

容器圧力逃がし装置を使用する場合の敷地境界における実効

線量の評価が必要となった。その際，添付書類六に記載してい

る 1981年度の気象データの代表性について，申請準備時点の

最新気象データを用いて確認したところ，代表性が確認できな

かった。このため，平常時線量評価用の風洞実験結果が整備さ

れている 2005年度の気象データについて，申請時点での最新

気象データにて代表性を確認した上で，安全解析に用いる気象

条件として適用することにした。これに伴い，添付書類九（通

常運転時の線量評価），添付書類十（設計基準事故時の線量評

価）の安全解析にも適用し，評価を見直すこととした。 

※：風洞実験は平常時，事故時の放出源高さで平地実験，模型

実験を行い排気筒の有効高さを求めている。平常時の放出源

高さの設定に当たっては，吹上げ高さを考慮しており，吹上

げ高さの計算に 2005年度の気象データ（風向別風速逆数の平

均）を用いている。 

これは，2011年 3月以前，東海第二発電所において，次の
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ように 2005年度の気象データを用いて原子炉熱出力の向上

について検討していたことによる。 

原子炉熱出力向上に伴い添付書類九の通常運転時の線量評

価条件が変更になること（主蒸気流量の 5％増による冷却材

中のよう素濃度減少により，換気系からの気体状よう素放出

量の減少等），また，南南東方向（常陸那珂火力発電所方向），

北東方向（海岸方向）の線量評価地点の追加も必要であった

ことから，新規制定された「（社）日本原子力学会標準 発

電用原子炉施設の安全解析における放出源の有効高さを求

めるための風洞実験実施基準：2003」に基づき，使用済燃料

乾式貯蔵建屋，固体廃棄物作業建屋等の当初の風洞実験

（1982年）以降に増設された建屋も反映し，2005年度の気

象データを用いて風洞実験を実施した。 

 

(3) 2005年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性 

線量評価に用いる気象データについては，気象指針に従い統

計処理された 1年間の気象データを使用している。気象指針

（参考参照）では，その年の気象がとくに異常であるか否かを

最寄の気象官署の気象資料を用いて調査することが望ましい

としている。 

以上のことから，2005年度の気象データを用いることの妥

当性を最新の気象データと比較し，以下について確認する。 

・想定事故時の線量計算に用いる相対濃度 

・異常年検定 

 

(4) 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度と異常年検定の評

価結果 

  ａ．想定事故時の線量計算に用いる相対濃度の最新の気象と

の比較 

想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量

評価に用いる気象（2005年度）と最新の気象（2015年度）

との比較を行った。その結果，2005年度気象での相対濃度

※は 2.01×10－６s／m３，2015年度気象では 2.04×10－６s／m

３である。2005年度に対し 2015年度の相対濃度は約 1％の

増加（気象指針に記載の相対濃度の年変動の範囲 30％以

内）であり，2005年度の気象データに特異性はない。 

※：排気筒放出における各方位の 1時間毎の気象データを

用いた年間の相対濃度を小さい方から累積し，その累
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積頻度が 97％に当たる相対濃度を算出し，各方位の最

大値を比較 

  ｂ．異常年検定 

1) 検定に用いた観測記録 

検定に用いた観測記録は第 23-1 表のとおりである。 

なお，参考として，最寄の気象官署（水戸地方気象台，

小名浜特別地域気象観測所）の観測記録についても使用し

た。 

 

第 23-1表 検定に用いた観測記録 

検定年 統計年※1 観測地点※2 

2005年

度： 

2005年 4

月 

～ 

2006年 3

月 

① 2001年 4月～2013年 3月 

（申請時最新 10年の気象

データ） 

・敷地内観測地点 

（地上高

10m,81m,140m） 

② 2004年 4月～2016年 3月 

（最新 10年の気象データ） 

・敷地内観測地点 

（地上高

10m,81m,140m） 

 

＜参考＞ 

・水戸地方気象台 

・小名浜特別地域

気象観測所 

※1：2006年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外 

※2：敷地内観測地点地上 81mは東海発電所の排気筒付近のデータ

であるが，気象の特異性を確認するため評価 

2) 検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順により

異常年検定を行った。 

3) 検定結果（①～⑯ 棄却検定表参照） 

検定結果は第 23-2表のとおりであり，最新の気象デー

タ（2004年 4月～2016年 3月）を用いた場合でも，有意

水準（危険率）5％での棄却数は少なく，有意な増加はな

い。また，最寄の気象官署の気象データにおいても，有

意水準（危険率）5％での棄却数は少なく，2005年度の

気象データは異常年とは判断されない。 
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第 23-2表 検定結果 

検定年 
統計年

※1 

棄却数 

敷地内観測地点 参 考 

地上高

10m 

地上高 

81m※2 

地上高 

140m 

水戸地

方 

気象台 

小名浜

特別地

域気象

観測所 

2005

年度  

①  1個 0個 3 個 － － 

②  3個 1個 4 個 1個 3個 

※1：①：2001年 4月～2013年 3月（申請時最新 10年の気象

データ） 

②：2004年 4月～2016年 3月（最新 10年の気象データ） 

2006年度は気象データの欠測率が高いため統計年か

ら除外 

※2：敷地内観測地点地上 81mは東海発電所の排気筒付近のデ

ータであるが，気象の特異性を確認するため評価 

 

 (5) 異常年検定による棄却項目の線量評価に与える影響 

異常年検定については，風向別出現頻度 17項目，風速階級

別出現頻度 10項目についてそれぞれ検定を行っている。 

線量評価に用いる気象（2005年度）を最新の気象データ

（2004年 4月～2016年 3月）にて検定した結果，最大の棄却

数は地上高 140mの観測地点で 27項目中 4個であった。棄却さ

れた項目について着目すると，棄却された項目は全て風向別出

現頻度であり，その方位はＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥ，ＳＳＷである。 

ここで，最新の気象データを用いた場合の線量評価への影

響を確認するため，棄却された各風向の相対濃度について，

2005年度と 2015年度を第 23-3表のとおり比較した。 

ＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥについては 2005 年度に対し 2015年度

は 0.5～0.9倍程度の相対濃度となり，2005年度での評価は

保守的な評価となっており，線量評価結果への影響を与えな

い。なお，ＳＳＷについては 2005年度に対し 2015年度は約

1.1倍の相対濃度とほぼ同等であり，また，ＳＳＷは頻度が
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比較的低く相対濃度の最大方位とはならないため線量評価へ

の影響はない。  

 

第 23-3表 棄却された各風向の相対濃度の比較結果 

風向 

相対濃度※（s／m３） 

（2005年度）：Ａ 

相対濃度※（s／m３） 

（2015年度）：Ｂ 
比 

（Ｂ／Ａ） 

ＥＮ

Ｅ 

1.456×10－６ 1.258×10－６ 0.864 

Ｅ 1.982×10－６ 1.010×10－６ 0.510 

ＥＳ

Ｅ 

1.810×10－６ 1.062×10－６ 0.587 

ＳＳ

Ｗ 

1.265×10－６ 1.421×10－６ 1.123 

※：燃料集合体落下事故を想定した排気筒放出における，各方

位の 1時間毎の気象データを用いた年間の相対濃度を小さ

い方から累積し，その累積頻度が 97％に当たる相対濃度を

算出 

 

(6)  結 論 

   2005年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気象

データとの比較により評価した結果は以下のとおり。 

ａ．想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量

評価に用いる気象（2005年度）と最新の気象（2015年度）

での計算結果について比較を行った結果，気象指針に記載

されている相対濃度の年変動（30％以内）の範囲に収まり，

2005年度の気象データに特異性はない。 

ｂ．2005年度の気象データについて申請時の最新気象デー

タ（2001年 4月～2013年 3月）及び最新気象データ（2004

年 4月～2016年 3月）で異常年検定を行った結果，棄却

数は少なく，有意な増加はない。また，気象指針にて調査

することが推奨されている最寄の気象官署の気象データ

においても，2005年度の気象データは棄却数は少なく，

異常年とは判断されない。 

ｃ．異常年検定にて棄却された風向の相対濃度については，

最新気象データと比べて保守的，あるいは，ほぼ同等とな

っており，線量評価結果への影響を与えない。 
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以上より，2005年度の気象データを線量評価に用いること

は妥当である。 
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（参考） 

 

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の解説 X.での

記載 

1．気象現象の年変動 

気象現象は，ほぼ1年周期でくり返されているが，年に

よる変動も存在する。このため，想定事故時の線量計算に

用いる相対濃度についてその年変動を比較的長期にわた

って調査してみると，相対濃度の平均値に対する各年の相

対濃度の偏差の比は，30％以内であった。 

このことから，1年間の気象資料にもとづく解析結果は，

気象現象の年変動に伴って変動するものの，その程度はさ

ほど大きくないので，まず，1年間の気象資料を用いて解

析することとした。 

その場合には，その年がとくに異常な年であるか否かを

最寄の気象官署の気象資料を用いて調査することが望ま

しい。また，2年以上の気象資料が存在する場合には，こ

れを有効に利用することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  ３．中央制御室換気系（設備概要） 

（１）系統概要 

制御室建物及び廃棄物処理建物内中央制御室関連エリア（以

下，「中央制御室エンベロープ※」という。）について，機器及び

運転員・作業員に対し適切な室内雰囲気条件を維持するため温

度，湿度調整及び空気（外気）の供給を行う。 

  再循環用ファン，ブースタ・ファン，チャコール・フィルタ

等から構成され，中央制御室エンベロープに対して，通常時は

一部外気を取り入れ，空気を再循環するが，事故時には運転員

が中央制御室内に留まって必要な操作措置がとれるよう，外気

と隔離し，チャコール・フィルタを通して再循環用ファン及び

ブースタ・ファンにより再循環する。 

島根２号炉の中央制御室換気系は，中央制御室エンベロープ

内にファンやフィルタ等の中央制御室換気系の設備を設置して

いるため，中央制御室エンベロープとそれ以外の換気設備によ

る換気・空調される部屋との境界部分が中央制御室バウンダリ※

となり，主にコンクリート壁・床と，ダクトや扉から構成され

ている。 

系統概要図を図 2-1 に，中央制御室換気系ダクトの配置を図

2-2から図 2-5に示す。 

 

※ 用語の定義は以下のとおり（「原子力発電所中央制御室の

居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」より）。 

・中央制御室エンベロープ 

中央制御室換気空調設備により事故時に空調される部

屋をいう。発電所によっては，給湯室や洗面所等、運転

員が中央制御室にとどまるための居住設備や事故時に中

央制御室換気空調設備で空調されるリレー室，廃棄物処

理制御室や中央制御室換気空調機械室等が含まれる。 

・中央制御室バウンダリ 

    中央制御室換気空調設備により事故時に空調される範   

囲の境界のことをいう。すなわち，中央制御室エンベロ

ープの境界と中央制御室エンベロープ内空気を内包する

空調機器で中央制御室エンベロープ外に設置されている

部分の境界のことをいう。 
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図 2-1 中央制御室換気系系統概要図 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 中央制御室換気系ダクト配置図 

 （廃棄物処理建物５階，４階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 中央制御室換気系ダクト配置図 

   （廃棄物処理建物３階，２階） 
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図 2-4 中央制御室換気系ダクト配置図 

（廃棄物処理建物１階・制御室建物４階， 

廃棄物処理建物地下中１階・制御室建物３階） 

図 2-5 中央制御室換気系ダクト配置図 

（廃棄物処理建物地下１階・制御室建物２階， 

廃棄物処理建物地下２階・制御室建物１階） 

（２）系統機能 

ａ．換気空調機能 

機器及び運転員，作業員に対し，適切な雰囲気条件を確保

するため，各室を設計室内温度範囲に保つとともに，電子機

器等の機能を確保するため，中央制御室及び計算機室を設計

湿度範囲に保つ。通常時は，再循環用ファンにより各室へ空

気（外気）を供給し，一部は排気ファンにより排気する。 

また，事故後長期の対応においては，酸欠防止等の環境改

善のため，事故時の再循環運転に加え，一部外気を取入れる
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場合があり，取入れた外気量と等しい量の空気を排気ファン

により排気する。 

ｂ．プラント事故時の被ばく低減機能 

事故時には運転員が中央制御室内に留まって必要な操作措

置がとれるよう，外気と隔離し，チャコール・フィルタを通

して再循環用ファン及びブースタ・ファンにより再循環する。 

  （３）設計上の考慮事項について 

ａ．汚染防止 

中央制御室エンベロープは，非管理区域のため，汚染の可

能性のある周囲 の区域から雰囲気が流入するのを防止する

ため，周囲の区域に対して，正圧になるようにする。また，

隣接する廃棄物処理建物等の管理区域は，独立した空調換気

系により，負圧維持する。 

プラント事故時に隔離機能を有するダクトは，気密構造と

し，放射性物質取込みを防止することができるようにする。 

ｂ．火災対策 

中央制御室換気系による換気エリアについては，実用発電

用原子炉及びそ の附属施設の火災防護に係る審査基準に基

づき火災区域を設定し，火災の影響を軽減する対策を実施す

る。 

 

  （４）設備の信頼性 

ａ．耐震設計 

耐震重要度がＳクラスである中央制御室換気系の原子炉制

御室非常用換気空調機能に対する波及的影響への考慮とし

て，間接支持構造物となる廃棄物処理建物を基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，必要な機能を損なわない設計とする。 

ｂ．保守管理 

中央制御室換気系のファン，ダクト，ダンパ等に加えて，

中央制御室バウンダリ（貫通部となる配管やケーブル含む）

について，定期的に点検を行い，保守管理を実施する。また，

中央制御室空気流入率試験を実施することで，中央制御室換

気系とあいまって要求される機能が維持されていることを確

認する。 
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  廃棄物処理建物空調換気系と中央制御室換気系の設計要求につい

て（参考） 

 換気空調系は，主要な場所ごとに異なる系統として設計するこ

と及び下表に示す通り，廃棄物処理建物の管理区域と中央制御室

エンベロープ（非管理区域）の換気空調系の設計要求事項は異な

ることから，それぞれ独立した系統を設置する。 

 

表 廃棄物処理建物空調換気系と中央制御室換気系の設計要求 
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  補足説明資料２ 

 

水消火設備に対する基準適合性 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，水消火

設備の基準適合性に

ついて記載 

  島根２号炉において，設置許可基準規則第８条（火災による損

傷の防止）に適合させるために新設する水消火設備について，設

置許可基準規則第 12条への適合性を下表に示す。 

 

水消火設備の設置許可基準規則第 12条に対する適合性整理表 
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  また，設置許可基準規則第 12条以外の各条文との関係につい

て，整理結果を下表に示す。 

水消火設備の設置許可基準規則各条文に対する整理表 
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補足説明資料３ 

浸水防止設備（タービン補機海水ポンプ出口弁）の 

信頼性向上について 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，浸水防

止設備（タービン補機

海水ポンプ出口弁）の 

信頼性向上について

記載 

島根２号炉において，設置許可基準規則第５条（津波による損

傷の防止）に適合させるため，設計基準対象施設であるタービン

補機海水ポンプ出口弁について，新たに浸水防止設備としての機

能を加えることとし，その重要性に鑑み，安全機能の重要度 MS-1

（安全上特に重要な関連機能）相当に位置付け，多重性を確保す

る設計とすることで，信頼性を向上する。 

(1) 対策概要

タービン補機海水ポンプ出口弁は，当該配管損傷後，取水路か

ら浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）に津波が浸水することを防止するためインタ

ーロック（地震大信号と漏えい検知器動作の AND条件）により閉

止するものである。設置概要図を図１に示す。 

(2) 耐震設計方針

タービン補機海水ポンプ出口弁は，耐震Ｓクラス施設として，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持

できるよう設計する。 

(3) 耐津波設計方針

タービン補機海水ポンプ出口弁は，入力津波に対して浸水防止

機能が十分に保持できるよう設計する。 

(4) 信頼性向上の方針

タービン補機海水ポンプ出口弁については，設置許可基準規則

第 12条（安全施設）等の要求事項を参考に，MS-1相当として以

下を考慮した設計とする。 

タービン補機海水ポンプ出口弁は，タービン補機海水ポンプ

第二出口弁を直列に設置することで多重化するとともに，当

該弁の閉止に必要な電源は，多重性及び独立性を確保し，そ
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れぞれ区分Ⅰ，Ⅱの非常用母線から供給する設計とする。 

想定される外部事象に対して機能を損なわない設計とする。 

タービン補機海水ポンプ出口弁は，地震時に想定される溢水

に対し機能を保持する設計とする。 

運転員による誤操作防止のため，視認性及び操作性を考慮し

た設計とする。また，誤信号による誤動作，誤不動作の防止

のため，論理回路を多重化する設計とする。 

図１ タービン補機海水ポンプ出口弁設置概要図 
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MS-1相当として機能が加わるタービン補機海水ポンプ出口弁に

ついて，設置許可基準規則第 12条への設計方針を下表に示す。 

 

タービン補機海水ポンプ出口弁の 

設置許可基準規則第 12条に対する設計方針（１／２） 
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タービン補機海水ポンプ出口弁の 

設置許可基準規則第 12条に対する設計方針（２／２） 
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  また，設置許可基準規則第 12 条以外の各条文との関係につい

て，整理結果を下表に示す。 

 

タービン補機海水ポンプ出口弁の 

設置許可基準規則各条文に対する整理表 
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